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令和６年度予算審査特別委員会会議録（第１号） 

 

令和６年３月１１日（月曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 議案第 ２５号 令和６年度大樹町一般会計予算について 

 第 ３ 議案第 ２６号 令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予

算について 

 第 ４ 議案第 ２７号 令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第 ５ 議案第 ２８号 令和６年度大樹町介護保険特別会計予算について 

 第 ６ 議案第 ２９号 令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計予算について 

 第 ７ 議案第 ３０号 令和６年度大樹町水道事業会計予算について 

 第 ８ 議案第 ３１号 令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算について 

 第 ９ 議案第 ３２号 令和６年度大樹町下水道事業会計予算について 

 

○出席委員（１１名） 

  １番 播 間 章 浩   ２番 寺 嶋 誠 一   ３番 辻󠄀 本 正 雄 

  ４番 吉 岡 信 弘   ５番 西 山 弘 志   ６番 船 戸 健 二 

  ７番 杉 森 俊 行   ８番 西 田 輝 樹   ９番 安 田 清 之 

 １０番 志 民 和 義  １１番 菅   敏 範     

 

○欠席委員（０名） 

  

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     黒 川   豊 

 副 町 長                     松 木 義 行 

 総 務 課 長                     吉 田 隆 広 

 総 務 課 参 事                     杉 山 佳 行 

 企画商工課長兼地場産品研究センター所長         伊 勢 厳 則 

 企画商工課参事                     菅   浩 也 

 住 民 課 長                     水 津 孝 一 

 保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立 

 尾田認定こども園長兼学童保育所長            清 原 勝 利 

 保健福祉課参事                     瀬 尾 さとみ 

 保健福祉課参事                     明日見 由 香 
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 農林水産課長兼町営牧場長                松 久 琢 磨 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             奥   純 一 

 会計管理者兼出納課長                  楠 本 正 樹 

  

＜教育委員会＞ 

 教  育  長                     沼 田 拓 己 

学校教育課長兼学校給食センター所長           井 上 博 樹 

 社会教育課長兼図書館長                 梅 津 雄 二 

 

＜農業委員会＞ 

 農業委員会長                      穀 内 和 夫 

農業委員会事務局長                   瀬 尾 裕 信 

 

＜監査委員＞ 

 代表監査委員                     北 林 博 美 

 

○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                     佐 藤 弘 康 

 係     長                     木 田 悟 史 
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開議 午前 １０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○菅予算審査特別委員長 

 ただいまの出席委員は１１名であります。 

 定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○菅予算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 ８番 西 田 輝 樹 委員 

 ９番 安 田 清 之 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 議案第２５号から日程第９ 議案第３２号まで 

○菅予算審査特別委員長 

 日程第２ 議案第２５号令和６年度大樹町一般会計予算についてから、日程第９ 議案第

３２号令和６年度大樹町下水道事業会計予算についてまで、以上８件についての審査に入り

ます。 

 お諮りします。 

 本委員会での審査ですが、一括議題となりました議案第２５号から議案第３２号までの８

件の議案については、去る３月５日の本会議において提案理由の説明が終了しています。

よって、本委員会では、初めに関係説明員から事項別明細書についての説明を求めた後、歳

入歳出全般に関する質疑、総括質疑、討論、採決の順で審査を進めます。 

 歳入歳出全般に関する審査ですが、一般会計は、歳出、歳入の順とし、歳出は款ごとに、

歳入は一括して進めます。特別会計については、歳入歳出を一括して、これを進めます。 

 なお、本委員会での審査に際し、同一議題に対する質疑を３回までとする会議規則第５４

条の規定は、これを適応しないで行うこととしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいまの決定どおり、予算審査特別委員会を進めます。 

各会計予算の審査に入る前に報告いたします。 
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本委員会での審査にあたり、主幹、係長の説明員としての会議出席について、ご了承を願

います。 

なお、主幹、係長による説明は、理事者から特に申し出があった場合において、委員長が

指名したとき、これを認めることにしたいと思います。 

質疑の進め方ですが、事項別明細書等に記載されていない事項は、総括質疑でお受けいた

します。 

関連質疑については、さきの質疑者の質疑終了後にお受けいたします。 

 日程第２ 議案第２５号令和６年度大樹町一般会計予算についての審査を行います。 

 事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 初めに、事項別明細書２９ページ、３０ページ、１款議会費について内容説明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 それでは、歳出について説明させていただきます。 

まず、２９ページ、３０ページをお開き願います。 

１款、１項、１目ともに議会費で５,８１０万円、前年費１１０万円の増。報酬から負担

金、補助及び交付金まで、議会運営に要する予算を計上するものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

 １款議会費の内容説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、１款議会費の質疑を終了します。 

 次に、２９ページから６２ページまで、２款総務費について、順次、内容説明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 ２款総務費、１項総務管理費、２９ページから３６ページまで、１目一般管理費８億７,

４０６万１,０００円、前年比２７５万６,０００円の増。特別職を含む職員の人件費、役場

業務全般に係る事務的経費や庁舎の維持管理費、町長交際費、職員の福利厚生や研修に要す

る予算を計上してございます。主な内容といたしましては、２節給料は３億９,７３７万円

で、前年比１,１５７万９,０００円の増。町長部局は職員７９名分、議会は３名分、教育委

員会は１９名分、農業委員会は２名分で、合計で１０３名分の計上でございます。再任用職

員は５名分でございます。次に、３節職員手当等は２億７,１６２万９,０００で１,６１３

万６,０００円の減。主な手当別の増減では、３１、３２ページに移りまして期末手当、勤

勉手当は、支給月数がそれぞれ０.０５か月分増などにより増額。時間外勤務手当は、令和
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５年度の支給状況により減額。市町村退職手当組合負担金は、退職年齢６５歳まで引き上げ

になる令和１４年まで一般職の普通負担率が５０％減となることから２,２２９万５,００

０円の減となるものでございます。３３ページ、３４ページに移りまして１２節委託料では、

警備業務が前年より３６４万９,０００円の減で、１０月より警備体制を機械警備のみに切

り替えるため、９月までの半年分の委託料を計上したものです。警備業務から２行下の電話

代行業務は、夜間や休日に役場にかかってきた電話について対応などを委託するもので、１

０月から半年分の費用を新たに計上するものでございます。次に、３５ページ、３６ページ

に移りまして１７節備品購入費では、夜間休日の警備体制の見直しにより役場への届出を受

理するセキュリティーポストを南側玄関に設置するため、購入するものです。デジタルサイ

ネージは、１階町民ロビーに設置し、電子的に会議案内や行事のお知らせ等を行うものでご

ざいます。１８節負担金、補助及び交付金の北海道職員派遣負担金は北海道から職員１名の

派遣を受けておりますが、１年延長するため職員の給料や手当などについて負担金５２１万

９,０００円を計上してございます。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

３５ページから３８ページにかけまして、２目文書広報費、予算額１,６２４万８,０００

円、前年比７９４万９,０００円の増でございます。ここでは、広報たいきの発行、ホーム

ページの維持管理、難視聴対策事業に係る経費を計上しております。増額の要因は、ホーム

ページのリニューアル業務として８００万円を計上したことによるものであります。 

○吉田総務課長 

続きまして、３７ページから、３目財産管理費５,９６８万２,０００円、前年比１,２０

８万３,０００円の増。普通財産の維持管理経費や公共施設の除排雪経費などを計上してご

ざいます。増額の主な理由は、１４節工事請負費で、旧歴舟中学校校舎体育館解体工事２,

６００万円と、旧生花中学校グラウンドの物置、屋外トイレ７１万５,０００円の計上で、

前年費１,２９２万６,０００円の増となっております。１２節委託料、スマート街区管理運

営業務は太陽光設備の保守点検が隔年実施で、令和６年度は発生しないことから、減となる

ものでございます。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

その下、３７ページ下段から４４ページにかけまして、４目企画費、予算額５,４４３万

８,０００円、前年比１,８５４万５,０００円の増でございます。ここでは、企画調整推進

事業、移住促進事業、地域おこし協力隊設置事業、コミュニティバス運行事業などに係る経

費を計上しております。増額の要因は、昨年、年度の途中で採用しました地域プロジェクト

マネージャー１名と、地域おこし協力隊３名の報酬や活動費を１年分計上したことと、新規

で地域おこし協力隊を１名採用する経費を計上したことによるものであります。 

○吉田総務課長 

続きまして、４３、４４ページ中段、５目公平委員会費、前年同額の１万５,０００円。

委員報酬と費用弁償を計上してございます。 
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○水津住民課長 

４３ページ下段から４６ページになります。６目防犯交通安全推進費、本年度予算額２４

７万３,０００円、前年度の比較１８万２,０００円の減。ここでは、交通安全指導員の報酬

など、交通安全や防犯活動の推進に係る費用を計上しております。減の主な要因は、４６ペー

ジ、１０節需用費の車検代の修繕費が減額してございます。 

○吉田総務課長 

続きまして、４５ページから４８ページ上段で、７目福祉センター費１,１２３万２,００

０円、前年比４９万５,０００円の減。福祉センターの維持管理経費で、１０節需用費で電

気料金、燃料代が令和５年度の支給状況を勘案し減額しております。 

次に、４７ページ、４８ページで、８目電子計算費６,９７１万４,０００円、前年比６０

９万円の増。行政用電算システムの維持管理などの経費で、増減の主な内容といたしまして

は、１１節役務費はＯＳの更新などに伴いパソコンの記録媒体の交換を行う電子計算機設定

手数料を新たに計上し、１３２万１,０００円の増。１２節委託料は前年の総合行政システ

ムセキュリティ用サーバー更新の完了などで１,２４８万５,０００円の減。１７節備品購入

費は、ＬＧＷＡＮ系サーバーとインターネット系サーバーの機器類の更新で１,１７９万４,

０００円、画像転送ブラウザーシステム機器購入で６８８万１,０００円により、前年費１,

４３１万９,０００円の増となっております。 

次に、４７、４８ページ、９目車両管理費１,１０５万９,０００円、前年比３２４万１,

０００円の減。各課の管理に属しない車両の管理経費、乗用車１２台、大型バス１台、トラッ

ク、ダンプ各１台の計１５台分の維持管理に係る経費や町有バスの運行管理経費を計上して

ございます。減の主な内容は、１０節需要費で車検台数の本年度減により修繕費減や前年度

実績による燃料費の減により前年費１３０万９,０００円の減。前年度は公用車１台を購入

しましたが、今年度は購入しないことから、備品購入費の皆減によるものでございます。 

次に、４９ページから５４ページにかけまして、１０目諸費４,４１２万１,０００円、前

年比９７万３,０００円の増。名誉町民等審査委員会などの諮問組織の運営費、区長報酬等

行政区関係経費、街灯の維持管理経費、消費者保護対策経費のほか、生花郵便局の運営に係

る経費を計上してございます。また、新たに犯罪被害者等支援事業を追加してございます。

１０節需要費の修繕料は、松山・下大樹会館の屋根塗装、また歴舟コミュニティセンター遊

具撤去などにより２６９万３,０００円の増となってございます。５３、５４ページ上段の

１９節扶助費は犯罪被害者等支援事業で、傷害見舞金１０万円を新たに計上してございま

す。 

○菅企画商工課参事 

続きまして、５３ページ中段から５６ページにかけまして、１２目航空宇宙推進費です。

予算額９億４,０３８万円、前年費１億１３９万１,０００円の増でございます。ここでは、

多目的航空公園維持管理、宇宙のまちづくり推進事業、北海道スペースポート整備事業を計

上しております。主なものとして、多目的航空公園指定管理業務委託料に１,２００万円、
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北海道スペースポートＰＲ業務に１,３９７万円、北海道スペースポート資金調達促進業務

に１,１１０万円、北海道スペースポート整備に係る委託業務、工事請負費に８億８,０００

万円。増額の要因は、北海道スペースポート整備事業工事請負費で、前年費１億１,５００

万円の増となっていることが要因となっております。 

○吉田総務課長 

 庁舎建設費につきましては、令和５年度で全ての事業が完了し、廃目であります。 

○水津住民課長 

続きまして、５５ページ下段から６０ページになります。２項徴税費、１目賦課徴収費、

本年度予算額１,０５７万５,０００円、前年度比較１８８万円の減。ここでは、徴税の賦課

徴収などに係る費用を計上しております。減の主な要因は、５８ページの１２節委託料の水

土里ネット、オルソ画像変換業務、固定資産税、路線価評価業務を昨年終了したことから減

額となってございます。 

続きまして、５９ページから６０ページ中段になります。３項、１目ともに戸籍住民基本

台帳費、本年度予算額８０３万６,０００円、前年度比５４５万１,０００円の減。ここでは、

戸籍や住民基本台帳管理業務などに係る費用を計上しております。１２節委託料では、戸籍

情報システム、戸籍附票システムについて、令和７年度に標準化システムに移行するための

準備としてシステム改修を行う経費を計上しておりましたが、本年度は１業務だけ予算計上

のため減額となっております。 

○吉田総務課長 

  続きまして、５９ページから６２ページにかけまして、４項選挙費、１目選挙管理委員

会費３３万５,０００円、前年比２万６,０００円の増。選挙管理委員会委員４名分の報酬、

費用弁償などを計上してございます。 

 次に、６１ページ、６２ページに移りまして、北海道知事、北海道議会議員選挙費並びに

大樹町長・大樹町議会議員選挙費は、廃目となってございます。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

６１ページ、６２ページの中段になりますが、５項、１目ともに統計調査費、予算額８５

万４,０００円、前年費３６万２,０００円の増でございます。統計調査に係る経費を計上し

ております。本年は、５年ごとに実施の農林業センサスに係る経費を計上したことにより増

額となっております。 

○吉田総務課長 

次にその下、６項、１目ともに監査委員費で２２７万７,０００円、前年比４０万３,００

０円の減。監査委員２名分の報酬、費用弁償、会議等の負担金を計上してございます。今年

度は２名分の全国町村監査委員研修会の費用弁償が減となっております。 

 以上、２款総務費の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ２款総務費の内容説明が終わりました。 
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これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

 ちょっとお聞きしたいのですが、３６ページの北海道職員派遣負担の件なのですが、も

らった内容ですと、給与等北海道負担、時間外勤務手当等は町村負担と書いてあるのですが、

５２１万９,０００円という数字、これについての質問をお願いしたい。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 北海道から派遣いただいている職員の負担金の部分でございますが、今年までは地域派遣

ということで、西山議員がおっしゃっている負担の区分になるかと思います。来年度からは

自治法派遣に切り替えることから、自治法派遣に関しましては、職員の給料から手当含めて

全て経費の部分を負担するような形になっていますので、来年度、令和６年度予算は、人件

費分の予算を含めた部分で負担金として計上してございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 ということは、今までは北海道から給料をもらっていたということですね。今度は、町が

支払う。その中で、ちょっと時間外手当とか勤務手当というのかな、あれとはまた別ではな

く、この中に全部含まれるということですか。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 手当の部分の扱いでございますが、今までの地域振興派遣に関しましても、勤勉手当と期

末手当に関しましては負担金として道にお支払いしてございます。（発言する者あり） 

すみません、勤勉手当だけですね。時間外に関しましては、直接負担金ではなくて町から

働いた職員に対して支給してございます。来年度以降に関しましても、自治体派遣になりま

しても、そのことは一緒でございまして、時間外手当に関しましては、直接町が派遣いただ

いている職員のほうにお支払いします。それ以外の手当とか給与に関しましては、北海道を

通して負担金という形で道のほうにお支払いするような形になります。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

ということは、１年延長でこういうことになったということですね。また、これが道の派
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遣の人が入れ替わったら、また元に戻るという考えていいですか、最後に。 

○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

地域振興派遣という形で道から来ていただければ、元の形に戻るという形になるかと思い

ます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ３４ページの１２節委託料をお願いいたします。 

この中で三つほどあるのですが、別々に質問したほうがよろしいですか。三つ一編にやっ

ていいですか。別々のほうがいいですか。 

それでは、一つは、警備業務が去年と数字が変わっているのですが、説明の中で分からな

かったので、なぜ金額がこんなに変わっているのか、まず一つ目、金額が変わった理由をお

願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 警備業務の部分でございますが、今、警備と機械警備を両方実施してございます。１０月

からは、警備をやめて機械警備１本と考えてございます。ですので、警備業務に関しまして

は、４月から９月までの６か月分を委託費用として計上してございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 そうしたら、人はいなくなるというふうに理解してよろしいのですか。 

○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

そのとおりでございます。警備員という形で置かなくなりますので、人がいなくなる状態

もあるかと思います。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西田委員。 
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○西田輝樹委員 

一般廃棄物も同じ節の中で１８９万円あるのですが、新しく出てきたと思うのですが、こ

れはどのようなことなのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 今年度までは、事業系のごみとして実は役場のほうは出していませんので、一般の収集に

合わせて、町で委託しているものですから、お願いしていた経緯がございます。ただ、来年

度の１０月から持込みごみの有料とか企業ごみの有料化を踏まえまして、町のほうでも一般

ではなくて事業系のものとして排出するという形で、庁舎以外、学習センターとかライフと

か、公共施設でごみ出している部分を含めまして全部こちらのほうにまとめまして、ごみの

運搬費用と１０月の有料化を見据えまして、有料の部分の費用をこちらのほうに計上してご

ざいます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに。 

志民委員。 

○志民和義委員 

３４ページの１２節委託料で、４４４万円の職員研修業務でございます。いろいろ、どの

ような研修を今年度予定しているかお伺いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

こちらに関しましては、町が独自に行う研修でございます。来年度の事業に関しましては、

具体的な部分というのはまだ決めていません。今年度に関しましては、接遇研修ということ

で、ＪＡＬの方から接遇に対しての指導をいただいているような形です。来年に関しまして

も、節遇若しくはコンプライアンスとか、そういった部分の研修を実施したいと考えている

ところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

４２ページ、ソフトウェアライセンス使用料、昨年度は１２０万円予算計上をしていまし

て、今年度は一遍に５万７,０００円と減額になった理由は、どういう理由なのかお教えい

ただきたいと思います。 
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○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ソフトウェアライセンス使用料が昨年と比較して減額となったという理由につきまして

ですが、地域おこし協力隊が使うテキストですとか画像をパソコン上で組み合わせてデザイ

ンするソフトを今回予算計上させていただいたのですが、これまでは別の地域おこし協力

隊、３月で卒業するのですが、その方が使用していたソフトの分も計上していたものですか

ら、その分がなくなったというところでご理解いただきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

納得を大体いたしました。 

もう一つ、３０ページ、町長交際費、昨年度が１８０万円計上でございます。今年度２０

万円減額ということは、町長は、地方にいろいろ情報を取りに行ったりする回数を減らすの

か。飛行機賃も何も、宿泊代も上がっているのに、町長の交際費含めて、やはり情報を取る

ためにはいろいろな交際費がかかるというふうに思っておりますが、減額した理由は何なの

ですか。 

○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

交際費に関しましては、過去５年間の実績状況を踏まえまして２０万円減額させていただ

いております。過去、大体コロナ禍ですと１００万円切るような形でございました。それ以

前でも１４０万円切る形でございます。今年に関しても１４０万円切るような形で推移して

いるものですから、申し訳ないですが、町長のほうに２０万円切らさせていただくという形

で、当初予算に関しましても、かなり財調から１億４,０００万円切り崩しているような部

分もありまして、まず総務費のほうから減額していくという形でご理解いただいているとこ

ろです。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかにありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

 ４８ページの１３節データセンター利用料ということで１,９７５万９,０００円計上さ

れております。こちらに関しましては、資料のほうもいただいたところではありますけれど

も、文書を見ただけでは、いまいち、ぴんとこないものだったのですが、ちょっと具体的な

内容を教えていただけますでしょうか。 
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○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 こちらのデータセンター利用に関しましては、役場で使用しているシステム関係、住民基

本台帳とか、それ以外のシステム関係を、基本的には全て庁舎内に置かないで、大半を外部

のデータセンターを借りるような形で、データセンターを利用して管理しているような形で

ございます。そういった部分の費用としてございます。また、情報系システム、私どもが使

うパソコンとかといった部分のデータ部分というものもデータセンターのほうに委託して

いまして、そういった部分の利用料となってございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

播間委員。 

○播間章浩委員 

データのそういった管理の部分の委託というところではありますけれども、昨年も大体同

額計上されているところではあったのですが、この金額１,９００万円は結構大きい金額か

なと思うのですが、ずっとこういった金額がやっぱりかかってしまうのでしょうか。お願い

いたします。 

○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

基本的には、この金額が基本になるかなと思ってございます。また、昨今やっぱり人件費

等が上がったり、物の値段が上がっていますので、委託している事業者のほうからは、もう

少し金額の引上げというのをお願いしたいと言われていますが、今年度に関してはそのまま

させていただきました。 

また、令和６年、７年度に、こういうシステム関係が総合住民情報をはじめ、国の基本シ

ステムのほうに統合になっていくものですから、データセンターという利用する形態は変わ

りませんけれども、国が管理する、管理委託している事業者が今度データセンターを運営し

て、そこに料金を払っていくような形になりますので、そういった部分では、今までは国の

ベースでなく各自治体でセキュリティを管理して費用を払っていたのですが、今度は国のセ

キュリティが基本になってきますので、もしかすると今以上に費用が上がってくるかもしれ

ないという話が出ているところでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 
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 ３６ページでございます。難視聴対策でございますが、難視聴対策事業の具体的な中身を

お願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

難視聴対策の具体的な中身というご質問でございます。 

テレビの受信が地上デジタル放送に切り替わった段階で、山間部で暮らしている方の家ま

で電波が届かないというようなところがありまして、それを解消するために、テレビの受信

が可能なところから、その自宅にまでテレビが映るようにケーブルを引いて、テレビが見れ

るようにするというのがこの事業の中身でございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

デジタル化になって、画像としては非常に鮮明になるといういい点を持っているのだけれ

ども、何せ波長が短くなってくると、そういうような邪魔者に弱いということで、特にそう

なると本当に光ケーブルでないと駄目だということなのだよね。これについては、もう

ちょっと調査が最初から必要だったのでないかなと思うのですが……。 

○菅予算審査特別委員長 

調査してのことは、総括でお願いします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

３６ページの１２節委託料なのですが、ホームページリニューアル業務ということで８０

０万円計上されております。これはあれなのでしょうか、例えばホームページのアクセス数

が非常に落ちてきたとか、何か不都合が起きて全面リニューアルということなのか、一部リ

ニューアルということなのか、どのようなことをされるのか、理由をお聞かせいただきたい

と思います。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

ホームページリニューアルの関係でございます。 

まず、今回予算に上げさせていただいた分につきましては、全面リニューアルということ

での予算計上でございます。アクセスが落ちてきているとかということではなくて、現在

使っているシステムは平成２４年からのシステムでございまして、途中、平成３０年にサー

バーを現庁舎からズコーシャのほうに移行して５年間使うということで契約させていただ
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いたのですが、その後、来年３月まで使うということで延長をかけまして、それが精いっぱ

い保守できるのがその期間までだということもありまして、今回サーバーの保守が終了する

ということ、そしてシステム自体も平成２４年から使ってきて、自治体のホームページとい

うのは、ある程度検索しやすさとか見やすさとか町の情報を発信するという面でいろいろと

システムを定期的に更新していくというのが必要ということもありますので、１２年ほど

使っているとシステムのリニューアルをするというところでございます。 

 以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

同じく３６ページの１２節委託料で、記録映像作成業務とありますけれども、これはたし

か郷土資料館の映像を見るような、若しくは史跡ですよね、晩成社とか、そういう形のもの

で、新しい予算の中でもっと、この前試験的にやったものの内容を充実させるというような

そういう予算でしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

ここでの記録映像作成業務につきましては、郷土資料館とはまた別に、町の行事や町並み

などを映像として後世に残すというところで記録をするというようなところで、今後、開町

１００周年も含めて、それにも向けて、そういった映像を、様々な町の行事ですとか町並み

を記録として残していきたいなというところで計上しているというものでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

３４ページ、自動ドア保守点検業務。雪が降った日なのですが、私が議会終わって帰ると

き、ドアが開けっ放しなのですね。そういうことがあるので、あそこのところに行って、ド

ア開けっ放しだよと教えたのだけれども、そういうことはあるのでしょうかね。雪が降って

いるときにドアが開けっ放しということ。そういうことを委託業者に連絡してある……。 

○菅予算審査特別委員長 

 統括でお願いします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 
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 質疑なしと認めます。 

これをもって、２款総務費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４１分 

再開 午前１０時４３分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 再開いたします。 

 次に、６１ページから８０ページまで、３款民生費について、順次、内容説明を求めます。 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

それでは、６１ページ下段から６６ページ上段にかけまして、３款民生費、１項社会福祉

費、１目社会福祉総務費、予算額４,８９３万円、前年比１,５７４万６,０００円の増。民

生児童委員協議会経費、遺族援護費、社会福祉一般事業に係る経費を計上してございます。 

増額の主な要因は、重層的支援体制整備事業に係る経費として専門職１名、事務職１名の人

件費を計上したことによるものです。 

６５ページ中段から６６ページにかけまして、２目老人福祉総務費１,９７４万１,０００

円、前年比９１万１,０００円の減。敬老会開催経費、老人クラブ育成事業など、高齢者福

祉全般の経費を計上してございます。 

６５ページ下段から６８ページにかけまして、３目心身障害者福祉費２億４,３６４万円、

前年比１,０３１万４,０００円の減。障がいのある方の介護給付費や訓練等給付費など、心

身障がい者福祉全般の経費を計上してございます。減額の主な要因は、施設入所や生活介護

などの対象者が減ったことによるものです。 

○水津住民課長 

続きまして、６９ページ、７０ページ、上段になります。４目国民年金事務費、本年度予

算額、前年度同額の３万円です。国民年金各種申請届出に係る事務費を計上しております。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

その下から７０ページにかけまして、５目高齢者保健福祉推進センター費３,０９６万９,

０００円、前年比２,０９５万９,０００円の増。高齢者保健福祉推進センター「らいふ」の

維持管理に係る経費を計上してございます。増額の主な要因は、１４節工事請負費において

無線ＬＡＮ設置工事、冷房設備工事に係る予算を計上したことによるものです。 

○水津住民課長 

続きまして、６９ページから７２ページにかけまして、６目福祉医療諸費、本年度予算額
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１億６,６３５万１,０００円、前年度比較は５６万８,０００円の減。ここでは、重度心身

障害者医療、ひとり親家庭の医療、乳幼児及び児童の医療に係る費用を計上しているほか、

国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の町が負担するルール分などを計上しております。

減額の主な要因としましては、１８節の後期高齢者医療療養給付費負担金が２９８万円の

減、７２ページ、１９節扶助費３３０万円の増、２７節繰出金では保険基盤安定制度の繰出

金の国保分、後期分、合わせて１２１万円の減となってございます。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

７１ページ中段から７４ページにかけまして、７目発達支援センター費６,０８０万４,

０００円、前年比３９９万８,０００円の増。南十勝４町村で運営する南十勝こども発達支

援センターの運営に係る経費を計上してございます。増額の主な要因は、幕別町忠類が共同

利用を終了したことによる各町村負担金の増によるものです。 

７３ページ下段から７６ページにかけまして、８目公衆浴場費１,３９０万８,０００円、

前年比４万円の増。公衆浴場の運営に係る経費を計上してございます。 

○水津住民課長 

続きまして、７５ページ、７６ページの中段、２項児童福祉費、１目児童措置費、本年度

予算額６,７２１万円、前年度比較５１万５,０００円の増。増額の主な要因は、１９節扶助

費で、昨年より第３子以降の割合が多いことから増額してございます。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

その下から８０ページにかけまして、２目児童福祉施設費２億６,２１１万７,０００円、

前年比１,６９３万５,０００円の増。尾田認定こども園、大樹福祉事業会が運営する認定こ

ども園及び学童保育所の運営に係る経費を計上してございます。増額の主な要因は、１９節

扶助費、大樹保育園施設給付費において基準単価の高いゼロ歳児が前年度に比べて８名増、

入園希望者全体で３名増によるものです。 

その下、３項生活保護費、１目扶助費５万円。北海道が生活保護の支給決定までに時間を

要する場合、その間の生活費を一時立て替える経費を計上してございます。 

その下、４項、１目ともに災害救助費１５万円。災害救助法に基づく費用が国などから支

給されるまでの間、その一部を応急的に立て替える経費を計上してございます。 

以上で、３款民生費の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

３款民生費の内容説明が終わりました。 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１時００分 
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○菅予算審査特別委員長 

 再開いたします。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ６４ページの１２節委託料で多機関協働事業業務というのがあるのですが、それで、委託

先は社会福祉協議会ということで資料をいただきました。委託先ではどのようにお金を使わ

れるのか。それと、委託料の７１０万７,０００円の財源内訳をお聞きいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

多機関協働業務の委託料の積算ですが、社会福祉協議会に委託するということで、主に社

会福祉協議会の専門職に対する人件費の分が委託料となっております。 

財源の内訳ですが、この経費に係る４分の３部分が国の補助金となっておりまして、ペー

ジでいきますと、事項別明細書の１４ページに国庫支出金の国庫負担金の民生費国庫負担金

の６節社会福祉総務費負担金の中の重層的支援体制整備事業交付金の中に含まれておりま

す。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ８０ページの１９節扶助費、真ん中から下のほうなのですが、大樹保育園の給付費で、ゼ

ロ歳児の関係で増えるということなのですが、８人増えるということで、先生もどのぐらい

増えるのかお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 保育士自体の人数は変わっておりません。ゼロ歳児の受入れに対して３対１という基準が

あるのですが、その基準をクリアしている範囲内でゼロ歳児を預かっていくということにな

ります。つきまして、保育士の人数というのは変わっておりません。 

以上です。 



 

－ 18 － 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ６４ページの１２節多機関協働事業業務ということで７１０万円ほど、従前になかった科

目でなかったかなと思われるものと、それから、６２ページの給料で７２０万円、これも前

年なかったかなと思われる支出項目なのですが、これはどのような性格のもので、新しい事

業でないかなと思われるのですが、その事業の説明をお願いしたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 ６２ページの職員給料の分ですとか、６４ページの職員手当の分ですとか、また６４ペー

ジ下段の多機関協働事業業務の経費につきましては、重層的支援体制整備事業というものに

取り組むための経費となっておりまして、職員給料及び職員手当は、専門職及び事務職の２

名分の人件費を計上しております。そして、多機関協働事業業務というのは、先ほども申し

上げましたけれども、社会福祉協議会に委託する経費ということで計上しております。 

これの中身なのですが、重層的支援体制整備事業というのは、相談支援ですとか参加支援、

また地域づくりに向けた支援という三つの支援を対象者の属性、例えば高齢者とか障がい者

とか生活困窮者など問わない形で一体的に支援していくもので、必要に応じて多機関協働と

いうことで各課連携ですとか、例えば社会福祉協議会ですとか民生児童委員協議会ですとか

といったところと連携しながら一つのケースというか支援する方に対してのいろいろな福

祉制度の適用ですとかといった支援を行っていくもので、これまでもこういった取組という

のは既に各課横断といいますか横の連携で実施してきているものなのですが、今回、国の重

層的支援体制整備事業というものを活用して整備していこうとしているものです。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 そうしたら、新しい人を採用するとか何とかでなくて、今いる、らいふの人材ですとか社

会福祉協議会の人材を重層的にというか、もっと活用して国の制度に乗っていこうというよ

うな、そういうふうに理解したらよろしいのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 



 

－ 19 － 

 おっしゃるとおりでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、３款民生費の質疑を終了します。 

次に、８１ページから９０ページまで、４款衛生費について、順次、内容説明を求めます。 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

それでは、８１ページから８２ページまで、４款衛生費、１項保健衛生費、１目健康づく

り推進費、予算額６９８万９,０００円、前年比１０１万９,０００円の増。十勝圏複合事務

組合などの義務的負担金を計上してございます。１８節負担金、補助及び交付金では、二次

救急医療対策事業負担金を計上してございます。この負担金は、救急医療体制の安定的確保

を図るため、令和６年度から十勝管内の全町村が十勝全体の患者数の実績に応じて負担する

ことになったものです。 

その下から８４ページにかけまして、２目母子保健費１,３３７万６,０００円、前年比２

８２万２,０００円の増。妊婦健診や乳幼児健診など母子保健に係る経費を計上してござい

ます。増額の主な要因は、１８節負担金、補助及び交付金において、昨年、補正予算でお認

めいただいた不妊治療費助成金を令和６年度は当初予算で計上したことによるものです。 

８３ページ中段から８６ページにかけまして、３目成人保健費１,４１６万１,０００円、

前年費１２８万２,０００円の増。成人を対象としました基本健診、がん検診、歯科検診な

どの経費を計上してございます。増額の主な要因は、１２節委託料において、第４期特定健

診対応に伴う健康管理システム改修に係る経費を計上したことによるものです。 

８５ページ中段から８６ページにかけまして、４目予防費１,２０４万円、前年費３０４

万６,０００円の減。減額の主な要因は、新型コロナウイルス対策事業の終了によるもので

す。 

○水津住民課長 

続きまして、８５ページ下段から８８ページの中段になります。５目環境衛生費、本年度

予算額１億６,３５９万３,０００円、前年度比較３８万７,０００円の減。ここでは、環境

衛生に係る費用のほかに、１８節負担金、補助及び交付金で、ごみの処理を行っております

南十勝複合事務組合の負担金、し尿処理を行っております十勝圏複合事務組合の負担金を計

上しております。増減が多いのですが、主なものといたしまして、そ族昆虫駆除対策事業で、

１７節備品購入費、ハチ防護服の更新で３２万６,０００円の増。環境衛生事業では、１２

節委託料、エキノコックス感染源対策業務で９７万７,０００円の増、１８節負担金、補助
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及び交付金でごみ減量化に向けた生ごみ減量推進事業で３００万円の増。狂犬病予防等促進

事業で、１２節委託料で昨年構築しました畜犬管理システム更新代４９万５,０００円を減

額し、１１節役務費で畜犬管理システムの利用料３３万円の増。一部事務組合負担金の事業

で、１８節負担金、補助及び交付金、南十勝複合事務組合負担金が１,３１８万３,０００円

の減額、十勝圏複合事務組合負担金が８３１万７,０００円の増が主なものでございます。 

次に、６目墓園費、本年度予算額１３９万２,０００円、前年度比較で１６万８,０００円

の増。ここでは、墓園の管理に係る費用について計上してございます。 

次に、２項清掃費、１目じん芥処理費、８７ページ下段から９０ページの中段になります

が、本年度予算額５,５５４万９,０００円、前年度比較２,０８０万２,０００円の増。ここ

では、ごみ処理に係る費用として指定ごみ袋の印刷費や売りさばき手数料、収集業務の経費

について計上してございます。増額の主な要因は、１７節備品購入費でパッカー車の更新費

として２,０１８万２,０００円の増額です。 

○菅予算審査特別委員長 

４款衛生費の内容説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

 ９０ページ、１７節の備品購入費です。 

パッカー車の更新ということでご説明がありました。一般廃棄物の収集運搬については、

町内業者に委託されているという理解でいるのですが、これは町で所有してどのように活用

されているのか。その辺りを確認させてください。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

パッカー車の件でございますが、これは町で車を購入して、委託会社に無償で貸して、そ

れで町の中の一般ごみを収集していただいているものでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

８２ページ、１８節で二次緊急医療というところなのですが、これは今まで帯広市がこの

経費を補っていたやつを十勝全体で補うとことで、それで大樹町は１.４％の負担というの

ですが、この数字は今までの人数なのか、割った数字なのかお伺いしたい。 

○菅予算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 
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二次緊急医療対策事業負担金の大樹町の１.４％は、令和４年度の二次緊急医療の全人数

における大樹町の患者数の割合ということになっております。 

○菅予算審査特別委員長 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

人口ではなく、利用数ということですね。そういうことですね。 

 それで、それは第二次緊急医療なのですが、第三次緊急医療システムですね、心筋梗塞、

脳卒中、事故などで運ばれる第三次緊急医療費と、これはどのようになるのかをお聞きしま

す。 

○菅予算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

第三次の救急医療対策につきましては、今、帯広厚生病院の緊急医療センターが対応して

おります。同じ１８節負担金の帯広厚生病院運営補助金ということで、その中の救急医療対

策で不足する部分を全十勝の中で負担しておりまして、その中に大樹町分の三次救急もその

部分で負担をしております。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

３２１万円という金額は、また別のものだということだね。第二と第三のものとは違うと

考えでいいのですね。第三は３２１万円と。第二が９７万９,０００円ということでよろし

いのですね。最後に。 

○菅予算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

すいません、ちょっと説明が不足しておりました。帯広厚生病院運営補助金につきまして

は、厚生病院の中で高度な医療を提供しているというところで、先ほどの第三次救急の部分

と、あと、周産期と言いまして、生まれるときの周産期といいますか出産に関わる部分の補

助金と、あと、小児医療の部分も不採算部門ということで、帯広市及び１８町村が共同で帯

広厚生病院のほうに補助しております。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

８８ページの委託料でお聞きします。 
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周辺環境等整備業務１１６万１,０００円の関係ですが、資料をもらいますと、公衆トイ

レの清掃等の業務で、会計年度任用職員２名で行っていたが、令和５年度中に１名退職とい

うことで、もう１名を今後シルバーセンターに委託するのだということで委託料が出てきた

ということですが、公衆トイレの清掃というのは、町内に何か所かあるのですが、町内に何

か所のトイレがあって、この２人の方は町内全部をやられているのか。その二つをお聞きし

ます。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

周辺環境整備業務でございますが、この分については、資料にも記載したとおりなのです

が、８６ページの報酬の会計年度任用職員の部分が９９万８,０００円として、清掃か所に

ついては６か所になります。清掃については、大樹町全域のトイレを清掃してございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

全域ということで、町内に６か所の公衆トイレがあって、全域をこの２人でやると。 

毎月というか季節によっても違うのでしょうが、時間的には７７６時間ということで資料

をもらっていますけれども、大体２人一緒に行かれるのだと思うのですが、年間というか月

にしたら、あるいは週にしたら、何回ぐらい行かれるのか。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

清掃につきましては、週２回、月曜日と木曜日に実施してございまして、夏冬通して実施

してございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

８８ページの１８節生活系生ごみの対策をするようになっておりますけれども、具体的な

事業について説明いただきたいと思います。ごみコンポストのような、そういうふうな事業

のところまで頑張っていただけるのかどうか、そういうところを確認したいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

生活系生ごみの減量化の中身でございますが、コンポスター１００基と、現在予算で考え

ているのは電動の生ごみ処理機５０台で、金額も併せて言いますと、コンポスター５,００
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０円で１００件、電動生ごみ機５万円で５０機、合計３００万円ということで考えてござい

まして、購入代金の２分の１、マックス５万円までの補助金で考えてございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

同じく８８ページの委託料で、もう１件伺います。 

エキノコックス感染源対策業務も新しいと思うのですが、駆除薬というか駆虫薬というの

を散布するのだということなのですが、どこに散布するのですかね。それだけお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

エキノコックスの対策の件でございますが、餌をまくのは、大樹町全域で今のところ考え

てございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

全域は分かりましたけれども、どういう箇所にまくのか。人に被害があっては困りますの

で、まくところが決まっているのかどうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

町内全域といいましても、餌を買うところと打ち合わせをいたしまして、町内１３０キロ

の路線にまくことを考えてございます。散布間隔につきましては、１００メートルごとにま

いていくような考えで、今のところ考えてございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

それは年間を通じてなのか、１回で終わるのか、何日間かかるのか分かりませんけれども、

そこら辺はどうなのでしょう。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

散布期間におきましては、５月から１０月、雪のないときに考えてございます。ごめんな

さい。月１回、５月から１０月の間、６か月間まくように考えてございます。 

○菅予算審査特別委員長 
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 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

先行で２町村おやりになっている町村あって、これは大変いい事業だというふうに思って

いますし、実績も非常にいい結果が先行町村にあるように、報道機関情報ですがあります。

ぜひ頑張っていただきたいと思っているのですが、近隣町村も一緒にやらないと効果、大樹

町だけ……。 

○菅予算審査特別委員長 

 総括でしてください。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、４款衛生費の質疑を終了します。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２８分 

再開 午前１１時３０分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 再開いたします。 

 次に、８９ページ、９０ページ、５款労働費について内容説明を求めます。 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

それでは、８９ページ、９０ページ中段になりますが、５款、１項ともに労働費、１目労

働諸費、予算額１３０万円、前年比２０万円の増でございます。勤労者センターの維持管理

費や中小企業退職共済掛金の助成など、町内中小企業の労働力確保と定着を図るための経費

を計上しております。増額の要因は、中小企業に就業する従業員の福利厚生の向上を図るた

め、一般財団法人とかち勤労者共済センター、あおぞら共済への加入を奨励する中小企業、

勤労者福利厚生共済加入奨励補助金を新設したことによるものであります。 

以上で説明を終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

５款労働費の内容説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 
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９０ページ、とかち共済センター事業、昨年の予算では９万円、今年度２３万４,０００

円。上がった理由は何ですか。諸物価の高騰というだけではなく、何か要因があるのか。そ

して、これに加入している団体は何団体あるのか、お聞かせください。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

金額が上がったという部分でございます。 

まず、とかち勤労者共済センター事業、昨年は９万円で、今年度は２３万４,０００円を

計上させていただきますが、内訳としましては、とかち勤労者共済センター、１８節負担金

ですが、昨年同様の９万円の負担金となってございます。さらに今年度、先ほども少し説明

で触れましたが、一番下段の中小企業勤労者福利厚生共済加入奨励補助金１４万４,０００

円を新設いたしましたので、合わせまして２３万４,０００円となっているところでござい

ます。 

また、大樹町内の加入事業者数でありますけれども、１９の事業所が加入しているという

ところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

これ科目、本当は違うのではないのか。運営事業と補助金団体でしょう、あおぞら何だか

は。その退職金のあれは、科目、僕は違うような気がするのだけれども。 

それはそれとして、１９のところだけに、今どのような状態で、あおぞらという退職金、

月に何万円払うのか、何をどうするのか、何も聞いておりません。どういう項目で、どうい

うふうにやるのか。１９の団体が入ってますよと。だけれども、その内訳が何も見えていま

せんので説明をお願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

まず、とかち勤労者共済センター負担金９万円でございますけれども、あおぞら共済を運

営するために、各町村が負担金を出しているところでございます。それ以外に、今回共済加

入を奨励するために、今１９の事業所というところでございましたが、従業員の福利厚生を

図るために加入事業所と加入者数を増やしていきたいなと考えておりまして、それが中小企

業に従事する従業員の福利厚生にもつながるものですから、そういったことで、今回新たに

共済掛金の補助を行いまして奨励していこうという中身でございます。 

掛金につきましては、１人月額８００円の掛金になるわけなのですが、２分の１の４００

円を町が助成しようというところでございまして、加入を奨励するという意味合いもありま
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して、令和６年４月から新たに加入する従業員に対して２年間補助していきたいなと考えて

いるということでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

要は、勤労者センターが運営するということでいいのですか、このあおぞらに。ちょっと

理解しづらかった、僕。別物なのか、一体的なものなのか、あおぞら共済というのは別物で

しょう。勤労者運営に出している負担金とは別物でしょう、センター負担金と。これは一体

の事業所なのか。そこがやっているわけ、勤労者センターが。あおぞら共済というものを勤

労者共済センターというところがやっているという理解でいいのだね。何でこことなのか。

商工会でも退職金とかいろいろありますよね。その理由。 

総括になるから、これ後でいく、がっちりとな。大体分かっている。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかにありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、５款労働費の質疑を終了します。 

 次に、８９ページから１１０ページまで、６款農林水産業費について、順次、内容説明を

求めます。 

 瀬尾農業委員会事務局長。 

○瀬尾農業委員会事務局長 

それでは、８９ページ下段から９２ページ下段まででございます。６款農林水産業費、１

項農業費、１目農業委員会費、予算額１,２７４万５,０００円、前年比７２万５,０００円

の減でございます。農業委員会運営事業、以下二つの事業に係る経費につきまして所要の予

算を計上しております。予算の主なものといたしましては、農業委員の報酬及び費用弁償、

会計年度任用職員１名分の人件費など、農業委員会運営に係る経費を計上してございます。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

続きまして、９１ページ下段から９４ページ上段になります。２目農業総務費、予算額５

２万５,０００円、前年対比８,０００円の増でございます。ここでは、一般的な農業関係に

関わる事務経費並びに広域団体に対する負担金を計上してございます。 

続きまして、９３ページ上段から９６ページ上段になります。３目農業振興費、予算額１

億１,１１９万４,０００円、前年対比２４９万１,０００円の減でございます。ここでは、

農政、農産、振興全般に関わる経費のほか、鳥獣被害の防止対策、日本型の直接支払推進事

業予算などを計上してございます。減額の主な理由として、農業担い手単身者住宅の屋根・
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外壁塗装修繕が修了したことによるものです。 

続きまして、９５ページ上段から９８ページ中段になります。４目畜産振興費、予算額２,

２８０万４,０００円、前年対比７,１２９万５,０００円の減でございます。ここでは、町

内畜産業に対しての振興事業、家畜防疫業務に対する事業費を計上してございます。昨年か

ら引き続き、生乳需給ギャップ解消後を見据えた後継牛確保のために行う雌判別精液使用促

進対策事業補助金に２７０万円、繁殖牛の更新並びに優良遺伝子資源の確保を行うために行

う黒毛和種優良雌牛保留対策事業補助金に１００万円をそれぞれ計上してございます。減額

の主な理由として、畜産公共事業として実施している草地畜産整備事業予算が令和５年度の

補正予算により４,０１３万円が前倒しで措置されたため、当初予算ベースでの比較では７,

５３８万１,０００円の減となるものです。 

続きまして、９７ページ中段から１０２ページ上段になります。５目牧場管理費、予算額

１億４,８６５万３,０００円、前年対比１,２０６万７,０００円の減でございます。ここで

は、町営牧場の施設整備及び草地の維持管理についての経費を計上しております。減額の主

な理由として、晩成牧場の指定管理に伴う不具合の修繕として、前年対比６２７万３,００

０円の減のほか、町営牧場における配合飼料単価の値下がり及び使用料の減少により、前年

対比６４０万４,０００円の減となったものでございます。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

続きまして、１０１ページから１０２ページ中段です。６目農地費３,２４３万４,０００

円、前年対比２,５００万２,０００円の増でございます。土地改良事業における一般経費及

び負担金、農業用排水路の修繕費を計上してございます。予算増の主な理由は、負担金にお

いて、芽武北地区農道測量設計として農道整備特別対策事業負担金の皆増によるものでござ

います。  

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

その下、続きまして、７目牧場整備費でございます。予算額１,００２万７,０００円、前

年対比９５６万３,０００円の減でございます。ここでは、町営牧場の草地造成に係る委託

料とラッピング購入のほか、作業用機械譲渡事業償還金について計上しております。減額の

主な理由として、草地基盤整備のための畜産公共事業に対する負担金で、前年対比２９６万

６,０００円減のほか、牧場作業用機械購入費として、前年対比６５９万５,０００円の減に

よるものでございます。 

続きまして、１０１ページ下段から１０６ページ上段になります。２項林業費、１目林業

振興費、予算額４,２０８万４,０００円、前年対比３６１万３,０００円の増でございます。

ここでは、有害鳥獣駆除や民有林の造林に対する支援、森林環境譲与税を原資とした造林や

ソフト事業費を計上してございます。増額の主な理由として、令和６年度から地域おこし協

力隊１名を配置して、有害鳥獣対策として被害調査や侵入経路の特定など、きめ細かな対策

に取り組むため、予算額が増となったものでございます。 

その下、続きまして、２目町有林費、予算額５,６７７万６,０００円、前年対比６７５万
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６,０００円の減でございます。ここでは、町有林、森林公園の維持管理、植樹祭等に関す

る経費を計上しております。減額の主な理由として、町有林を整備するための間伐工事面積

が減少したことにより、町有林整備事業工事請負費が前年対比７４６万６,０００円の減と

なったものでございます。 

続きまして、１０７ページ、１０８ページになります。３項水産業費、１目水産振興費、

予算額１,３１７万６,０００円、前年対比４２８万７,０００円の増でございます。ここで

は、水産関係団体への負担金、資源増殖、サクラマスの養殖試験に対する補助金など、漁業

全般に関する事業費を計上してございます。増額の主なものは、大樹漁業協同組合が実施す

る水産加工施設の整備事業に対して補助金を交付するほか、大樹町前浜資源保全会が令和４

年度から実施している赤潮対策緊急支援事業に対する負担金を、当初予算において計上した

ものでございます。 

 続きまして、１０９ページ、１１０ページ上段から中段になります。２目漁港管理費、予

算額３５８万２,０００円、前年対比１６７万３,０００円の減でございます。ここでは、大

樹、旭浜両漁港の維持管理や流木に対する処理対策費を計上しております。減額の主な理由

は、令和６年度において、道が実施する水産物供給基盤機能保全事業で、地元負担金の対象

となる係留施設がないことにより１８６万６,０００円が減となったものです。 

以上で農林水産業費の説明を終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

６款農林水産業費の内容説明が終わりました。 

休憩します。 

 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午後 １時００分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 ６款農林水産業費の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

１０２ページの下段のほうの林業振興費で、１節報酬、会計年度任用職員報酬ですが、会

計年度任用職員を１名採用するということでございます。仕事の内容の資料をいただきまし

たけれども、北海道猟友会大樹支部の事務局業務とか有害鳥獣被害対策活動、また、その関

係のホームページ等のヒグマの情報発信等を行うということなのですが、この採用にあたっ

ては、例えばこの方に狩猟免許を取得していただくとか、そういうようなことは考えていな

かったのか一つお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 
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 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

地域おこし協力隊の採用に関してですが、要件として、わな、狩猟の免許を取得している

方に限り採用したいというふうに考えております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

もう一回確認です。狩猟免許を持っている方ということでいいのですね。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

 そのとおりです。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

同じく１０２ページの有害鳥獣駆除事業です。こちら備考欄で１,４４９万３,０００円計

上されておりまして、同じように９４ページの農業費の１節のほうで鳥獣被害対策事業とい

うところで、二つ同じような感じで上がっているのですが、基準の違いというか、畑で起き

た被害と山で起きた被害という区分けの仕方でよろしかったでしょうか。まず、確認させて

ください。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

有害鳥獣駆除について、二つに分かれております。委員おっしゃるとおり、有害被害駆除、

畑だとかのほうは農政農業振興費で、そして狩猟のほうは林業振興費で見てございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

先ほどの任用職員にも関連するのですが、１０４ページに１３節使用料及び賃借料があり

ますけれども、この関係で資料をいただきますと、会計年度任用職員に自家用車、それから

携帯電話を借り上げて使うと。それで月額で幾ら幾らということでお支払いするのだという

ことで資料をいただいているところですが、公用車の使用とか町で保有する携帯電話を使わ
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せて仕事にあたっていくということにはならないのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

使用料及び賃借料の関係で、自家用車と携帯電話のほうを見させてもらっています。公用

車に乗ったら駄目だというわけではないのですが、基本、公用車がもし空いていれば乗るの

ですが、公用車が空いていないこともございますので、そういう場合は自家用車を使用して

います。 

先ほど携帯電話の関係なのですが、こちらも、今皆さん携帯電話をお持ちになっている方

が多いです。それで、今回も採用した際、個人で持っている携帯を使用しながら連絡のほう

を取り合っていきたいなというふうには考えているところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 月額で算定されているのですが、その関係で、公用車を使用すれば、結果的に決算ではこ

の額は減るということで考えていいのですかね。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

公用車を使用しても、一応月額で自家用車を借り上げた場合は月額１万２,０００円とい

う決まりでやってございますので、これは、この額を月額１万２,０００円お支払いすると

いうものでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

１０６ページの１４節で、町有林整備事業工事の３,８００万円の工事の内訳を知りたい

と思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

町有林整備工事の内訳でございますが、令和６年度予算、地ごしらえで６２８万３,００

０円、新植で１７０万５,０００円、下刈りで６１０万４,０００円、間伐で２,４１１万６,

０００円でございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 
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西田委員。 

○西田輝樹委員 

この科目ではないと思うのですが、町有林の中で樹齢が正式には何という、あれなのです

が、木の樹齢が５０年以上経っている町有林の、樹齢という言葉がいいのかと思うのですが、

前に樹齢簿を見ますと、町有林ではたしか２６０ヘクタール以上あると思うのですが、そう

いうふうな整備費というのは、木を切るような科目というのは、こういうふうな中では整備

されていかないのでしょうか。木を売る科目と整備されていくのと、ここの町有林の整備費

というのは、別な科目で処理されていくのでしょうか。 

質問はちょっと駄目ですかね、この科目では。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

木を切った後に植える新植のほうは、この中に入ってございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

木の売る科目は、また別のとこだということなのですね。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

立木の売払いの関係だと思うのですが、それは別の科目で見てございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

先ほどの携帯電話の関係と関連するのかなと私は思っているのですが、１０２ページの一

番上のところに無線機３万１,０００円となっていますけれども、これの台数と使用目的を

お願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

この無線機につきましては、トランシーバーでございます。トランシーバー２セット、四

つを今回購入したいと思っております。使用目的につきましては、牧場職員は普段放牧地の

見回り、あと牧草の切り込み作業とあります。その際、携帯電話使用できないことがあるの

です。それで、無線機といいますかトランシーバーを使いながら作業のほうをスムーズに

やっていきたいなというふうに考えています。 
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○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

９４ページの１８節の集落交付金１,３７４万７,０００円とありまして、昨年もお聞きし

たのですが、たしかこれは、右側のほうにある説明の中の北海道中山間地域と直接支払い交

付金事業、若干金額の違いはあるのですが、１,３８２万７,０００円と何か足したものがこ

の金額になるのかなということで、ちょっと分かりづらいですね、名称の使い方というか、

費目の使い方といいますか。なぜこのような、昨年も聞いたとき、生花・晩成地区のたしか

もともとの中山間のあれだというふうに聞いた記憶があるのですが、何か違いが、意図とい

うか、目的が何かあるのですかね。 

委員長、質問大丈夫ですか。 

○菅予算審査特別委員長 

 大丈夫です。 

松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

確かに委員をおっしゃるとおり、分かりづらい部分はあるかと思います。言ってしまえば、

中山間に使う交付金事業なのですが、もうちょっと分かりやすく提示できたらいいのかなと

思います。 

あと、金額のほうなのですが、事務費１０万円が入っていますので、その分の金額のずれ

でございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

１０８ページ、一番下段の養殖漁業成長産業化推進事業補助金でお伺いします。この３０

０万円については、このうちの２分の１の１５０万円がサクラマスの養殖事業に対する補助

金かなと思いますけれども、資料をお願いした中で、生けすですね、前は５メートル角４基、

今度は昨年予算で１基８メートルの、１０メートルですか、の角の生けすを、今年度も同じ

ということなのですが、たしか円形状というか、それを購入するのだということでお聞きし

たのですが、今回の中に円形というのは入っているのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

養殖漁業成長産業化推進補助３００万円でございますが、この中身については、生けすは
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入ってございません。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

これは、サクラマスの関係ではないのですね。すいません、養殖漁業成長産業化推進事業

補助金がサクラマスの関係でないとしたら、申し訳ないのですが、サクラマスの関係はどれ

になるでしょうか。その関係で質問したいのですが。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

こちらサクラマスの関係でございます。サクラマスの養殖事業に対しての補助金なのです

が、種苗費、飼料費、管理経費のほうに使用してございます。また、養殖の加工に伴う研究

や加工に伴う人件費など、あと視察研修もあります。そのような形でサクラマスの養殖漁業

推進に対して補助している事業でございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

全体の研究をしている漁業者に対して、サクラマス養殖事業化研究会に、事業費全体の額

があると思うのですよ。そのうちの１５０万円を町で補助するのですが、その中で今行って

いる生けすについて、円錐状というか、そういう生けすを設けるという話があったのですが、

現在そういうものはないのですかと。前回令和５年度予算で聞いたときに、円形の生けすを

設けますという話だったのですが、現在はないということでよろしいのか。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

現在、丸い生けすはございません。検討はしたのです。今は四角い生けすなのですが、丸

い生けすも一度検討しているのですが、やはり作業効率の問題で、限られた人数でやるもの

ですから、四角い生けすのほうがいいということで、丸の生けすは使ってございません。た

だ、その下の網ですね。網は、直角になると魚も傷つきますもので、それで八角形にしなが

ら魚体を守ってございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 
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それで、町の補助金は、金額１５０万円で変わっていないわけですが、全体として研究会

の事業で、今回特にハード面で何か変わったところがあれば教えていただきたいのですが、

なければないでいいのですが、そこら辺の予算の面で何か変わった面があれば教えていただ

きたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

ハード面での変更点はございません。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、６款農林水産業費の質疑を終了いたします。 

次に、１０９ページから１１６ページまで、７款商工費について内容説明を求めます。 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

それでは、１０９ページから１１２ページにかけまして、７款、１項ともに商工費、１目

商工振興費、予算額１億３,４６６万５,０００円、前年比６５万４,０００円の減でありま

す。ここでは、町民盆踊り大会の経費、商工会の助成、中小企業特別融資資金利子補給、起

業家等支援事業などを計上しております。 

１１１ページ、１１２ページ上段になりますが、２目市街地開発推進費、予算額１,４２

４万８,０００円、前年比４０５万４,０００円の減でございます。ＴＭＯ活動推進費などを

計上してございます。減額の要因は、ＴＭＯに対する補助金で、昨年度、道の駅の遊具設置

や駐車場の修繕を計上していた分が減額となっております。 

同じページ中段から１１４ページにかけまして、３目観光振興費、予算額１億２,６８１

万７,０００円、前年比３,８４２万５,０００円の増でございます。観光協会の助成、ふる

さと納税返礼品等の経費、地域おこし協力隊に係る経費のほか、本年は道の駅魅力アップに

向けた検討委員会開催に係る経費を計上してございます。増額の要因は、ふるさと納税の寄

附額を昨年の当初予算よりも１億円増の２億円と見込んだことにより､返礼品等に係る経費

につきましても増額で計上したことによるものであります。 

１１３ページ下段から１１６ページ中段にかけまして、４目観光施設費、予算額４,７４

８万８,０００円、前年比６５２万５,０００円の増でございます。晩成温泉、カムイコタン

キャンプ場、コスモスガーデンの維持管理経費を計上してございます。増額の要因は、晩成

温泉の改修等に伴う実施設計業務９９４万４,０００円を計上したことによるものでありま

す。 
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同じページの中段になりますが、５目地場産品研究センター費、予算額１６８万２,００

０円、前年比２４万２,０００円の減でございます。地場産品研究センターの維持管理に係

る経費を計上しております。 

以上で説明を終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

 ７款商工費の内容説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 播間委員。 

○播間章浩委員 

１１０ページの負担金の部分で、地場産業振興事業補助金と起業家支援事業補助金、こち

ら何件ぐらい想定されているか教えていただけますでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

まず、地場産業振興奨励事業補助金の件数につきましては、ハード事業１件、ソフト事業

１件の２件分でございます。起業家等支援事業補助金につきましては、２件分の件数と家賃

補助に係る分２件分を見込んでおります。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

１１２ページのふるさと納税９万円と、これに関連するのではないかと思うので、運搬料

６万４,０００円について、内容をお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

まず、返礼品の関係でございます。 

報償費のふるさと納税報償費で９万円見込んでいる分でございますけれども、この分につ

きましては、返礼品の電子商品券利用のあった店舗に支払う経費として３０件分、３,００

０円の９万円を見込んでおりまして、本来のふるさと納税の返礼品に関わる分につきまして

は、１２節委託料の中のふるさと納税募集等業務の９,８２８万５,０００円の中にふるさと

納税返礼品に係る経費については含まれているところでございます。 

また、運搬料につきまして、１１節役務費で見込んでおります運搬料６万４,０００円に

つきましては、過去に申し込みのあった定期便の返礼品分を見込んでいると、臨時発送分を

見込んでいるというところでございまして、本来のふるさと納税に係る運搬費につきまして



 

－ 36 － 

も、１２節委託料のふるさと納税募集等業務の中に見込んでいるところでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 想定外に違うほうでこういうふうになっているのかというのをちょっと気がついたんで

すが、資料の中で、令和５年度は４５０件想定されているなということなのですが、それ以

降、令和６年からは４５件想定と書いてあるのですよね。ゼロが一つ違うような数字が出て、

金額もそれなりにゼロが一つ、約１０分の１。この中身をお願いしたいのですが。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ふるさと納税の業務につきましては、令和５年度から、さとふるという事業者に返礼品や

運搬料も込みで一括して発注しているというところでございまして、昨年の４５０件という

のは、令和４年度分に寄附があって令和５年のまだ委託する前の分として発送がある運搬の

個数分を４５０件ということで見込んでおりまして、令和５年度からは、さとふるのほうに

一括して経費の中に含まれておりますので、この分は基本的には表には出てこないのです

が、先ほど申しました定期便ということで、過去に申し込みのあった４５件分に対して令和

６年度分は予算を見たというところでございます。 

先ほど申し上げました委託料の中に運搬料がどのくらい入っているかを申しますと、１万

６,０００件分が返礼品の配送料ということで、２,３１３万６,０００円ほど見込んでいる

というところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

いいですか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

 １１４ページ、今の委託料、ふるさと納税募集等業務の委託料９,８００万円ほど計上さ

れております。寄附が増えているというところで、ここは有り難いところではありますけれ

ども、先ほど寄附の見込額２億円というところでお伺いしておりまして、約半分ほど、返礼

品等のものもあると思うのですが、そうすると実質１億円というかそんな感覚になってしま

うのですが、やっぱりこんなにかかってしまうものでしょうかというところで単純にお聞き

したいのですが。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 
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 まず、寄附額２億円に対して、今回も経費１億円ということで見込んでおりまして、いろ

いろと国のほうからも寄附額に対してふるさと納税に係る返礼品ですとか運搬料、そしてい

ろんな事務手術料等含めて５割ルールというのを徹底しなさいという通達もありまして、他

の自治体においても５割を超える経費というところでいろいろと報道等にも出て問題にも

なっているというところでもございまして、５割ルールを徹底するために大樹町としても経

費が５割に収まるように予算組みしているということでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

播間委員。 

○播間章浩委員 

５割に収めるというのはいいと思うのですが、逆に、４割ぐらいにはならないのですかね。

難しいものでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

まず、返礼品の割合が寄附に対して３割までというようなルールがありまして、極力３割

分が返礼品に係る経費というようなことで今までやってきております。それに運搬料が加算

されたり、ポータルサイトの申込みというのが多いわけですが、それに対する手数料という

ところで、本来それを積み上げていくと５割を超えてしまうというところになりまして、特

に北海道につきましては、運搬料が東京近辺、都市圏に送るという分では経費がかかるとい

うところでございまして、５割を超えないためにも、３割の返礼品と運搬料を組み合わせて

それを下げるというような措置を取らざるを得ないという状況で、何とか５割にしたという

ところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

１１２ページ、１節報酬で、道の駅魅力アップに向けた検討委員会委員の構成についてお

伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

道の駅魅力アップに向けた検討委員会の委員の構成でございますけれども、まだ確定では

ないのですが、今現在検討している状況では、まず私ども企画商工課を含めた大樹町と、町
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長とかも委員会に入っていただくというような形で、町の関係職員であったり、町長という

ようなところ、そして商工会、そして観光協会、民間の方からも参画していただきたいとい

うところで今検討しているというところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

１１２ページ、ＴＭＯ活動推進費１,３００万円、昨年が１,７００万円。減額になった理

由をお教えてください。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

ＴＭＯの活動費の減額になった理由というところでございますが、令和５年度におきまし

ては、駐車場の陥没危険か所がありまして、そこに修繕で２００万円ほど計上していたとい

うところと、道の駅に設置する遊具の購入費用として２４０万円ほど計上したという分が、

令和６年度ではその分がなかったため減額となっております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

１１２ページ中段の７節報償費で、講師謝礼１２万６,０００円についてお伺いします。

資料によりますと、道の駅の魅力アップ、検討委員会も設けてやられるようですが、それに

併せての関係だと思いますけれども、外部の専門家をお招きして意見をいただくということ

で説明がありました。 

それで、町長に基本的なことをお伺いしたいのですが、講師から意見を受けるにあた

り……。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員、その分は総括で。１２万６,０００円の中身はいいのですが。 

○吉岡信弘委員 

魅力を受けると説明にあるのですが。 

○菅予算審査特別委員長 

１２万６,０００円の中身はいいのだけれども。 

○吉岡信弘委員 

分かりました。 
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○菅予算審査特別委員長 

中身はいいのですか。吉岡委員、１２万６,０００円の中身は聞かなくていいのですか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

１２万６,０００円の中身が専門家に対する意見をいただくための旅費ということで計上

されているのですが、その意見をもらうにあたって、町長の考えが相手に伝わっていなけれ

ばならないと思うのですが基本的に、いいですか続けて。総括ですか。 

○菅予算審査特別委員長 

そこに入ると総括です。 

ほかにありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

 １１２ページの備考欄で、ふるさと応援推進事業ということで１億円という記載があるの

ですが、この中身をちょっと教えていただきたいです。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ふるさと納税応援推進事業の１億円の中身というところでございます。 

まず、積み上げてご説明しますが、７節報償費のふるさと納税報償費が９万円、８節旅費

の普通旅費の中に２０万５,０００円、１０節需用費の印刷製本費の中に３６万６,０００

円、１１節役務費の運搬料に６万４,０００円、同じく１１節広告料として４４万円、同じ

く役務費、ふるさと納税決済手数料として５５万円、１２節委託料、ふるさと納税募集等業

務として９,８２８万５,０００円というところです。 

９,８２８万５,０００円の内訳でございますけれども、返礼品の部分がこの中に４,７０

０万円含めております。そして返礼品の配送料２,３１３万６,０００円が含まれておりま

す。そして、残りが寄附をするポータルサイトに対する手数料などが入っているというとこ

ろでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

播間委員。 

○播間章浩委員 

ちょっと勉強不足で教えていただきたいのですが、金額を分ける理由というか、あえて１

億円と記載している理由というのはあるのですか。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 



 

－ 40 － 

まず、項目を分ける理由としましては、支出科目ごとに予算を組むというところで、今申

し上げました予算をそれぞれ見ているというところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに。 

安田委員。 

○安田清之委員 

商工会、二つほどあります。１１０ページ、１８節負担金。商工会の運営助成金、若干上

がっております。その理由が一つ。それから中小企業融資、公庫の部分が若干減っておりま

して、何件ぐらいを想定しているのか。それから、中小企業特別融資利子補給助成２４１万

３,０００円の部分について何件ぐらいをお考えになっているのかお伺いをいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

まず、商工会運営費の助成の関係でございます。 

令和６年度におきましては、商工会の事務局長が交代するというところでございまして、

その分の人件費に対する北海道からの補助金が、年齢要件等もありまして、その分の補助金

が出ないというところもありまして、その分が町からの助成金が増えているという部分があ

ります。それと、今回３月の補正でも計上させていただきましたが、職員のベースアップ分、

人件費等手当等が上がった分というのもあります。というところでございます。 

中小企業の利子補給の関係でございますが、中小企業融資資金の金融公庫に係る分の件数

ですが、現在融資を受けている事業所が２件ありまして、令和５年の下期から令和６年度中

に新規で借りる見込み、利子補給ですので、利子というところで借入額を３,９００万円ほ

ど見込みまして、利子額を計算しているところでございます。 

中小企業特別融資資金の利子補給の関係でございますけれども、現在借りている件数につ

きましては３２件でございます。今後、新規で借りるだろうと思われる金額につきましては

８,４９０万円ほど見込みまして、利子補給額を計算しているところでございます。 

 以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

１１４ページの１２節委託料でお伺いします。 

デザイン制作業務でございますけれども、資料をいただきました。地域おこし協力隊が観

光パンフレットと観光看板、観光ノベルティのデザインを事業者に依頼するための経費だと

いうことで積算根拠もいただきました。 

デザイン、打合せ等人件費とあるのですが１万９,１００円掛ける３０日、この１万９,
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１００円はどういう基準の単価なのか。そしてこの人件費というのは、委託ですから委託先

で受け取った側の経費のことなのか。打合せ旅費２万６,９１０円の９回はどこからどこま

での２万６,９１０円なのか、９回も必要なのか。これは委託先のほうで積算した金額にな

るのか。そこら辺を教えていただきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４４分 

再開 午後 １時４５分 

 

○菅予算審査特別委員長 

再開します。 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

デザイン制作業務に係る費用の内訳の単価でございますけれども、まず、デザイン打合せ

等人件費の部分につきましては、１万９,１００円は町の委託業務の予算の単価というとこ

ろでございます。そして打合せ旅費につきましては、札幌から大樹までの１泊２日の交通費

分を見込んでいると。町の予算資料に基づくものでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

これは、いずれも札幌の業者が大樹に来て打合せするための事業費の委託費ということで

よろしいですね。 

それと、これで全て、これによってパンフレット、看板等デザインは完了して、別途、印

刷代とか、その他あるでしょうけれども、そういうことについては別途補正予算ということ

になるのかどうか、そこら辺お願いします。 

○菅予算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

まず、現在は予算段階ですので、業者はまだ決めておりませんので、想定として札幌・大

樹間の旅費を見込んでいると。見積り合わせ等を行いまして業者の選定は行っていきたいな

と思っておりますし、この予算の中で事業を推行していきたいと考えているところでござい

ます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 
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 ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、７款商工費の質疑を終了します。 

休憩します。 

 

休憩 午後 １時４７分 

再開 午後 ２時００分 

 

○菅予算審査特別委員長 

休憩前に続き、会議を再開します。 

次に、１１５ページから１２６ページまで、８款土木費について内容の説明を求めます。 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

１１５ページ、１１６ページ下段をご覧ください。 

１１５ページ下段から１１８ページ上段にかけまして、８款土木費、１項土木管理費、１

目土木総務費、予算額２２８万５,０００円、対前年比４１万４,０００円の増でございます。

土木一般管理全般の経費、道路台帳作成業務の委託費を計上しております。予算増の主な理

由は、その委託費において、道路台帳作成業務に対象路線となる路線の延長数の増となるも

のでございます。 

１１７ページ、１１８ページをご覧ください。 

１１７ページ中段から１２０ページ上段にかけまして、２項道路橋梁費、１目道路維持費、

予算額２億３,６６５万４,０００円、対前年比３,８０６万３,０００円の増でございます。

町道及び土木車両維持管理費全般に係る経費と、橋梁長寿命化事業において、美林橋１５橋、

館橋の３橋の委託費、それと振別２４号橋と五月橋の２橋の工事請負費を計上しておりま

す。予算増の主な理由は、委託費において町道維持管理及び除雪費の労務費上昇と町道砂利

道の補修資材費増料による増並びに橋梁長寿命化事業におきまして、委託及び工事請負費の

実施件数増によるものでございます。議案の付属に位置図を添付しております。後ほどお目

通し願います。 

１１９ページ、１２０ページ中段をご覧ください。２目道路新設改良費、予算額２億３,

３１０万円、対前年比１億９,５００万円の増でございます。町道改良舗装事業として、委

託費では南町４号線、寿町２丁目線の２路線の調査設計と、日方団地及び旧新通団地の跡地

となります用地確定測量を計上しております。また工事請負費では、幸団地１２号線、振別

団地８号線、美成７号支線の３路線の改良舗装工事と、幸町歩道橋の新設工事を計上してお

ります。予算増の主な理由は、その委託費及び工事費において実施件数の増によるものです。
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こちらも議案付属に位置図を添付しております。後ほどお目通し願います。 

同じく、１１９ページ１２０ページ、３項河川費、１目河川総務費、予算額２６４万２,

０００円、対前年比７２万２,０００円の増でございます。河川管理全般の経費を計上して

おります。予算増の主な理由は、委託費において、水路用地の確定測量委託の皆増によるも

のでございます。 

ページ同じく１１９ページ下段から１２２ページ上段にかけまして、４項都市計画費、１

目都市計画総務費、予算額４５２万９,０００円、対前年比２１１万８,０００円の減でござ

います。都市計画全般と都市計画審議会運営に係る経費及び２年目となります、みどりの基

本計画策定業務に係る委託費と、その計画策定協議会の経費を計上しております。予算減少

の主な理由は、令和５年度に予算計上していました都市計画マスタープラン改正委託業務の

皆減によるものでございます。 

１２１ページ、１２２ページをご覧ください。２目公園費、予算額３,９８６万７,０００

円、対前年比１９４万７,０００円の増でございます。柏林公園ほか、町内１２か所の公園

維持管理全般の経費と、歴舟川パークゴルフ場管理の経費を計上してございます。予算増の

主な理由は、その公園及びパークゴルフ場の維持管理費において、労務費等の高騰によるも

のです。 

１２３ページ、１２４ページをご覧ください。 

１２３ページから１２６ページ上段にかけまして、５項住宅費、１目住宅管理費、予算額

３,８９５万６,０００円、対前年比１９０万５,０００円の増でございます。町営住宅運営

委員会及び空家対策協議会運営に係る経費と町営住宅１６団地３９５戸の維持管理に係る

経費及び住宅リフォーム支援事業、大樹でかなえるマイホーム支援事業並びに空家対策総合

支援事業の報酬と負担金並びに補助金及び交付金を計上しております。予算増の主な理由

は、その空家対策総合支援事業において、対象補助件数を３件から５件に増加したものでご

ざいます。 

１２５ページ、１２６ページ中段をご覧ください。２目住宅建設費、予算額１億７,０６

６万７,０００円、対前年比１億３,７６６万７,０００円の増でございます。双葉町団地の

建て替えのため移転団地として、寿町団地３号棟新築工事の工事請負費とそれに必要な移転

に伴う補償費を計上してございます。予算増の主な理由は、その寿町団地３号棟建設による

ものでございます。議案の付属に位置図を添付しております。後ほどお目通し願います。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ８款土木費の内容説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 いろいろ科目にわたって労務費の高騰、資材の高騰というお話でいただいておりまして、
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現実的に何％ぐらいを見込んで労務費は見たのか。資材費もどのぐらい見て、このベース

アップをというか予算を計上したのか。若干お教えをいただければ有り難いです。 

○菅予算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 まず、労務費についてでございます。 

令和６年度の我々が公共工事に用いる労務単価としまして、若干の幅はあるのですが、平

均として約６％。その幅でいいますと約３.５％のものから、大きいものですと約８％台に

上がっていて、職種によって違うのですが、労務費が上がってございます。また、資材の高

騰につきましては、概ね４％から５％程度の上昇があるかなということを見越してございま

す。 

また、建設業におきましては、２０２４年度から週休２日制の移行が法適用になってござ

います。それにおきまして経費の算定においても、今後正確に発表になるのかなと思ってい

るのですが、その分におきましても約７％から８％程度の上昇があるのではなかろうかとい

うふうに想定しているところです。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

 １１８ページ、１２節委託料です。こちらの測量委託業務というところで、新通団地の用

地確定測量というお話がありました。用地確定するだけなのか、若しくは今後何かの事業を

計画されているのか。もし現時点で計画があれば教えていただければと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 委託費におきまして、道路用地の測量につきまして、ご説明のとおり日方団地と旧新通団

地の測量費となってございます。内容としましては、その２団地はまだ道路の整備状況が追

いついていないところがございますので、今後、町道の整備に必要であろう測量費を今回計

上させていただいております。 

それ以降の土地利用につきましては、総務課との協議にはなるかと思うのですが、現状想

定されるのが、例えば宅地分譲ですとか、また宅地以外の何か利用につきましても、状況を

踏まえながら検討されていくというふうに思ってございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかにありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 
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 質疑なしと認めます。 

これをもって、８款土木費の質疑を終了します。 

次に、１２５ページから１３０ページまで、９款消防費について内容説明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

１２５ページから１３０ページ中段まで、９款、１項ともに消防費、１目消防総務費１億

８,７４０万７,０００円、前年比９２９万２,０００円の減。ここでは、とかち広域消防事

務組合負担金を計上してございます。 

次に、２目非常備消防費３,２７７万９,０００円、前年比５４５万７,０００円の増。こ

こでは、大樹消防団の管理運営費、報酬、費用弁償等を計上でございます。増の主な要因は、

１２８ページの１７節備品購入費、消防用資機材一式で、災害対応の無人飛行ドローン１機

５４２万９,６００円の購入が含まれることによるものです。 

次に、１２７、１２８ページの３目火災予防費４万４,０００円、前年比４,０００円の減。

林野火災予防啓発用の旗の購入費用を計上してございます。 

次に、１２７ページから１３０ページ、４目災害対策費１,１５７万円、前年比２０３万

９,０００円の増。備蓄品購入などの経費や防災行政無線の維持管理費等を計上してござい

ます。増の主な内容は、１３０ページ、１７節備品購入費で津波監視のため、大樹町旭行政

区に津波監視カメラ１台を設置する費用２４４万１,０００円を計上するものです。また、

１２節委託料では、平成２９年度に未整備な市街地以外に整備した光ケーブル高速無線設備

について、尾田、中島、歴舟各コミュニティセンターと浜大樹、旭の津波監視カメラで通信

するための維持費用について新たに予算化したものでございます。 

以上で、９款消防費の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ９款消防費の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

 １２８ページ、１７節の消防資材ということで、先ほどドローン５４３万円の購入にあ

たって、資格等、ちょっと詳しく分からないのだけれども、空の許可というのかな、そうい

うのはどのように考えているか。 

○菅予算審査特別委員長 

杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

 ドローンの操縦士免許の取得に関しては、消防職員のほうで２名養成する予定でおりま

す。 

以上でございます。 
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○菅予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 資格２名ということは、ちょっと少ないのではないですか。例えば緊急時、その人方が休

みだったら誰ということで、まだまだ資格取らすべきでないかと、私思うのですが。 

○菅予算審査特別委員長 

杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

 来年度は２名ということで、計画的に６名まで一応資格を取る予定でおります。 

また、災害緊急時には資格を要しなくて、災害時に捜索救助を行う場合には、レベル４に

かかわらず、従来どおり証明書や機体証明の取得の必要はありませんということで緊急時に

は一応使えますので、訓練のほうは、将来的に消防団と共有しながら実際の初動態勢に活動

していきたいと思っております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

緊急時は、資格は要らないという解釈でいいね。 

○菅予算審査特別委員長 

杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

 そのとおりです。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかにありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

１２８と言えばいいのか、備品納入費と言ったほうがいいのか。１７節に、昨年度は防火

用品備品という形で予算計上されておりました。今年度は一つもないので、入れ替えの備品

がないのかどうかお聞かせください。 

○菅予算審査特別委員長 

杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

 その件に関しましては、防火帽をおととしから２年計画で一応支給しております。また、

その前には防火長靴も、その前に３年計画で一応購入しておりまして、消防団に関しては、

一応災害品の被服費として支給しております。 

以上でございます。 
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○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、９款消防費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

再開 午後 ２時２１分 

 

○菅予算審査特別委員長 

再開します。 

次に、事項別明細書１２９ページから１６６ページまで、１０款教育費について内容説明

を求めます。 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

それでは、１２９ページ中段、１０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、本年

度予算額１９３万８,０００円、前年度比２万７,０００円の減。ここでは、教育委員４名の

報酬、旅費などを計上してございます。 

その下から１３２ページ中段にかけまして、２目事務局費、本年度予算額１４５万９,０

００円、前年度比３万４,０００円の減。ここでは、事務局職員の旅費、交際費、需用費な

どを計上してございます。 

その下から１３６ページにかけまして、３目教育振興費、本年度予算額１億４,１２５万

９,０００円、前年度比１,０４５万円の増。ここでは、学校教育における小中学校共通の経

費や、相対的な経費、英語指導助手の任用に伴う経費、特別支援教育支援員の給料や手当関

係、スクールバス運行委託料、大樹高等学校通学費等補助金、奨学金の貸付けなどを計上し

てございます。１０節需用費で燃料費が増えてございますが、スクールバスの燃料費分を令

和６年度から、委託料から除き需用費で見込んでおります。なお、スクールバス運行委託料

は、燃料費分を除いた額を計上してございます。１８節負担金、補助及び交付金では、大樹

高等学校が令和７年度から道外募集を行うにあたり、生徒の全国募集に取り組んでいる地域

みらい留学事業へ参画するための費用として８８万円を計上してございます。 

１３７ページから１４０ページ中段にかけまして、２項小学校費、１目学校管理費、本年

度予算額９,９５２万３,０００円、前年度比６,９０２万７,０００円の増。ここでは、大樹

小学校に係る管理費などを計上してございます。増の主な理由は、１４節工事請負費で空調

設備工事として６,７９８万円を計上してございます。工事の概要は、普通教室、特別支援



 

－ 48 － 

教室、利用頻度の高い音楽室などの特別教室、職員室、校長室など２４室に２６台設置する

経費を計上してございます。 

その下から１４２ページ上段にかけまして、２目教育振興費、本年度予算額９８６万９,

０００円、前年度比５３１万２,０００円の増。ここでは、大樹小学校の児童に係る備品購

入費などを計上してございます。増の主な理由は、１３節使用料及び賃借料７５万５,００

０円は、現在使用しているデジタルドリルの契約期間が満了となるため、新たなデジタルド

リルの更新費用を計上してございます。１７節備品購入費、図書購入費４５３万円は、令和

６年度が４年に１回行われる教科書改訂の年になることから、教職員用の教科書や指導書な

どの購入費用を計上してございます。１９節扶助費は、要保護、準要保護と認定された児童

への学用品、通学用品、修学旅行、学校給食費などの援助費を計上してございます。 

その下から１４４ページ下段にかけまして、３項中学校費、１目学校管理費、本年度予算

額１億５,５０１万円、前年度比１億１,０２６万８,０００円の増。ここでは、大樹中学校

に係る管理費などを計上してございます。増の主な理由は、１４節工事請負費で校舎バリア

フリー化改修工事、空調設備設置工事に要する経費を計上してございます。校舎のバリアフ

ルー化改修工事の概要は、玄関などにおける段差解消のためのスロープ設置や車椅子に乗っ

たまま移動できる階段昇降機の設置、多目的化トイレへの改修などでございます。また、空

調設備設置工事の概要につきましては、小学校と同様に、普通教室、特別支援教室、利用頻

度の高い理科室、音楽室などの特別教室、職員室、校長室など１７室に２３台を設置する経

費を計上してございます。 

その下から１４６ページ中段にかけまして、２目教育振興費、本年度予算額５４９万８,

０００円、前年比１万１,０００円の減。ここでは、大樹中学校生徒に係る備品購入費や小

学校と同様に、要保護、準要保護と認定された生徒への援助費を計上してございます。 

１４５ページ中段から１５０ページ中段にかけまして、４項、１目ともに学校給食費、本

年度予算額９,３６４万２,０００円、前年度比１,０８８万９,０００円の減。ここでは、学

校給食調理員の報酬、給料のほか、学校給食に係る材料費、運搬費、施設に係る維持管理経

費などを計上してございます。減の主な要因は、１０節需用費の光熱水費と１７節備品購入

の減によるものでございます。  

○梅津社会教育課長兼図書館長 

続きまして、１４９ページ中段から１５４ページ上段にかけまして、５項社会教育費、１

目社会教育総務費、予算額２,２３３万５,０００円、前年度比１６１万９,０００円の増。

ここでは、社会教育委員会運営費、社会教育推進事業、子ども交流事業などの事業に係る経

費を計上してございます。増額の要因といたしましては、新たに発足する大樹体験活動支援

協議会への助成が主なものでございます。  

次に、１５３ページ上段から１５６ページ下段にかけまして、２目生涯学習センター費、

予算額５,９１８万９,０００円、前年度比１,９６２万１,０００円の減。ここでは、生涯学

習センターの運営費並びに文化事業、文化財保護事業に係る経費を計上してございます。減
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額の要因といたしましては、令和５年度に生涯学習センター内の自動火災報知設備改修工事

が完了したことによるものでございます。 

続いて、１５７ページ上段から１６０ページ上段にかけまして、６項保健体育費、１目保

健体育総務費、予算額５９７万７,０００円、前年度比２２万５,０００円の増。ここでは、

保健体育推進事業、海洋スポーツ振興事業、スポーツ推進委員運営費などの事業に係る経費

を計上しております。中でも、本年８月にＢ＆Ｇ北海道大会水上の部を、本町の生花苗沼を

会場に、その経費を計上してございます。 

次に、１５９ページ上段から１６２ページ下段にかけまして、２目体育施設費、予算額５,

６６４万円、前年度比８５７万５,０００円の減。ここでは、海洋センターをはじめ、中央

運動公園、町民プールなどの施設等の維持管理費に係る経費を計上してございます。減額の

要因といたしましては、令和５年度に中央運動公園スケートリンク場の整氷車の購入完了の

ほか、令和６年度における各施設の燃料費、光熱費などの減額によるものでございます。 

続いて、１６３ページ上段から１６６ページ中段にかけまして、７項図書館費、１目図書

館総務費、予算額１,６０６万１,０００円、前年度比２７５万６,０００円の増。ここでは、

図書館運営委員会運営事業、図書館管理運営費のほか、新たに図書館のあり方検討協議会運

営事業などの経費を計上してございます。増額の要因といたしましては、図書館システムの

更新、バージョンアップによるもののほか、図書館のあり方検討協議会における報酬並びに

費用弁償を新たに計上するものでございます。 

以上で、１０款教育費の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

 １０款教育費の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

１５６ページの委託料の関係で、フロンガスの漏れの点検業務ということですが、今でも

フロンガスは使用しているのでしょうか。いるからあれなのでしょうか。代替ガスを今使っ

てないのでしょうか。使う計画はないのでしょうか。それ以上いったら駄目だね。 

○菅予算審査特別委員長 

梅津社会教育課長。 

○梅津社会教育課長兼図書館長 

 フロン漏洩保守の点検業務につきましては、視聴覚室のほうで使われてございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 
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１３４ページでスクールバス運行業務、路線があるのだろうと思うのですが、何路線かだ

けお教えください。路線あるでしょう。それでバスが何台出てるか。路線があるということ

はそれだけあるのか。 

○菅予算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

スクールバスについては、８路線運行してございます。したがいまして、バスも８台準備

してございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

１５４ページの生涯学習センター運営費５,２４８万円ですね。次の１５６ページにそれ

ぞれ内訳が書いてあるのですが、ちょっと全体的にかかり過ぎている印象があるのですが、

やっぱりこれも仕方ないものなのでしょうか。 

あと、一部資料請求させていただきまして、音響や照明の委託業務だったのですが７７４

万８,０００円ですね。常駐日が、木、金、土、日、祝日とあるのですが、例えばイベント

のない日も常駐しなければいけないのでしょうか、若しくは常駐しているのでしょうかとい

うところなのですが。 

○菅予算審査特別委員長 

梅津社会教育課長。 

○梅津社会教育課長兼図書館長 

まず、最初の質問としましては、学習センターを運営するにあたっては、ある程度の支出、

保守管理等は必要に思っております。 

続いてですが、音響・照明・舞台業務なのですが、今言われている日につきましては、勤

務実態はございます。当然のごとく、イベント業務とかがないときというのもあるのですが、

基本的に前日の準備ですとかということも含めて、ある程度の在籍は必要かなというふうに

思っております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

１５２ページ、１８節負担金、補助及び交付金、大樹町体験活動支援協議会補助金、ＳＴ
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ＥＰの後継とは認識していますが、内容の内訳を確認させてください。 

○菅予算審査特別委員長 

梅津社会教育課長。 

○梅津社会教育課長兼図書館長 

新たに設置する大樹町体験活動支援協議会の内訳でございますけれども、基本的には、報

償費、需用費、役務費、使用料、備品購入費、共済費等を計上して、その活動を運営してい

くというような形でやっていきたいと思っています。（発言する者あり） 

○菅予算審査特別委員長 

梅津社会教育課長。 

○梅津社会教育課長兼図書館長 

すみません。事業内容としましては、まず主催事業としましては、日帰り体験、キャンプ

等を行っていきたいと思っております。そのほかに、大樹学の関係で、地引き網等々、水質

調査等のお手伝いもさせていただこうというふうに考えております。あと、姉妹都市交流に

つきましても、吉岡町からも来ますので、そちらのほうも対応させていただきたいというふ

うに考えております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、教育費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３７分 

再開 午後 ２時３８分 

 

○菅予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、１６５ページ、１６６ページ、１１款災害復旧費について内容の説明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

１１款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費、前年同

額の１０万円。 

次に、２目林業施設災害復旧費、前年同額の１０万円です。 
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次に、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路河川災害復旧費、前年同額の１０万円です。 

以上で、１１款災害復旧費の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

１１款災害復旧費の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、災害復旧費の質疑を終了します。 

次に、１６５ページから１６８ページ、１２款公債費について内容の説明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

１２款、１項ともに公債費で、１目元金７億５,０２７万１,０００円、前年比２,５５２

万９,０００円の減。 

２目利子２,０１２万９,０００円、前年比３０７万１,０００円の減。 

 以上で、１２款公債費の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

１２款公債費の説明が終わりました。 

これより、１２款公債費の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、公債費の質疑を終了いたします。 

次に、１６７ページから１７０ページ、１３款諸支出金について、内容の説明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

続きまして、１３款諸支出金、１項特別会計繰出金、１目事業会計繰出金は、４特別会計

への繰出金で３億２,３６４万９,０００円、前年比２,８３１万４,０００円の増。介護サー

ビス事業特別会計繰出金の増によるものです。 

次に、２項、１目ともに特別会計出資及び補助金で７億８,５９１万１,０００円、前年比

４,６９９万５,０００円の減。病院事業補助金、下水道事業補助金の減によるものです。 

次に、１６７ページから１７０ページにかけまして、３項、１目ともに基金費で１億３,

００４万円、前年比１,４５８万１,０００円の増。航空宇宙関連施設整備基金積立金の増な

どによるものです。 

 以上、１３款諸支出金の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 
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１３款諸支出金の説明が終わりました。 

これより、１３款諸支出金の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、諸支出金の質疑を終了いたします。 

次に、１６９ページ、１７０ページ、１４款予備費について、内容の説明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

続きまして、１４款、１項、１目ともに予備費、前年同額の１,０００万円です。 

以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

１４款予備費の説明が終わりました。 

これより、１４款予備費の質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、予備費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４７分 

再開 午後 ２時４７分 

 

○菅予算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 

◎延会の議決 

○菅予算審査特別委員長 

 お諮りします。 

委員会運営の都合上、本日は、これで延会とし、明日３月１２日午前１０時から委員

会を再開したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これで延会とし、明日３月１２日午前１０時から委員会を再開します。 
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   ◎延会の宣告 

○菅予算審査特別委員長 

本日は、これで延会いたします。 

 

延会 午後 ２時４８分 
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令和６年度予算審査特別委員会会議録（第２号） 

 

令和６年３月１２日（火曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 
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開議 午前１０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○菅予算審査特別委員長  

 ただいまの出席委員は１１名であります。 

 定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○菅予算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録の署名委員は、規定により、委員長において、 

１０番 志 民 和 義 委員 

 １番 播 間 章 浩 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 議案第２５号から日程第９ 議案第３２号まで 

○菅予算審査特別委員長 

 これより、日程第２ 議案第２５号令和６年度大樹町一般会計予算についてから、日程第

９ 議案第３２号令和６年度大樹町下水道事業会計予算についてまで、以上８件の審査に入

ります。 

 昨日の委員会において、議案第２５号令和６年度大樹町一般会計予算についての歳出に関

する質疑が終了していますので、本日は、事項別明細書の３ページから２８ページまで、歳

入全般について、内容の説明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

それでは、１款町税から順次ご説明させていただきます。 

１款町税、１項町民税、１目個人、前年比２１５万２,０００円減の本年度予算額３億１

７７万５,０００円。 

２目法人、前年比１３５万２,０００円増の６,１３３万２,０００円。 

２項、１目ともに固定資産税、前年比３,４０１万７,０００円増の４億５,００３万円。 

次に、２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金、前年同額の８９４万３,０００円。 

次に、３項軽自動車税、１目環境性能割、前年比２万４,０００円増の５８万２,０００円。 

次に、２目種別割、前年比２２万円減の２,０２９万８,０００円。 

５ページ、６ページに移りまして、４項、１目ともに町たばこ税、前年比９９万２,００

０円増の４,６７８万６,０００円。 
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５項、１目ともに入湯税、前年比１７万４,０００円減の４１６万９,０００円です。 

町税関係につきましては、今年度課税状況や収納見込みに基づき算定したものでございま

す。 

続きまして、２款地方譲与税、１項、１目ともに自動車重量譲与税、前年比１,４２０万

円増の１億２,４００万円。 

次に、２項、１目ともに地方揮発油譲与税、前年比２５０万円減の３,８００万円。 

次に、３項、１目ともに森林環境譲与税、前年比４５５万８,０００円増の１,９９３万円。 

次に、３款、１項、１目ともに利子割交付金、前年同額の２０万円。 

次に、４款、１項、１目ともに配当割交付金、前年比２６０万円減の１９０万円。 

７ページ、８ページに移りまして、５款、１項、１目ともに株式等譲渡所得割交付金、前

年比５０万円増の１９０万円。 

次に、６款、１項、１目ともに法人事業税交付金、前年比９０万円増の１,３５０万円。 

次に、７款、１項、１目ともに地方消費税交付金、前年比１,６５０万円減の１億３,８０

０万円。 

次に、８款、１項、１目ともに環境性能割交付金、前年比１,４２０万円増の２,３８０万

円。 

次に、９款、１項、１目ともに国有提供施設等所在市町村助成交付金、前年同額の４０万

円です。 

次に、１０款、１項、１目ともに地方特例交付金、前年比１０万円増の３７０万円。 

次に、１１款、１項、１目ともに地方交付税、前年比１,２００万円増の３３億６,０００

万円。内訳は、地方交付税が２００万円増の３０億６,０００万円、特別交付税が１,０００

万円増の３億円の計上でございます。 

次に、９ページ、１０ページに移りまして、１２款、１項、１目ともに交通安全対策特別

交付金、前年比１０万円減の６０万円。 

以上、２款地方譲与税から１２款交通安全対策特別交付金までは、地方財政計画や国の予

算案に基づき算定しているものでございます。 

次に、１３款分担金及び負担金、１項負担金、１目総務費負担金、前年比１４万８,００

０円増の５３万４,０００円。 

次に、２目民生費負担金、前年比１５５万９,０００円減の４,５１５万９,０００円。 

次に、３目衛生費負担金、前年同額の３万５,０００円。 

次に、４目農林水産業費負担金、前年比３４万４,０００円増の４６１万８,０００円。 

次に、５目商工費負担金、前年同額の３万５,０００円。 

次に、６目教育費負担金、前年比３２１万３,０００円減の２,５３９万３,０００円。給

食費負担金で、昨年１０月より実施している多子世帯の２人目以降の給食費半額補助による

減額が主な要因であります。 

続きまして、１１ページから１４ページにかけまして、１４款使用料及び手数料、１項使
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用料、１目総務使用料、前年比１２万６,０００円減の４５９万８,０００円。 

次に、２目民生使用料、前年比１１万４,０００円減の３１３万２,０００円。 

次に、３目衛生使用料、前年同額の２,０００円。 

次に、４目労働使用料、前年同額の４万２,０００円です。 

次に、５目農林水産業使用料、前年比６２３万８,０００円減の７,３９５万１,０００円。

減額の主な理由は、牧場使用料の減額によるものです。 

次に、６目商工使用料、前年比９万８,０００円増の１１６万７,０００円。 

次に、７目土木使用料、前年比７４万５,０００円減の８,５９１万４,０００円。 

次に、８目教育使用料、前年比４万４,０００円増の１８８万６,０００円。 

次に、２項手数料、１目総務手数料、前年比２３万９,０００円減の２６９万２,０００円。 

次に、２目衛生手数料、前年比３,０００円減の１,５４６万円。 

１３、１４ページに移りまして、３目農林水産業手数料、前年比１２万円減の８４万円。 

次に、１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、前年比８３１万８,

０００円増の２億４,９７７万１,０００円。重層的支援体制整備事業交付金の皆増が主な要

因です。 

 次に、２目衛生費国庫負担金は、皆減でございます。 

次に、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、前年比５,６８０万４,０００円増の４億

４,６９７万７,０００円。大幅な増の要因は、北海道スペースポート整備事業費の増に対す

るデジタル田園都市国家構想交付金が５,８２５万５,０００円増額となったことによるも

のです。 

次に、２目民生費国庫補助金、前年比７７５万５,０００円増の３,２９０万円。重層的支

援体制整備事業補助金の皆増が主な要因です。 

次に、３目衛生費国庫補助金、前年比１０７万２,０００円減の１０１万８,０００円。減

額の主な要因は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金の皆減によるもので

す。 

次に、１５、１６ページに移りまして、４目土木費国庫補助金、前年比１億７,６２９万

７,０００円増の１億９,７９６万円。大幅な増の要因は、１節道路維持費補助金と３節住宅

建設費補助金で社会資本整備総合交付が、美成７号支線避難道路整備で１億５０万円、寿町

団地建設事業で７,４７５万円の計上によるものでございます。 

次に、５目消防費国庫補助金、前年比１８１万円増の２０６万５,０００円。 

続きまして、６目教育費国庫補助金、前年比５,９６３万円増の５,９７８万円。大幅な増

の要因は、大樹町中学校の空調設備設置工事と大樹町中学校のバリアフリー化に伴う学校施

設環境改善交付金の５,９６０万円増によるものです。 

３項委託金、１目総務費委託金、前年比２万１,０００円増の２７万５,０００円。 

次に、２目民生委託金、前年比１６万７,０００円減の６７万８,０００円。 

次に、１６款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、前年比２６万２,０００円
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減の１億３,３７１万３,０００円。 

１７、１８ページに移りまして、２項道補助金、１目総務費道補助金、前年比４９７万３,

０００円減の１３０万３,０００円。 

次に、２目民生費道補助金、前年比８２万５,０００円増の４,２９２万３,０００円。 

次に、３目衛生費道補助金、前年比１５万２,０００円増の１０５万５,０００円。 

次に、４目農林水産業費道補助金、前年比８１９万５,０００円減の１億８７５万５,００

０円。 

１９ページ、２０ページに移りまして、５目消防費道補助金、前年比１０万円減の２６５

万円。 

次に、６目教育費道補助金、前年比２万４,０００円減の１３２万８,０００円。 

次に、３項委託金、１目総務費委託金、前年比３９１万４,０００円減の１,０１４万４,

０００円。 

次に、２目農林水産業費委託金、前年比１４万７,０００円増の１４万８,０００円。 

次に、３目商工費委託金、前年比１３万２,０００円減の２４０万９,０００円。 

次に、４目土木費委託金、前年比３万１,０００円減の１１３万５,０００円。 

１７款財産収入に移りまして、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、前年比１０万２,

０００円減の９９５万２,０００円。 

次に、２目利子及び配当金、前年比３,０００円増の８万７,０００円。 

２１、２２ページに移りまして、２項財産売払収入、１目物品売払収入、前年比２７０万

円増の２８０万７,０００円。 

次に、２目不動産売払収入、前年比５５１万９,０００円減の１,６６９万２,０００円。

令和６年度は宅地分譲地など町有地の売払いを昨年の４件から２件減で見込んでおります。 

次に、１８款、１項ともに寄附金、１目一般寄附金、前年同額の１,０００円。 

次に、２目指定寄附金、前年比９,７７９万８,０００円増の２億１,０００万３,０００円。

増の主な理由は、ふるさと納税を見込み魅力あるまちづくり推進資金寄附金の１億円増によ

るものです。 

次に、１９款、１項ともに繰入金、１目基金繰入金、前年比２,１２３万４,０００円増の

７億５１９万１,０００円。財政調整基金から繰入金が前年比６,０００万円減の１億４,０

００万円、その他では魅力あるまちづくり推進基金、前年比７,８３１万５,０００円増の１

億５,０５１万５,０００円、航空宇宙関連施設整備資金繰入金、前年比９,２０１万円減の

２億８,９４８万５,０００円となっております。 

次に、２目他会計繰入金、前年比２４７万７,０００円増の２４８万９,０００円。 

２３、２４ページに移りまして、２０款、１項、１目ともに繰越金、前年同額の１,００

０万円。 

次に、２１款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、前年同額の１,０００

円。 
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次に、２項、１目ともに町預金利子、前年同額の１万円。 

次に、３項貸付金元利収入、１目高齢者等にやさしい住宅整備資金貸付金元利収入、前年

同額の１０万円。 

次に、２目災害援護資金貸付金元利収入、前年同額の１,０００円。 

次に、３目大樹町中小企業特別融資事業貸付金元利収入、前年同額の１億円。 

次に、４目奨学金貸付金元利収入、前年比１１２万２,０００円減の８４４万２,０００円。 

次に、４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入、前年同額の３９６万円。 

次に、２目衛生費受託事業収入、前年比１万６,０００円減の１,２２９万７,０００円。 

次に、３目農林水産業費受託事業収入、前年比６,７１８万３,０００円減の４７５万６,

００円。大幅な減の要因は、畜産担い手総合整備型事業の減に伴う事業収入の減額によるも

のでございます。 

２５、２６ページに移りまして、５項、１目ともに雑入、前年比１,０２７万６,０００円

減の１,０１２万１,０００円。 

次に、２５ページから２８ページにかけまして、２２款、１項ともに町債、１目過疎債、

前年比１億８,１２０万円増の３億８,５９０万円。増の主な要因は、ごみ運搬車整備事業、

大樹小中学校空調設備設置事業及び大樹中学校バリアフリー化改修事業に伴う起債の借入

れによるものです。 

次に、２７、２８ページに移りまして、２目辺地債、前年より皆増の５,９４０万円。晩

成温泉改修事業及び美成７号支線避難道路整備事業に伴う起債の借入れによるものです。 

次に、３目臨時財政対策債、前年比６００万円減の１,１００万円。 

４目衛生費、前年比４３０万円増の４８０万円。 

５目緊急防災・減災事業債３,３７０万円ということで、皆増となっております。 

最後に、公共施設等適正管理推進事業債は、役場庁舎建設工事の完了により廃目となって

おります。 

以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

歳入全般についての内容の説明が終わりました。 

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ２７ページの臨時財政対策債が前年度より６００万円減額になっているのですが、ほかの

辺地債とか過疎債よりも全額交付税バックということを考えたら、臨時財政対策債はこれで

限度いっぱいでしようがないのか、それとも何か理由があって減ったのか、お聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 
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 臨時財政対策債でございますけれども、国が算定する基準財政需要額と収入額の部分の足

りない部分を補う事業債となっております。昨今、地方交付税とか税収の伸びによって、う

ちの町における部分に関しましては、事業債の借入れが今回予算で見ているものが限度額と

なっておりますので、限度額いっぱいで借りるという形で予算化しております。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２２ページのその他不動産売払収入の立木の売払いのことについてお伺いしたいと思い

ます。 

歳出のほうで、町有林の整備費で３,８００万円ぐらいの経費、例えば令和６年度につい

ては経費がかかっているように、歳出のほうでは支出なのですが、今回１,１００万円とい

うことで、もう少し積極的に売払いがあってもいいように毎年ずっと思っているのですが、

樹齢で５０年以上の木も、樹齢簿を見たら２６０ヘクタール以上もあって、切り頃かなと自

分では思っているのですが、どうしてもう少し積極的に木を売れないのかなと思っているの

ですが、何か理由があるのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

立木の関係だと思うのですが、確かに、今の立木のほう、カラマツだと大体５０年から６

０年で皆伐というような形で現在動いてはございます。ただし、委員おっしゃったとおり、

なかなか５０年、６０年でなくて、もっと確かに上の７０年、８０年経った樹木もございま

す。ただ、そういう樹木の場合、急勾配だったり、本当に山の奥ということで、伐採するに

はちょっと大変な場所にあったりというところで、なかなか苦労しているところでございま

す。 

それで現在、皆伐を進めておりますのは、令和６年度で大体樹齢５７年から５８年の樹齢

の立木を今皆伐する予定でございます。今後も、関係機関と相談しながら皆伐する木を探し

ていきたいなというふうには考えております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 船戸委員。 

○船戸健二委員 
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歳入の１２ページ、１節農林管理使用料、大樹町町営牧場使用料についてお伺いします。 

以前、協議会で採算ベースの数値目標等を示されたのですが、７,３９５万１,０００円は

採算ベース何％として予算されているのかお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２５分 

再開 午前１０時２５分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 再開します。 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

令和６年度の予算ベースなのですが、一応歳出のほうで１億４,８００万円程度を見込ん

でございます。今回使用料のほうは７,２１０万８,０００円見込んでおりますので、大体４

８％程度というふうになってございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

今４８％で予算しているということなのですが、以前、協議会で目標数値が示されたと思

うのですが、そこに対しては数値を近づけるとかということはなかったのか。今の状況で７,

３００万円が限界というか、そういう考えで示されたのか、お伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

今回、予算を組む段階において、なるべく支出のほうは少なくするように組んでございま

す。歳入のほうも売払収入で見込むなど、何とか今現状の形で少しずつでも歳出を減らすよ

うな形で努力しているところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

１４ページの１節企画費補助金のデジタル田園都市国家構想交付金４億４,０００万円、

これは資料請求で内容を確認させていただいたのですが、基本的に、昨年も同じようにスペ

ースポートの整備事業の拠点交付金に活用しているということになっていますよね。 
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現在は、俗に言うデジ田の交付金というのは大体七つの分類があるはずなのですよね。そ

のどれかに該当しているのではないかなと私は感じているのですが、実際どの部分、例えば

スマートシティなのか、ＭａａＳなのか、いろいろありますよね。それをちょっとお聞きし

たいなと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

国庫支出金につきましては、基本的に令和４年度まではデジ田の交付金ではなくて地方創

生推進交付金の拠点整備交付金というものだったのですが、令和５年度からこのデジ田の交

付金に移行していまして、デジタル交付金の拠点整備タイプというものがありまして、その

交付金になっております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかにありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

２８０ページの一番上、十勝圏複合事務組合ということなんですが……。 

○菅予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２８分 

再開 午前１０時２９分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 再開します。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

申し訳ございませんでし達ょっと発音が悪かったです。 

２８ページ、一番上段の十勝圏複合組合の内容についてお伺いしたいのです。あと、比率

のほうも中身を教えていただきたい。 

○菅予算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

十勝圏複合事務組合新中間処理施設整備事業債８３０万円の内容でございますが、新中間

処理施設の整備事業費として５８４万６,０００円と、新中間処理施設の用地取得代として

２４６万２,４４１円ということで、これについては十勝管内のごみの量から算出されまし
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た分担金の率２.２５％を十勝全体の分担金の率に乗じた額が定められて、この金額となっ

てございます。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑はございませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

２２ページの１８款寄附金の１節総務費寄附金、ここに魅力あるまちづくり推進資金寄附

金とあります、２億円。いただいた資料で、結果的に令和５年に約１万６,０００件の見込

みがあって２億円近くなるなということで、令和６年度予算としてもこの程度といいます

か、ふるさと納税ですから、結果的にどういうふうになるか予想は分かりませんけれども、

ミニマルで見て、今回、令和５年と同じように、この寄附金が収入としてあるのではないか

というような解釈、理解でよろしいですか。 

○菅予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

魅力あるまちづくり推進資金寄附金でございますが、これはふるさと納税による寄附金と

いうところでございます。令和５年度の実績値が、今現在１億７,０００万円ちょっととい

うところでございますので、新年度におきましては、２億円というところが大体見えてきて

おりますので、まずは２億円というところで歳入を予算化させていただいたというところで

ございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

１６ページの１の教育振興補助金の学校施設環境改善交付金の中で、大樹中学校分の補助

金といいますか、交付金が入っているということでのお話だったのですが、バリアフリーの

中身のことで、中学校の説明をいただいたのですが、バリアフリーだったら小学校も必要で

ないかなということで思ったのですが、なぜ小学校のバリアフリー……。（発言する者あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかにございませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 
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これをもって、歳入全般についての質疑を終了いたします。 

次に、歳入歳出全般について、質疑漏れがあればお受けいたします。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

歳出の中で、総括ということであったのでお聞きします。 

町長に、道の駅の基本的な考えについてお聞きします。 

道の駅の在り方については、令和６年度の予算において、道の駅魅力アップに向けた検討

委員会を立ち上げ、また、外部の専門の講師の意見も聞き進めるとしております。そこで、

委員会にはどのような考えで諮問されるのか。また、外部講師にも町長の考えを伝えた中で

講演をしていただくものと思いますが、基本的に、道の駅は現在の範囲内で考えられている

のか。又は、移転、建替えも検討の対象となるのか、お聞きいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

 道の駅の魅力アップということでの検討ということでございます。 

これは、私の大きな課題であろうというふうに思っておりまして、早速取りかかりたいと

いうところでございます。まず、検討する内容等につきましては、予断を持たないでという

ことは思ってはおりますが、まずもっては、道の駅の推進体制のありようから議論していき

たいかなと思っております。 

外部講師も招いてというのは、検討委員の中で諮りながらということですが、先進事例、

成功事例等々、あるいは道の駅を請け負っている業者で、成功しているといいますか、活発

に道の駅が活用されているようなところの運営をされている会社の方をお呼びするという

のも一つかなと思っております。管内でも請け負っている会社がございますので、そういっ

たところの方のお話をお聞きすることも考えたいなと思っております。 

今現在は、商工会ＴＭＯにお願いをしているところでございますけれども、そのありよう

も、例えば民間会社の指定管理がいいのかというようなことも含めて議論していきたいなと

思っております。 

現在の範囲でやるのかというのは、当然現在の範囲で、今の店でまずはやっていく。この

店の中でどのように活性化していくかということを考えていますが、活性化する中で場所

等々の、あるいは新しい道の駅を建設するべきでないかという議論があって、その必要があ

ればそれは考えるものではありますけれども、現時点で新しい道の駅を想定しての改革とい
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うことではなく、現時点の店の中で改革を進めながら、次のステップに行くこともあろうか

というふうに考えております。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

大体分かったところですが、最近、管内でも道の駅として移転・改築されてやっていると

ころが増えているわけですが、大樹町においては、現在の場所での活性化ということが基本

だということで、委員会には諮問するということでいいのですね。 

委員会の中の意見には、移転・建替えの関係についての話はしてもらわなくてもいいとい

うことで考えているのか。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

店のありようについてといいますか、ここではなく違うところでやったほうがいいという

意見があるかもしれませんが、それを排除するものではないのです。排除するつもりはない

です。 

私が言いたいのは、今の店でできることをまずやりましょうと。あそこでやるにしても、

町民の方からも、お客さんからも、何となく元気がないというか寂しいよねというふうに言

われているところをまず改善しましょうよと。どうしたら改善できるのかということをやっ

ていく中で、将来的にもっと広いところとか別な場所にというご意見があれば、それはそれ

で承りたいなというふうに考えているところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

今回、黒川町長就任後、初めての予算執行ということで予算案を示されております。その

中で、町長が選挙の際、公約にいろいろ掲げられていたと思うのですが、私も予算内容は見

慣れていないところもありますので、見にくいというか、分かりづらいところも結構あるの

ですが、公約に掲げていた内容で、今回力を入れている内容だったり、そういったところが

あればお聞きしたいなと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

公約に掲げていることをなるべく実現するようにというふうには思っております。その中

で、ソフト事業につきましては、令和５年度にできる部分というのは若干手をつけさせても
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らったというところがございます。高校生の医療費無償化、それから給食費の２人目以降の

２分の１ということは、既にやらせていただいたところであります。 

 今回、ハード事業につきましては、公約に掲げたハードというのは、直接手をつけており

ません。それはもう少し議論が必要だというものがございまして、それに向けての、例えば

公園整備につきましては、みどりの基本計画策定委員会を設置して、今、基本計画策定中で

あるということでの動き出しはしております。まだハード整備には至っておりませんけれど

も、検討を重ねているということでございます。また、ほかに、今回、図書館の協議委員会、

今話がありました道の駅の協議委員会も立ち上げて、議論をすると。まずはしっかりとした

議論をして、それからハードに向かいたいという思いがあります。拙速にやってしまって、

後から後悔することがないようにしていきたいなと思っているところがあります。 

そういったことで、下準備といいますか、まずは議論を始めるということを重きに置いて

おりまして、ハード事業としては、宇宙の射場のことは継続費でありますので、私の公約と

いうわけではないのですが、これもしっかり進めていくということで、今回の予算では大き

な予算になっておりますけれども、ハード整備につきましては、ほかに道路事業等々が、こ

れは補助事業の関係もございましてなかなかタイミングが難しいところでありまして、補助

がつくときにはそれに乗るということもありますので、今回はどちらかといいますと、公約

以外の部分をまずはやっておきまして、公約で掲げている部分につきましては、十分な議論

を進めていくというような予算になっていると思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

播間委員。 

○播間章浩委員 

ハード事業については慎重にというところで、議論も必要かなというところなのですが、

ある程度ゴールも必要かなと思うのですが、例えば公園整備ですね、やっぱり期待されてい

る町民、若い方も多いかなと思います。あと、触れ合いの場所、交流場所の拡大というとこ

ろも、やっぱり町民の方はそういう場所も必要ではないかなということで、多くの声をいた

だいております。この辺り、いつ頃まで整備を予定されているか、もしお考えあればお聞き

できればと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

公園の整備につきましては、令和６年度までが計画策定期間ということになっておりま

す。令和６年度で計画ができますので、それに基づいて、早ければということになりますけ

れども、令和７年度の実施設計、令和８年度の着手というのが最速のスケジュールになろう

かと思います。ただ、予算状況等々もありますので、今から確約はできませんけれども、早

ければそのようなタイミングになるかなというふうに思っております。 

また、触れ合いの場所等々につきましては、ほかの施設との兼ね合いがありまして、玉突
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きになる部分があるのですが、私も今イメージはしているのですが、それにつきましても、

令和６年度に、先ほど言いましたほかの施設、火葬場、あるいは学童保育所等々もあります

ので、そういったものも一遍にはちょっとできないかなと思います。議論を重ねながら順番

をつけてやっていくと。 

その中で、この触れ合いの場というのは、要は、子育ての方々が集まる、あるいはお年寄

りの方々が気軽に立ち寄れるところ、あるいは高校生等々が居場所を求めているというよう

なところだと思いますけれども、こちらにつきましても、大きなハード整備の中と並行しな

がら進めていくというふうに考えておりまして、期日はちょっと言えませんけれども、任期

内に完成というのは難しいかもしれませんが、任期内に着手するというような目標を持って

動きたいなと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

播間委員。 

○播間章浩委員 

議論も必要だというところなのですが、例えば、町民の声を聞く機会というか、例えば触

れ合いの場所、町長が考えていることと町民が考えていることが一致しないということもあ

り得るかなと思います。若い方含めて、そういった求めている方の声を聞く場というのは設

けられる予定でしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

対話重視ということでスタートをしておりまして、今までやっておりました町長と語る会

とか、それからブロック別懇談会というのは、昨年やらせていただきまして、いろいろ意見

もいただいているところでございます。 

そのほかに、未来共創会議という、これは新たな試みですが、これは無作為に３００名程

度の方にご案内をしまして、その中で来ていただける方と懇談をするということでありまし

て、これは年齢も何も特定せず、無作為に３００名にご案内をしているということで、先日

も２回目を開催したところですが、なかなか多くの方が来るということはなくて、５名、６

名、せいぜい１０名程度。１回目が１０名程度で、２回目が６名だったところでございます

けれども、その点でちょっと来づらいのかなというところもありまして、無作為は無作為で

もいいのだけれども、例えば年齢を割って案内をして、今回は高齢者の方中心、今回は２０

代から４０代ぐらいの方中心というのもありかなというのは、事務局とも相談しながら令和

６年度も続けていこうと思っていますので、そういった場面でいろいろな方が参加できるよ

うな会議というのは続けていきたいなと思っています。 

開催時間帯も、例えば日中がいいのかなというのも考えたのですが、主婦の方ですと日中、

でもほとんどの方は働いておられるので、やはり平日の日中は難しいなということで、夕方

の６時半からやっているのですが、それに関しては、「どうですか時間は」というのを聞き
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ますと、やっぱりこの時間がいいというふうなことは言われて、その時間でやっているので

すが、なかなかそんなに集まってはいただけなかったというところがありますので、ちょっ

とその辺工夫しながら続けていきたいなと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

いつもお伺いしている滞納整理機構についてお伺いいたします。これは、町民に限らず職

員も、私はあまり区別するべきでないという考え方なのですが、これ、どうしようもないも

のを送っているという、どうしようもない線引きはなかなか難しいと思うのですよね。その

ほかにどうしても駄目なものは、今度、債権放棄とかがあるわけですよね。私はそういうと

ころでなくて、町職員、一番町民のことを知っている、そこのところでやっぱり完結するべ

きだというふうに考えておりますけれどもいかがでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

滞納整理機構につきましては、ありとあらゆる手段を使ってといいますか、いろいろな手

法を駆使して、なかなか収めていただけない方につきまして、そういった手段を取らせてい

ただくということで行っているところでございまして、町にとってもそれなりの成果が上が

っておりますので、これは、同じ十勝の市町村の職員で組織して専門的にやるということで

ございますので、それはそれで機能していることでございますので、特に問題はないかなと。

これからも利用していきたいなと考えているところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時００分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑はありませんか。 

辻󠄀本委員。 

○辻󠄀本正雄委員 

今回の予算で、衛生費について、１８節の負担金、補助の生活系生ごみ減量化推進事業補

助金３００万円が予算措置されているのですが、これについて、生ごみの減量化は非常にい
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いことかなと思っております。 

そこで、今回コンポストが５,０００円の２分の１、また器具に対して５万円の２分の１

という補助措置がされているのですが、２点ほどちょっとお伺いしたいのですが、コンポス

トについては、過去にもこのような事業があったかと思うのですが、前回の経過について分

かる範囲で、まず１点お聞かせしていただきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

今ご質問のコンポストの助成につきましては、過去に行ったことがございます。ちょっと

今資料が手元にはないので、そこの数値については、後ほど回答させていただきたいと思い

ます。 

ただ、過去に行いまして、生ごみ減量化ということはやったのですが、当時と今ではまた

状況が変わっておりまして、非常に生ごみの減量化というのは、お金に直結するというよう

なこともございますし、環境のこともございますので、さらに進めたいなと思っているとこ

ろでございます。 

後ほど回答させていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

辻󠄀本委員。 

○辻󠄀本正雄委員 

それではもう１点は、今回、器具式についても２分の１の助成をされるということなので

すが、器具式においては、乾燥するタイプ、そして軽くして軽量化する、それから堆肥化す

る、そしてもう一つ、細かく砕いて下水道に流すというタイプも実はあるのですが、今回の

事業に関して、この全てのタイプが対象となるのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○菅予算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

機械のほうの部分でございますけれども、電動も手動もどちらでもいいのですが、予算的

には電動のほうの予算化を現在しております。それで方法としましては、微生物の利用であ

ったり、温風であったり、堆肥化できるものについて、購入の２分の１、マックス５万円で

の補助をするということです。ただ、粉砕してディスポーザーとして、そのまま下水に流す

といった部分については、今回対象外としてございます。 

○菅予算審査特別委員長 

辻󠄀本委員。 

○辻󠄀本正雄委員 

それでは、ディスポーザーについては今回対象外ということで、私もそのほうが妥当だと
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思っておりまして、特にこのディスポーザー、粉砕して下水に流すということになりますと

下水の処理に非常にコストがかかるといった意味ではコスト高になってしまうということ

で、器具の補助対象になる、ならないというのをしっかり明記して、補助の申請をしていた

だくということがいいかなと思っております。 

十勝でも既に何市町村かこのような事業をやっているということも聞いておりますので、

ぜひこの事業が実を結んでごみの原料化につながるものと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかにございませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

教育長に、まずお伺いします。生活するには、よく衣食住と言われていますが、そのうち

の一つである衣服、衣料品でございますけれども、町内でまた衣料を扱うお店が閉店いたし

ました。このお店については、大樹中学校と大樹高校の学校指定の制服と指定ジャージを取

り扱っていたと伺っております。それで、引き続き町内に取扱店があるのかどうかお聞きし

ます。 

なくなると非常に不便であり、両学校に進級、進学する生徒の保護者の皆さん、今は特に

そういう時期ですので、どこで購入すればいいのか思案している。また、中には既に準備さ

れている方もいるのかなと思いますけれども、不安を解消するためにも、分かりやすく、そ

して親切丁寧な周知案内が必要であると考えます。どのように周知されているかお伺いしま

す。また、高校についても、分かりましたらお聞かせをお願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

学生服の取扱店、今回お店をやめられるという情報は入ってきました。ただ、実際に教育

委員会のほうでは、そういう取扱いをやめるとかということのお話は聞いてございません。

話の中では、業者間で扱い店を決めるようなことも情報としては入ってきておりますけれど

も、実際に、やめられる衣料品店から、今後、学生服の取扱いをしないというようなことで

の問い合わせは委員会に来てございません。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

それでいいのかなというのを質問でさせていただきますけれども、教育委員会には入って

きていないということなのですが、指定の制服・ジャージでありますから、教育委員会、中

学校なりで指定されているということになると思うのですが、これについては、保護者はど

こに問合せすればいいのかお聞きします。 
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○菅予算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

指定ジャージ等の取扱いについては、中学校であれば中学校、高校であれば高校に問い合

わせをしていただいて、判断を仰ぐということになろうかと思っております。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

中学校ということで、今お聞きしました。聞かれる前に、まずこういうことで取り扱って

いる店が閉店で、業者間でやるような話を今していましたけれども、保護者にとっては業者

が分からない方がいるわけですから、積極的に学校のほうから、今度進級する、あるいは高

校であれば、教育委員会ではないですが、お伝えしていただくなりして、保護者が不安にな

らないように学校から通知すべきと思いますけれども、その辺よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○菅予算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田拓己教育長 

制服の業者の変更等による情報の周知ということでございます。 

中学校におきましては、既に終了してございますが、一日入学ということで子ども達を中

学校に招き、その折に保護者のほうに準備関係のものについて説明をする場も設けていると

ころであります。そういったところで、制服の準備についても情報は提供していると思って

おりますが、ただ、この時期は転出入もございますので、そういった方もいるということで、

中学校のほうには保護者が困らないように丁寧な情報を提供ということで、さらに私どもの

ほうからも指導助言してまいりたいと思っているところであります。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

できれば、今中学校のほうにお話いただくということで、高校の内容については把握して

いないのかなと思いますけれども、こういう懸念があったということでお伝えいただき、入

学式のときでも、入学式のときはもう既に遅いですよね。入学の発表された段階で、入学通

知を送る段階で、決定通知を送る段階で、併せてそういうことの取扱店はどこだというよう

なことを教育委員会のほうからこういう懸念があったということをお伝えいただければな

と思います。それはお願いの一つとして、次に、町長にお伺いします。 

この関係で、店の閉店については、人口の減少や、あるいは後継者等による問題がありま
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す。ただ、この関係、衣料品店でなくても取扱いはできるのかなと思います。大樹中学校、

大樹高校の指定の制服・ジャージ、あるいは校章などもありますけれども、町内で購入でき

ることが望ましいと。現在、町内で取り扱いするのかどうかも私分かりませんけれども、今

の答弁の中ではちょっと判断できませんが、町内でできるということであればよろしいので

すが、今後こういうことで仮に町内でできないということが起きた場合、何とか対応してい

ただくなり、町長の今の思い、考えをお聞かせ願います。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

一つ情報を得ているのでご披露しますが、中学校の指定ジャージですが、大樹では取扱い

というのがないということで、広尾と帯広で取り扱うような通知が回っているようです。そ

のようことの情報は把握していないのかどうか。私のほうではそのような情報も出ているの

ですが、そういうことがあったので今お聞きしていますので、よろしくお願いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

町内で取り扱う店がないということで、町外の店が取り扱っているという情報で今後どう

するということでありますが、商業活動の中でありますので、町内の業者で取り扱っていた

だけるところがあればそれにこしたことはないかなと思いますが、町のほうからそれをどこ

どこで扱ってくださいとか、扱えるところがないのかというのは、なかなか難しいかなと思

いますが、他町、近くでは広尾、あるいは帯広は生活圏の中の一つでもありますので、そう

いったところでというのは過疎地としてはあまりよろしいことではないのですが、致し方な

いところがあるのかなとは思います。 

何か打てる手だてがある、あるいは商工会等々を通じて、どこか扱ってくれるところがな

いのだろうかというような働きかけはできるかなと思いますので、そのようなことはちょっ

と考えてみたいかなと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

先ほど言いましたように、人口も減少した中で、いろいろ店も事情があって、採算が上が

らないとなかなか引き受けられないということもありますから、私も無理にとは言っていま

せん。今、町長言われた話を向けていただけるような機会があれば、よろしくお願いしたい

と思います。 

答弁は要りません。終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 
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安田委員。 

○安田清之委員 

４２ページの銀河連邦タイキ共和国、昨年は３２万円、今年度４７万円の予算計上をされ

ています。これはＪＡＸＡのあるところの共和国ということは認識しておりますが、活動内

容が我々には何も見えません。これはどんな活動をして何をしているのか、現実的には町民

は何も分からないと。議員も分からないのですから町民は分かるわけないと。ここら辺の動

きをちょっとお教えいただきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

銀河連邦の活動内容ということでありますが、まず銀河連邦は、委員おっしゃるとおり、

ＪＡＸＡの中の宇宙科学研究所というところの実験場所がある自治体が加盟している共和

国になりまして、７自治体になります。相模原市、能代市、大船渡市、佐久市、肝付町、

角田市、大樹町ということで７自治体になります。 

大樹は、設立当初からではなくて、平成２２年４月１日に加盟しているという共和国にな

ります。活動内容ですが、大きくは、まず一つは各自治体で行われるイベントに出展、又は

特産品を送りまして委託販売をして、大樹町の特産品のＰＲをしているというところになり

ます。相模原市で行われる桜まつりという大きなイベントについては、職員等が行きまして、

実際に対面で販売をしてくるということになります。過去は、役場職員だけで行って、物産

品の販売ということをやっていたのですが、政令指定都市の相模原市で、これは自分達の特

産品、又はそういったものをＰＲするチャンスだということで、役場職員は数名に限ってい

きまして、実際に町内の商工業者に自分達の商品であったり、物をＰＲする機会に使いませ

んかというような方法に変えまして、現在は２業者ぐらいを限定して募集しまして、一緒に

行っているということです。そのうち、彼らの旅費なんかも銀河連邦の予算の中で助成して

行っているというのがまず一つの大きな交流になります。 

もう一つは、子ども交流事業ということで、この７自治体の中で、持ち回りで当番となり

まして、各加盟の自治体の子ども達が当番市町村に行きまして、子ども達と交流する事業が

もう一つになります。 

もう一つは、これも持ち回りになりますが、銀河連邦フォーラムということで、そこの理

事者が大統領という形になるのですが、大統領が一堂に会しまして、銀河連邦フォーラムに

おいていろいろ意見交換を行うということが大きく分かれているイベントというか、活動内

容ということになっております。 

我々も活動内容の周知としましては、これまで広報紙とかにこういうことをやりましたと

いうことで報告はしておりますが、現状では、宇宙のことをまだまだ分からずということを

ご意見いただいておりますので、広報紙とは別に、毎月チラシでニュースレターという形で

出しておりますので、今年度行いました子ども交流事業であったり、物産のことについても
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触れさせていただいて、ニュースレターで周知しているところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

宇宙とあまり関係ないのではないかなと。物品販売、子どもの交流。これは、早く言えば、

物品販売であれば商工課なのだろうと。それから、子どもの活動については教育委員会なの

かなと。 

どうも、これ、何なのだろうなと。肝付あたりからも柏林公園まつりにはお出でいただい

ておりますので、そこら辺はお会いしておりますので若干分かるのですが、もう少しこれ見

えるような、宇宙に特化した銀河連邦であれば宇宙の、肝付あたりは今度打ち上げやるわけ

でしょう、どんどんね。そこら辺の情報を我々にも見せるとかというのが必要なのだろうと。

共有しながら宇宙に特化をしていくんだよと。みんなが切磋琢磨しながら、ロケットを上げ

たいのだとか、いろんな行事をしたいのだとかということをやっていると思いますので、も

う少しそこら辺のことをＰＲしていただきたいと。 

そこら辺の物品販売とか何とかっていうのは、ちょっと後づけでやってるのだろうなと。

どうしても予算をつけているのでやらざるを得ないのだろうということは分かりますが、も

う少し宇宙に特化したような、宇宙について負けるわけにいかないのでね。だから、そこら

辺を含めてきちっとＰＲを、大樹のことも含めてＰＲしてもらうというようなことをお考え

いただきたいと思いますので、答弁はいいですから十分お考えいただいて、次回のときでも

またお聞きしますので、お願いをしときます。 

お願いは、本当は駄目なのだけれどもね。多分、答弁もしづらいだろうというふうに思い

ますので、町長やりたいでしょう。では一つやってください。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

銀河連邦につきましては、きっかけが宇宙科学研究所の実験場等々施設のある町というこ

とで参加させていただいております。その根底には、災害協力協定というのもやっておりま

す。実際に、東日本大震災があったときには、大船渡市が災害を受けておりましたので、私

どもも物資をお届けに上がったということも行っております。逆の立場になるかも分かりま

せんので、そういった関係性も持たせてもらっているということでございます。 

また、先ほどありましたフォーラムとか桜まつり等々では、首長同士も会いますので、そ

の中での情報交換というのが非常に大事なことでございますので、この４月６日ですか、桜

まつりがございまして私も参加しようかなと思っておりますので、その際には、各地域の宇

宙に関する取組の情報交換などもしていきたいなと思っております。 

また、過去に銀河連邦での、私ども入る前かもしれませんけれども、国に対して、共同で
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予算をもっと充実してほしいというような要望をしていたように聞いておりますので、そう

いった活動も今後もあるかもしれませんので、そういったことで交流を深めながら情報交換

していきたいと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

町長の言うことは十分分かります。分かりますから、もう少し我々にも、予算づけをした

ということは、やはり町民にも見せなければいけないと思いますので、十分そこら辺は、肝

に銘じてやっていただきたいというふうに思います。 

○菅予算審査特別委員長 

菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

先ほど委員がおっしゃったとおり、予算は企画費の都市間交流事業で予算を持っていて、

銀河連邦の実際の事務局的にやっているのは航空宇宙推進室、やっている内容は物産のＰＲ

ということで、非常に分かりづらい複雑な内容になっておりますので、そこら辺は整理して

いきたいと考えております。 

実際には、観光のほうは、もう既に商工観光係のほうに任せておりまして、今回の桜まつ

りの業者を連れていったり、実際に販売するのは商工観光のほうでやっておりますので、そ

ういった見える形のほうも整理していきたいと思っております。 

また、今回の補助金のほうの予算が若干増えているのですが、コロナでしばらく何もでき

ないで繰越金も段々減ってきた中での措置ということになりますが、先ほど町長言われた桜

まつりの事務局長会議で、今後のイベントの詳細が分かってきますので、それがはっきりし

た時点で、またイベントの状況を見ながら補正対応という形でしていきたいと考えていると

ころです。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

４０ページのゼロカーボン推進事業についてちょっと質問したいと思いますが、大樹町が

ゼロカーボン宣言したのは２年前ですよね、たしか１２月。具体的にもう２年経過して、今

後どうしようかということかなということで、過去に私も一般質問させていただきました。

具体的なアクションプランというのがあまりにもまだまだ固まっていないなというのを私

は感じていましたし、今回予算を見ると、内訳が大幅にいろいろ、委員の数は倍増になった

り回数は２回を４回に、大幅にやろうという考えが伺えます。 
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これについて、町長は、ある程度ゼロカーボンについてはいろいろな政策の中でやってい

けることが可能かなというふうに考えていらっしゃると思うのでいいと思いますので、そう

いう町長のお考えを、今後に向けて危機感のある中で進めているのではないかなというふう

に私は推察していますが、その辺のお考えをちょっとお聞きしたいなと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

ゼロカーボンの取組につきましては、まず宣言をしまして、その後に再生可能エネルギー

導入計画というものをつくっております。これを作成して、もう示しているところでござい

ますが、それに基づいて、まずできるところから手をつけていくというようなことでござい

ます。 

ゼロカーボン推進協議会も、令和５年度は、２月ですが開催しております。その中には、

雪印も入っておりますし、某ガスメーカーの方にもオブザーバーとして参加していただいて

おりますし、大学の先生、室蘭工大の先生と、それから北大の先生にもアドバイザーとして

入っていただきながら、今後の取組について協議をしてきたと。 

２０３０年に４６％、２０５０年にゼロというのが大きな目標でございますので、まずは

２０３０年に向かってどこまでやれるかというところで取り組んでいきたいと思っており

まして、地域の資源を循環させるというのが一番かなと思っておりまして、その取組の中で

は、バイオガスの利用と、あるいはバイオマスの利用というようなものが大きなウエートを

占めるのかなと思っておりまして、バイオガスの利用につきましては、発電のみならず燃料

として利用できないかというような検討を今進めているところでございます。 

実際に火葬場で、今、灯油でやっておりますけれども、灯油の代わりにバイオガスででき

ないのかという試験も既にやっておりまして良好な措置をいただいている。あるいはインタ

ーステラテクノロジズにあっては、ロケットの燃料をバイオメタンによってロケットを打ち

上げたいということでの燃焼試験を実際にやっておりまして、良好な成績だったというふう

にも伺っておりますので、使い方をいろいろ、これから公共施設もガスヒートポンプの導入

も考えられるかなと思っております。 

これからの施設は、暖房だけではなくて冷房も考えなければならないので、ガスヒートポ

ンプは有効かなと今考えておりまして、それにバイオメタンが使えれば全く二酸化炭素を出

すことなく公共施設は維持できるというようなことも考えておりまして、それらをやってい

くためには、出口の使う側もそうなのですが、今度供給側の問題もありますので、その辺の

サプライチエーンではないですが、システムが成り立つのがどうかというのを今、某ガスメ

ーカー等も含めて検討に入っているというような段階でございます。 

そういったことで取組をどんどん進めていきたいなということで、ゼロカーボン協議会も

積極的に開催していきたいなと思っているところであります。 

また、環境省の事業の中で、十勝では先行地域というのが２か所、２団体､もう既にやっ
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ておられますが、それにチャレンジできないのかなという検討もしておりますが、なかなか

先行地域はハードルがどんどん高くなっておりまして、特に地域で発電する電気を有効に使

うのが主な事業でありますのでなかなか難しいのですが、その先行地域ではないメニューの

中には重点というのがあります。それに手を挙げる、十勝管内では現在それも２か所の町が

もう既に実行しておりますけれども、それに該当させることはできないかということで今検

討しておりまして、近々議会の皆さまにもご相談したいなと思っているところなのですが、

まずは手挙げをしてみたい。 

大変狭いものですから、たくさん該当できるというものではなくて、本当に北海道の数件

しか採択できないのではないかと言われていますので、ハードルは高いのですが、そちらの

ほうも検討しているような状況でございまして、それに限らず、ありとあらゆる補助事業

等々も活用しながら進めていきたいなと考えているところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

実に、このテーマについては、町民の方も非常に分かりづらいといいますか、なかなか積

極的に何がメリットあるのかなという分かりづらいことだと思うのですね。逆に、環境にい

いもの、ゼロカーボンを達成するのであれば、逆にいろんな意味で生活的には負担増になる

のではないかというふうに考える方がほとんど多いのではないかなと。でも、もう時代は負

担増ではなくて、快適なほうに向かっているということを明確に示さないと、なかなかその

動きというのは活発化しませんよね、実際にね。 

ですから、先ほど町長からご説明あったように、お話にありましたが、いろんなエネルギ

ーを変えていくということが、最終的には社会全体の非常に快適な生活になるのだと。つま

り、もう言われているのは、エネルギーは、作るから、運ぶから、使うまで、全てにおいて

排出する二酸化炭素を考えなければいけないという時代に入っていますので、ぜひその辺の

ところを進めていただきたいなということと。 

１点、先ほどのご説明にもありましたけれども、今回アドバイザーも、先ほど言われた４

人に増強されています。変な意味はないのですが、役場の知恵だけではなくて、世間一般に

ある専門的な知恵をどんどん融合して、実際本当にできるプランを早急につくらないと、ゴ

ールは２０３０年５０％削減、２０５０年にはゼロ％ということですから、ますます加速し

ていくと思うのです、私はね。こういうことで考えていらっしゃるのではないかなと思いま

すけれども、そういうことですね、町長ね。そういう方向で進めるということですね。であ

れば、もし何かあればご説明ください。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

町民の方はなかなか分かりづらいという部分は、確かにそうかなと思います。先ほどごみ



 

－ 26 － 

の話もありましたけれども、ごみの減量というのは、家庭でできる一番のエネルギー効率化

というか、そのことも大事だなと思っております。 

家庭では、太陽光を導入して、あるいはＥＶ車を導入したりとか、そういった取組という

のはできるかなと思います。昨今、電気料が大変高くなっているので、そういったものの導

入においては、逆にある意味追い風な部分もあると思うのですね。電気代が高いことによっ

て、太陽光が導入に向くといったところに行政もお手伝いをできるかなというのが、重点地

域の重点の取組化の補助事業はそういったメニューがありますので、そういったことを促す

ような補助もありますので、そういったことができればなと思っております。 

アドバイザーの先生方には具体的な話をかなりしていただきまして、結構目からうろこの

部分もありまして、もっと大きな視野でいきますと、例えば鉄鉱、室蘭は鉄鉱の町なのです

が、鉄を溶かすにはものすごいエネルギーとＣＯ２を出して、石炭を使っているわけですの

で、コークスなんかも使っているのですが、結局ヤシの実、ヤシがらだったりするので、な

かなか難しいのだと。石炭をどんどん焚いて製品を作ると買ってもらえないのだというよう

な時代になっているということで、再生可能エネルギーでの、例えば鉄を溶かすような高炉

は大変困っているので、十勝は農産物が多いので、そういったものでコラボできないかねな

んていう話も出ておりましたので、大変興味深い話が聞けますので、そういったことを共有

しながら、大きなこと、あるいは小さなことを含めて、目標に向かって取り進めていきたい

と思っております。 

また、情報も開示しながら、皆さんとともに考えていきたいなと思っているところでござ

います。 

○菅予算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

本当にその方向で進めていただきたいのですが、ご存じのように、最近、苫小牧のことが

ありましたよね。これから水素エネルギーを貯留する、今まで石油ではなくて、今度水素を

貯留するのを今度苫小牧に造るという壮大プロジェクトがもう始まろうとしていますね。で

すから、エネルギーもいずれそういう方向になるのだというふうに考えなければいけないで

すよね。環境に関しても、ここは本当に重点的にやっていただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

先ほど、ごみの減量化及び資源化について町長が触れられていたので、それに関連してお

聞きしたいと思います。 

家庭系及び事業系のごみ排出量削減を着実に実施するためには、具体的な目標数値を示し
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て、町民一人一人に協力を求める取組が必要だと思いますが、その点についてお考えがあれ

ば伺います。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

ごみ減量につきましては、一般廃棄物処理計画というのがございまして、そちらで示して

おりますので、後ほど回答させていただきたいと思います。 

私の感覚として、今まで大樹と広尾で処理場を持っていて自分達がやっていたので、サー

ビスが、自分達のだからということで持ち込みごみが無料だったということもあって、ほか

の町から見ると非常に多いということで、今回の２.２５％という大きな比率になっている。

人口規模的に同じぐらいの町の数値にまで減量したいというのが、まず私の感覚の第一の目

標であります。 

そのためには、一番簡単にできる効果が大きいのは、資源ごみと分けるということですね。

資源ごみに回せるのに有料の袋に入れて出ているごみが物すごい多いということでござい

ますので、持ち込みもそうなのですが、資源ごみなのに燃えるごみに回ったりしているとい

うのが多いので、そこを徹底すれば、町民の方にもメリットですし、私どもにとってもメリ

ットです。 

当然私どものメリットは町民のメリットなのですが、そういったことにつながりますの

で、そこをずっと広報紙でキャンペーンのように毎月載せておりますけれども、あるいは、

先ほどの町長と語る会でも必ずごみの話はさせてもらっていまして、その中で具体的に「こ

ういったごみは資源ごみなのですよ」というのを示すと、すごく関心を持っていただけるの

で、「いろいろな会合があったら出かけますので呼んでください」というのを言っておりま

したら、この間、呼ばれまして、これからなのですが、呼ばれてちょっと具体的な話をして

ほしいというようなこともございましたので、そういった関心を高めていって、まず分別を

する、それから生ごみを軽くするというようなことに取り組んでいきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

ごみの削減と資源ごみに対する考え方は、やはり小さい頃からそういうものは醸成してい

かなければ意味がないのかなと、私は考えております。 

そこで、将来社会を担う子ども達、子ども会とかの活動で、資源ごみの回収や夏休みの清

掃活動に対する協力を要請して、参加してくれた子ども達に対し、図書券の配布などを行っ

てみてはどうかと考えているのですが、その点についてお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 
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子ども達にそういった関心を持ってもらう、あるいは知識を持ってもらうということは非

常に大事なことだと思っております。その点で、今言われたような子ども会活動に対して、

何かＰＲ、あるいは促進することというのは大事かなと思いますので、考えてみたいと思い

ます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかにありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

中学校のバリアフリーの事項別の説明の中で、中学校のバリアフリーというか校舎のバリ

アフリーのことに関しては、大変いいことだというふうに思っています。 

それで、気づいたのですが、なぜ小学校のバリアフリーということが予算計上されていな

いのかなということが気になりました。中学校のバリアフリーの内容をお聞きしたいのと、

なぜ小学校にバリアフリーの点検といいますか予算計上されていないのか、そのことについ

てお聞きしたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

まず、小学校のバリアフリーの部分で予算計上されていないのかという部分については、

平成２１年から今の小学校を使っておりますけれども、建設当時からエレベーターをつけて

いるとか玄関に段差がないということで、ある程度バリアフリー化をしている建物というこ

とで、既に終えているという判断でやっております。また、新たに障がいを持つ子が入学さ

れれば、その都度、学校と相談しながら、また保護者と相談しながら、改修のほうを考えて

いきたいと思っております。 

あと、中学校のバリアフリー化の部分については、まず、車椅子のままで３階まで上がれ

るような階段昇降機、これは建築基準法に基づいたものを設置する予定でございます。また、

トイレにつきましては、引き戸にするとか個室を一つにして広くするとか、多目的に使える

ようなトイレ改修、また、生徒玄関につきましてはスロープを設置するというような内容の

工事ということでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

あおぞら共済の関係で聞かせていただきます。 

僕はあんまり賛成できないなという思いでおります。なぜなら、現実的にあおぞら共済に

個人で入るわけではないですね、企業が入るのですよね。登録をして、そこの従業員を入れ
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るわけですよね。たった１４万円ほど予算計上してるのですが、企業が入らないと何の価値

もない。うちは、あおぞら共済ではなくて勤労者センターでしたか、これについては出資も

しているということも分かりますが、現実的には無意味だろうと。それから、サービスがあ

りますと言いますけれども、全部自分が申し込まないと進んでいかないシステムなのです

よ。そうであれば、僕は退職共済のほうへ若干増やしたほうがいいのではないかというふう

に思います。商工会の退職共済の補助は何か月分、商工課長やっていますか。 

○菅予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

中小企業の退職金の共済制度に対する助成でございますけれども、この助成につきまして

は、最初に掛金を納付した月から１２か月間、１年間納付した金額に対して助成を行うとい

うものでございまして、月額の上限を５,０００円という形で、補助対象経費の４分の１を

補助しているというところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

４分の１ですよね、掛け分のね。実質４００円ですよ。全然率違う。何のためにこれをや

るのか意味がちょっと分からない、現実的に。退職金のほうが、本当にそのために掛けてや

るのであれば、控除にもなりますし、このあおぞらもなりますけれども、僕は無意味のよう

な気がしてどうにもならないのですよ。やるのであれば、こういう今までのやつに手厚くす

る。町長、そういう考えないですか。何か思いつきのように出てきたような感じするのです

よ。 

もう４年も５年も前からあおぞら共済はやっているのですよ。１９しか出てないっていう

ことは、企業が入ってないってことは、あんまり魅力がないものに町が出すのかと。僕はこ

れを疑問に思っております。本当に内部的に商工会から言われたというのであれば、企業に

何も言ってないわけだから、現実的に、町長、ここら辺は少し考えたほうがいい。商工会か

ら言われたといってあれしても、現実的に商工業１９だよ、入っているのが。退職金のほう

が多いのだから。そしたら、こっちのほうが将来的には勤めた方がもらえるお金がきちっと

入るということになるわけですから、そこら辺、町長どうですか、これ。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

あおぞら共済につきましては、福利厚生の面が強いかなと思いますが、企業が入って、組

合員にサービスがいくというものでございますので、それは言われるとおりでございます。

１９しかないっていうことは、１９しかないので促進をしたいということであります。もっ
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と広めたいということで、そのきっかけとなるようにということでの今回の予算措置であり

ますし、これを思いつきと言われましたけれども、商工会からの要望事項でもありますので、

それを重く私は受け止めたということでございます。 

対象共済につきましては、十分言われるとおりだと思いますけれども、それについては十

分かどうか分かりませんが、それはそれとして、５,０００円の１２か月の補助をしており

ますので、これは従来どおりでありますので、それはそれとしてやっております。これが足

りないとか、もっと増やせという議論はまた別途なものだと思いますので、それは別にやら

せていただくとしまして、あおぞら共済につきましては、せっかくの制度でありますし、本

体設立のときにも出資もしまして、また年間の維持費に関しても補助をしているところであ

りますので、もっと広めるということが必要かなということでの今回の措置でありますの

で、ご理解願えればと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

町長ね、ちょっとしつこいと思われるだろうけれども、町長も嫌な思いしないように、現

実的に、いただいた資料によると、ずっと払ってても５万円なのですよ、最高。死んだとき

ですよ、不時の事故で。あと１万円なのですよ。そのことがあんまり福利厚生になるのかと

いうと、人間ドックになります。何になりますといっても、人間ドックに１万円ですよ、現

実的に。補助しますと。本当にこれがどうなのだろうと思うのですよ、福利厚生に。企業で

もきちんと福利厚生できているわけですよ。新たにこれに入れといっても、本当に増えるの

かなと疑問を感じております。 

このことについては、商工会の要望もあったというので、それ以上はやりませんけれども、

商工会の役員の皆さんに、本当にどうなんだと。これがいいのかどうか、それなら違う方法

があるんだろうと。これから総会もあるというふうに思いますので、十分お聞きしながら。

町長は働いている方の福祉向上になるから、要望もあったし、これがいいかなと思って取り

入れましたと。これは認めますが、今回は認めますが、商工課長、これはどのぐらいの目標

数値を持っているのですか。これを何十件増やすつもりでいるのか、そこら辺はっきりと。 

○菅予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

今現在の１９事業所で７０人が加入しているというところでございまして、会員数で今回

の予算としては３０人増加するように目標を立てているところでございます。 

 以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

休憩します。 
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休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時００分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 最初に、午前中の辻󠄀本委員の質疑に対する町側からの説明を求めます。 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 辻󠄀本委員からのご質問のコンポストの過去の補助金についてお答えしたいと思います。 

過去にあった事業の経過でございますが、平成３年から平成１５年まで事業が続いたもの

で、平成１５年の予算状況では、予算１５万円に対し、決算で６万３,０００円の実績があ

ったというものでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

続いて、同じく船戸委員の質問に対して町側から説明を求めます。 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

船戸委員の一般廃棄物の処理計画の目標でございますが、計画については、令和２年から

令和１１年の一般廃棄物の計画でございまして、一般廃棄物の目標としては、一般廃棄物排

出量が令和元年は２,０２３トン、これが基準となっておりまして、目標として令和１１年

で１,７８０トンということで、１２％の減を目標と掲げております。 

それと、１人１日当たりのごみ排出量ですが、１日１人当たり１,０１５グラムが元年の

基準でありまして、それを目標の令和１１年では１人１日当たり１,０００グラムという目

標を立ててございます。 

もう一つ、リサイクル率です。これについては、令和元年で９.２％のところを、目標と

しては１０.４％ということで、リサイクル量を１.２％増という目標を掲げてございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

教育委員会にお伺いいたします。 

自主学級の件なのですが、自主学級の申込み要件に、１人１回３００円の学習料のほかに

材料費が自己負担ということになっているのですね。例えば５回出席すれば１,５００円な
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のですが、都合によって、例えば２回休んだら３回出て、９００円でいいという解釈をして

よろしいのでしょうか。。 

○菅予算審査特別委員長 

 梅津社会教育課長。 

○梅津社会教育課長兼図書館長 

ご質問の件でございますけれども、申込み自体で５回開催するということであれば、最初

の１回目のときに５回分を支払っていただくということになりますので、３００円掛ける５

ということになりますので、５回ということで１,５００円納入していただくことになって

おります。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

そうしますと、３月号の広報たいきの「学び隊を応援します」という募集ですね、自主学

級の募集にその旨が書いていないのですよね。そうすると、来た人が当然３００円しか持た

ないで来るわけで、次休んだときに、この前の分もらうよなんていうことをなかなか、こう

いう文章からいくと、解釈からいくとできないのですよね。そんなところで、それがそうだ

というのであれば、申し込んだ時点での金額をいただきますというようなことをきちっと書

いていただくと、取り組んでいる私、事務局としても大変楽なのですが、いかがでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 梅津社会教育課長。 

○梅津社会教育課長兼図書館長 

以後、令和６年度以降につきましては、そういったことがないように周知徹底を図るよう

に改善してまいりたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

ありがとうございます。 

この件については、１回限りということだったのですが、毎年開催してもいいということ

で、非常に積極的に改善していっているということだけは、私どもも認識しておりますので、

質問を終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

ちょっとお伺いしたいのですが、今、巨大地震が発生予想されるとなっているのですが、
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いまだかって旧消防にスクールバスが置かれて、もう６６年経過して、かなり老朽化が進ん

でいるのですが、それいつまで使用する考えなのかお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

今、消防庁舎につきましては、経年劣化が激しいのは承知しているところでございますが、

建替えの予定というのは、今現在はありません。ただ、いつまでも使えるというものではな

いので、状況を見ながら判断していかなければならないかなと思っておりますが、そもそも

スクールバスの車庫につきましては、もともと双葉町にあって、それから町立病院の前にも

あったわけですが、木造で古くなって、風で傷んだりしておりましたので解体をして、今現

在はスクールバス専用の車庫がない状況でありますので、これらについても、早急の対応が

必要だということは承知しております。 

たまたま現在、町の土地を交換売却したところの施設が譲渡される予定ですので、そちら

も活用しながら考えていきたいかなと思いますが、消防庁舎について、現時点でのいつまで

という計画は今持ち合わせておりません。状況を見ながらというふうに考えております。 

○菅予算審査特別委員長 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

土地を入れ替えて、そこなのですよね。そこがいつ頃ずれて、多分それを車庫にしようと

考えていると思うのですが、その区間というか、いつ頃からそれを始められるのかなと、相

手次第だと思うのですが。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

譲渡先の事業者が、私どもに譲渡した土地に新しい事務所、工場を建てるということで、

この春から工事をされるというふうに伺っております。完成が令和６年末には完成するとい

うふうに聞いておりますので、その後、譲渡されるものと思っておりますので、早ければ来

年度からでも、この冬からも一部使える可能性があるかなと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかにありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

１４ページのデジタル田園都市国家構想交付金が４億４,０００万円入っておりまして、

事業内容につきましては、ご説明ありましたとおり北海道スペースポートの整備事業に対し

交付される予定ということでお伺いしております。 

デジ田交付金は、国のほうでは結構力を入れて交付しているところかなと思いますし、午
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前中の同僚議員の確認にもありましたとおり、いろんなメニューがあると思います。今後、

これ以外のデジ田の交付金の活用等、検討しているものがあれば教えていただきたいと思い

ます。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

デジ田の中にいろいろなメニューがあるのですが、窓口改革等々も検討しております。窓

口の事務処理のデジ田が使えるものがあるかどうか、あるいはうちの町に合うかどうかとい

うのも検討しております。 

それから、サテライトオフィスの整備等々もデジ田のメニューにありますので、こちらが

使えないかと、これは検討しておりますが、ほかの同じサテライトオフィスでも過疎対策事

業債が使える場面もありますので、どちらがいいかというような検討を今しておりまして、

どちらか有利なほうを使って、整備をするときにはその財源を使いたいなと考えておりま

す。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

教育委員会に、少しマニアックなことで大変恐縮です。 

生涯学習ネットワーク事業で、社会教育事業になると思うのですが、今、自主学級のお話

が出ました。ここしばらく、何年も残念だなと思っているのは、ずっと従来何十年も公募学

級というのが、教育委員会がこれを目標にということで、町民の方にぜひ大樹町の社会教育

の目標として、こういうふうなことをぜひ学習してほしいよということで旗を振って、こう

いうことをぜひ学習目標として、教育委員会としての町民の方への旗振り事業だというふう

に思って教育委員会の職員、社会教育のスタッフはそういうふうなことを目標にして、ずっ

と長年それを目標というか、旗印にやってきたと思うのですよね。 

一つ、教育委員会にお聞きしたいのは、なぜ公募学級が立ち上がってこれないのかという

か、高い志を持っていないわけではないと思うのですが、なぜ公募学級が立ち上がってこれ

ないのかなというのが、僕、非常に働きがいという言葉がいいのか、ちゃんと教育委員会で

教育目標があって、そういうふうな中でできないのがすごく残念なことですし、なぜという、

もう長年思っているのですよね。どうしてなのでしょうか。それをまず聞きたいと思います。

予算ないわけではないと思って、ずっと思っています。どうしてなのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 梅津社会教育課長。 

○梅津社会教育課長兼図書館長 
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過去のことにつきましては、過去やっていらっしゃったということは承知しています。 

最近やっていない理由でございますけれども、実際、公募学級をこちらから仕掛けてやる

ことに関して、町民から求められているものが、昨年、生涯学習中期計画に伴うアンケート

を取ったのですが、その中でも住民から求められるアンケートの中では、多種多様なものが

より多く言われているということもありまして、昨今の状況から考えますと、なかなかこち

らから仕掛けていろいろな事業を取り込むということがなかなか困難であるということも

一つにあります。そういったことも踏まえて、近年、公募学級ということが実際されていな

かったという経過がございます。 

取りあえず、以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

職員を責めようと思ってはいませんけれども、例えば、生涯学習地域計画、まさに生涯学

習社会をつくっていこうという、そういうふうな中で、羊毛を楽しむ学級を、大樹、田舎で

すよね。そういう中で５年なら５年の５か年計画で、原毛を作るところからずっとやって、

最後は羊毛で作って、そういうふうなことで大樹らしさを体現するような教室もやってきま

した。過去の資料の中では、そういうふうな教室もありました。それから、健康づくりのた

めのそういうふうな気功の教室もありました。 

だから、もちろん住民の方の要望ではなくて、こちらから仕掛けていくのが公募学級だと

思うのですよね。もう一度考えていただきたいと思います。どうしても、あれだったら、南

十勝の中で、共同でやるというような公募学級があっても僕はいいのではないかなと思うの

ですよね。道教委がそういうふうな生涯学習で、お互いに公募を相互乗り入れしていくよう

な、そういう学級の在り方でも、それはそれでどうしても学級生の人数が足らないのだよと

いえば、それぞれ社会教育主事の先生方が相集って、そういう南十勝にふさわしいような学

級もそういうふうなことで立ち上がっていけるのはないかなとも思っていますし、希望では

なくて、大樹の教育委員会としてのそういう考え方でもっと積極的に展開できるようなそう

いうふうな教室があるのでないかなというふうに思っていますので、今日ここでどうなのだ

ということは言いませんので、ぜひ教育委員会として教育委員や社会教育委員がそれぞれ持

ち帰って、ぜひお考えいただきたいと思っております。 

もうこれ以上言いませんので、どうしてもその中でできないのだといえば、それはそれで

諦めます。ぜひご一考願いたいと思います。 

教育長、ぜひお願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

公募学級の開催に関わってということでございます。 
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先ほど西田委員からありました、教育委員会でございましたら第７期の生涯学習中期計画

を昨年度検討し、今年度からそれを具体的に動かしていくということになってまいります

が、そのときに取ったアンケートを、先ほど梅津課長のほうからも答弁の一部にさせていた

だいたところでありますけれども、そのアンケートによりますと、いわゆる町の学習活動へ

の参加に関して、参加していない方への理由を問うたところ「意欲がない」、それから「実

施内容に興味関心がない」という方が７５％を占めておりました。一方で、「社会教育で取

り組んでいる各種事業や講座というのが一体誰を対象にどのようなことをやっているのか

よく分からない」という答えを書かれた方もいらっしゃったということがございました。 

これを踏まえて、私どもがやらなければならないことは、一つは魅力ある企画を考えてい

かなければならない。まさに西田委員が言われる公募学級というのはこの範疇かなと思って

おります。もう一方は、今やっている活動をしっかりと周知していくという、この二つのこ

とをやっていかなければならないかなと改めて思ったところでございました。 

また、今現在行っている事業につきましても、各町民の皆さんからこういったことをやり

たいのだとか、あるいは社会教育委員の会でこんな講演会をやるとかという企画段階で、私

どもの担当者のほうで、こういったことをやってみてはいかがでしょうかと、私どものほう

からも積極的に意見反映をしながら計画を一緒に立てているというところもございまして、

そういった取組を通して社会教育、教育委員会の目指す教育目標の具現化ということの取組

を進めているところでございますが、先ほど申し上げましたとおり、町民の皆さまの声をお

聞きしますと、企画の部分と周知の部分とこれは大きく二つ課題があろうかと思いますの

で、その企画の部分につきましても、次年度６年度の開催になるかどうかというのは検討時

間も内容もございますので、その部分もございますけれども、検討はしてみたいというふう

に考えてございますので、またお知恵等をお借りできればと思っているところでございま

す。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

農林水産業費の熊駆除捕獲謝礼と有害鳥獣駆除捕獲謝礼についてお聞きします。 

道内において、熊による人的被害、農作物被害が非常に増えてきていると思います。大樹

町でも目撃情報や通報が増えている中で、今後、熊の市外地への侵入を防ぐためには、ゾー

ニングという考え方はありますが、やはり人的被害、農作物被害を防ぐためには、駆除体制

の強化が必要だと思います。今後この駆除謝礼、捕獲謝礼について増額する必要があると思

うので、その点についてお考えを伺います。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 
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○松久農林水産課長兼町営牧場長 

ただいま船戸委員からご質問のありました有害鳥獣の関係です。 

熊だとか鹿の有害鳥獣だと思うのですが、特に熊ですね、令和５年度も３１頭ということ

で増えてございます。私達も大変危惧しております。そのため、有害鳥獣実施隊が動いてご

ざいます。今年度６年度は２０名を予定していますが、一応組織して、週１回巡回等を行う

ようなルールで行ってございます。 

報償費につきましては、うちだけではなく、近隣町村の絡みもありますので、その辺を調

べながら、随時検討を行いたいというような考えではございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 船戸委員。 

○船戸健二委員 

例年何千万円もの農業被害が出ていること、また人的被害が予想されることも考えると、

やはり報酬体制、また稼げるハンターということで、今後体制を強化していく必要があると

思います。農協と農協等の関係機関と協議して、体制について再度検討していただきたいと

思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

答弁は大丈夫です。 

○菅予算審査特別委員長 

 引き続き質疑を受けます。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

１１４ページ、観光施設費の晩成温泉の改修を計画して、実施設計について今回予算を組

んでいますし、新年度は新しく修繕に取りかかる予定になっております。 

以前もそうだったのですが、実は入浴料とか晩成の宿泊施設の宿泊料、これが町としても

これだけいろいろな修繕費にかけていくわけですし、少しそういう料金改定といいますか、

そこら辺は、私は必要でないかなというふうに考えるのですね。現状、近隣の同様の施設等

の比較等もあろうかと思うのですが、その辺の考えはどうなのかなと。 

以前から言われているのは、条例があるからなかなか難しいと言われていますけれども、

条例を変更すればすぐできるのではないのかと、逆に単純な考えなのですが、そういうふう

に私は感じるのですね。これについてどういうふうに考えていらっしゃるのかということを

お聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

晩成温泉の料金に関しましては、条例で決めております。指定管理であります町の施設で

ありまして、条例の範囲内で指定管理者がその範囲内で行うというルールになっております
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ので、条例を改正すれば料金改定できるというのは、ごもっともでございまして、過去、私

も担当したときには平成２７年か８年に料金改定をしております。 

料金の引上げにつきましては、入浴料につきましては、上げたら客が減ったということで

は逆効果の場合もありますので、その辺はちょっと市場原理、近隣町村の料金等々も見なが

ら上げるべきかどうかというのは判断したいなと思います。上げれるにこしたことはないの

ですが、上げたところでお客さんがどんと減ってしまうのでは本末転倒でありますので、と

いうところがあります。 

宿泊料につきましては、一応上限ということで今５,０００円ですかね、になっておりま

すけれども、それ以上に、最近は昨今の宿泊関係の料金というのは、帯広にしかり、札幌に

しかり随分高くなっておりますので、その辺を勘案して、もう少し上げてもいいのかなとい

う部分は指定管理者とも相談しながら、改定するとなれば、当然議会にお諮りして条例も改

正してということになろうかと思います。 

ただ、宿泊料というのは素泊まりの料金でありますので、それに食事をつけたり、あるい

は違うサービスがついてということのオプションでの多少の幅は指定管理者のほうででき

る部分もありますので、その辺でできる部分はやっていただいて、なおかつ必要な場合は考

えたいなと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

ぜひ、その辺の検討を進めていただきたいなと。 

今回も、いわゆる町内の公共施設の全般がそうなのですが、長寿命化だと思うのですね。

簡単に言うと、延命させて、５年、１０年持たせましょう。いずれやがて建替えの時期も来

るわけですから、その辺も見据えて料金設定も本当に現実に沿った形にしてもらいたいなと

思うのですね。 

これは、本当に他の施設に関しても同じようなことが言えるのではないかと思いますの

で、ぜひその検討を、条例を設定し、考えを変更しということになろうかと思いますけれど

も、そこらは柔軟に進めるべきでないかと私は考えていますので、それに対してのあれがあ

るのでしたらお願いします。なければよろしいです。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

公共施設の長寿命化につきましては必要で、利用者の安全確保というのが一番であります

ので、まずは安全確保を図ったうえで適正な料金というようなことになろうかと思います

が、料金を取っているこういう観光レクリエーション施設の場合は、料金で考えられますけ

れども、公共施設、こういう施設のほとんどは料金をいただかない、あるいはごく僅かなも

のでサービスしているという部分もありますので、そこはなかなか収支が合わないものは、
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最初からそういうものもあります。例えば体育館とか、１００円いただいても賄えるもので

はないのですが、施設の長寿命化というのはそういった部分ではなくて、利用者の安全・安

心というところを第一に考えて、必要なところから行っていくということに尽きるのかなと

思っております。 

晩成温泉のような利用客から利用料をいただいている部分については、適切な料金設定と

いうのを考えていきたいなと思いますが、ほかの部分についても、まずは、お客様の安全・

安心というところを第一に考えていきたいなと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

道の駅の駐車場の在り方についてお伺いしたいのですが、夜というのかな、朝方にかけて

大型トラックがいっぱい停まっているわけですよね。大手企業の待合所というのかな、待機

場として使われている。そして、エンジンをかけっ放しにして、仮眠を取っていると。これ

は、先ほど皆さんがいうＣＯ２削減に。 

それで、道の駅の駐車場の在り方について、それとドライバーにちょっと聞いたのですが、

「会社から順番来るまでそこで待機していなさいという指示をもらっている」と、こういう

話まで聞いています。この在り方についてお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

道の駅の駐車場の在り方でございますけれども、本来の目的でありましたら、道の駅を利

用する方の駐車場という形での在り方だろうと思っております。 

今、委員がおっしゃったような、エンジンをつけっ放しにして、そこでずっと待機してい

るというような使い方は本来の使い方ではないとは思いますけれども、大型車両の方が休息

で使うとかといったような形では十分利用してもらっても構わないのかなと思っておりま

すし、今後、道の駅を管理している商工会なりと、どういった使い方をしているのかという

のも含めまして確認したいなと思っているところでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

さっきも言ったのだけれども、待機場として言われているというのなら、大手企業が敷地

内に建てるのが本来の形ではないかと思うのですよ。あそこで真夜中に見たら、多いときは

六、七台ずらーっと変な格好で、きれいに並ぶわけでもない、だらだらっていうのかな、あ

れを見ると、ちょっと一般の人は怖がるし、やっぱりそれは企業が責任持って、そういう場
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所をつくるべきではないかと。そういう要望もしたらいかがですか。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

公共の駐車場でありますので、なかなか制限するのは難しいのかなとも思いますし、また、

受入れの順番という時間があるので、それまでどこかで時間調整しなければならないという

ドライバーの方々のこともあります。ドライバーの方々は、道の駅には駐車場があるという

のももちろんですが、２４時間トイレがあったり、自動販売機があったりということもあっ

て使っているのかなと思いますけれども、その辺が、道の駅の駐車場としての機能に支障が

あるというようなことであれば、道の駅の管理をしている商工会ともよく話をしてみたいと

思いますし、また、受入れの大手の企業のほうにも、こういうことがあるのだけれどもとい

う話はしてみたいなと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

企業に一声でもかけて、今こういう状況だということだけは、お伝えいただきたいと思い

ます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

１２６ページ、大樹町空屋対策総合支援事業、こちら２５０万円計上されております。

中身について、ご説明ありましたとおり、除却です。解体の補助で５件分だったと記憶し

ております。空き屋対策となりますと、壊すだけではなくて、活用に関する支援だったり、

そういったものも必要かなと思うのですが、除却に対しての予算しかつけられていないの

ですが、その辺りどのようにお考えでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

空屋総合対策支援事業の内容についてだと思います。 

本年度から除却に対する補助事業を設立しました。並行しまして、空き屋対策を今後どう

していくのかというのを、協議会を持ちまして協議を進めているところです。本年度も２回

ほど開催させていただいて、今後については、委員のほうからも意見が出ております活用に

ついて検討を進めていきたいと考えてございます。 

具体的な内容につきましては、大樹町の空き屋がどういう状況であるのかという現状をま
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ず把握して、どういった活用ができるのか、どのような要望があるのかということも踏まえ

て、協議会の中で意見を伺いながら検討していきたいと考えています。 

○菅予算審査特別委員長 

 播間委員。 

○播間章浩委員 

空き屋の活用もそうなのですが、同時に、空き店舗の対策も必要ではないかなと思ってお

りますが、この辺りはどのようにお考えでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

空き店舗に対しましては、起業家支援制度というのがございまして、もう１０年ぐらいに

なるかと思いますけれども、本来の起業家支援の制度の主旨というか目的は、シャッター街

を解消するというのが目的でございまして、ただ、国道に面したところでないところでも対

象にはしておりますけれども、主たる目的は、シャッター街のシャッターを上げるというこ

とでございます。要は、空き店舗を誰か違う方が起業して、店舗として、店舗以外でもいい

のですが、活用して、明かりをつけてもらう、シャッターを上げてもらうということでスタ

ートしております。こちらの空き店舗対策については、それに尽きるのかなと思います。ほ

かに方法があれば、またそれも考えたいと思いますが、今考えているのは、起業家支援で空

き店舗を利用していただきたいということであります。 

今回、中小企業振興条例も整備させていただきましたので、起業家支援につきましても制

度の見直し、もう少し拡充できるのかできないのかとか、適応範囲をもうちょっと広げられ

ないかといった議論もしていきながら、空き店舗対策も考えていきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

教育長に１点、一般質問でもありましたので、ダブっていたら申し訳ないのですが、中学

校の部活動移行の関係でお伺いをいたします。 

中学校の教員の就業時間の健全化等のための地域移行だと思いますけれども、地域移行の

ためには、指導者の確保をしなければならないということだと思うのですが、都市部と違っ

て、なかなか人口の少ない町や村では、部活動の指導者の確保が大変厳しいのではないかな

と、そういう状況にあるのでないかなと思っております。さらに人口減少とともに、子ども

の出生数が減少しておりまして、その関係で生徒の減少も伴うと。部活動を維持するのが困

難となってきておりまして、他町村の学校との合同で部活動を行う学校が増えてきておりま

す。大樹の中学校もそのような部活動があると聞いております。 

教育長も考えておられるかと思いますけれども、部活動移行委員会というのですか、協議
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会というか検討委員会、これから中身を具体的にやっていくというように伺っておりますけ

れども、今後の検討の中で、このような合同の部活動もあるという中で、近隣町村とも連携

して指導者の確保等を行っていく必要があるのでないかということを思っておりまして、広

域連携の検討も必要ではないかと考えますが、教育長の考えをお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

中学校の部活動等の地域移行に関してのご質問でございますが、基本的には、今年度発足

いたしました部活動等の連携推進協議会のほうで計画を具体化していくこととなります。 

ただ、今年度取ったアンケート等を見ますと、やはり指導者をどうしていったらいいのか、

あるいは団体種目についてはどのように部活動を維持していったらいいのかというのは大

きな課題であるということが明らかになりましたので、指導者の確保、そして団体種目をや

りたいという子ども達のニーズに応えるべく広域化というのも検討の大きな一つの方向性

かなと思っておりますので、令和６年度は、協議会において精力的にその部分について具体

化をしてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

前向きな答弁をいただきましてありがとうございます。 

始まるという中で、まず地元の中の状況を知るということが一番なのかなと、その後かな

とも思いますけれども、南十勝の教育委員会、私も担当したことがあるのですが、教育に関

するいろいろな部分での勉強会、交流会が今も行われていると思います。そういう中で、南

十勝の協力関係については、町村間の壁はないと思っておりますので、積極的にお互いに交

流、情報の交換、あるいは移行に対する推進を行っていただきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

南十勝のエリアでの連携ということでございますが、委員が言われましたとおり、現在も

南十勝教育振興会という組織がございまして、その中で教育長レベル、それから教育委員会

の各担当レベルで日常的に情報交換、交流等をしてございますので、そういった組織のネッ

トワークも当然活かしてまいりたいと思っているところであります。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 よろしいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 
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辻󠄀本委員。 

○辻󠄀本正雄委員 

１２６ページの消防費、２項非常備消防費についてお伺いいたします。 

前年度より５４０万円の予算が増加になっておりますけれども、現状三つの消防団がある

と認識しておりますが、消防団の定員は充足しているのか、その辺について教えていただき

たいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 杉山総務課参事。 

○杉山総務課参事 

消防団の定員でございますが、１１０名の定員に対して、現在１０５名在籍しております。

本団に関しては、現在、団長も含めて１４名、１分団に関しては５０名、２分団に関しては

現在２２名、満度でおります。３分団に関しては１９名となっております。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 辻󠄀本委員。 

○辻󠄀本正雄委員 

今、分団の中では、定員を満たしていないという状況にあるということなのですが、今後、

分団の定員を何とか定員まで回復するという今後の方針は、そういった中であるのかないの

か。現在、異常気象、あるいは震災等、また行方不明者の捜索等には、消防分団の力等が地

域においてはかなり重要かと思っております。そういった中で、定員を満たしていることが

大変重要ではなかろうかと思っておりますので、その辺、町としては、満たす部分、補充を

強力に推し進めていくのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

１１０名に対して１０５名ということで、５名が不足しているという状況ではございま

す。昨今、どこの町村も団員の減少に苦しんでいる状況ではあります。 

その中で、全国的な問題ではあります。これは消防庁といいますか総務省になりますか、

消防団員の年報酬の見直しというのが、ここ一、二年ほど前に行われまして、若干の待遇

の改善が行われたということで、それは基準が変わったということで、各町が決めること

なのですが、大樹町も即時にそれに準じて引上げをさせてもらったというようなこともご

ざいます。 

また、細かなところの待遇、処遇の改善、それから装備品、長靴、あるいは防火服、そ

れから防火帽等々は、昨年までに大体更新が終わっておりまして、そういった装備の関係

も充実させながら、あとは今いる団員が地域の住民の方に声をかけていただいてお誘いし

て入っていただく、町からもそういう呼びかけといいますか広報をしていくということに



 

－ 44 － 

尽きるかなと思っております。 

幸い、女性団員等々、若い女性の方に声をかけていただきまして、今、女性１１名とい

うことで、ほかの町から見ると多いような状況にもなっておりまして、それは友達の友達

みたいな感じで声をかけていただいて、やりましょうかというふうにやっていただいてい

ますので、そういった面の広報周知ということを徹底していきたいかなと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

 辻󠄀本委員。 

○辻󠄀本正雄委員 

昨年、報酬が見直しになったというのは、私も認識しているわけですが、定員まで何とか

して持っていくというスタンスを示すには、現在も町職員で消防団に加入されている方もい

るように思われますが、そういった意味で、またさらに、崇高な理念の下消防団に加入して

くれる方が町の職員の中からいないのかなと。また基本的には、地域の担い手となってくれ

る消防団員が加入してくれるためには、そういったインセンティブを何かつけてやるという

ことも大切かなと思っております。 

今回の予算では、前年同様の報酬ではありますが、一般、実費弁償の部分では増額されて

おりますけれども、さらなる団員の増加、加入のためのインセンティブを持たせることで、

さらなる支援が必要かなと思っております。 

大樹町の場合、まだ５名の減ということでありますが、まだまだ悪いところがあると思い

ますけれども、やっぱり定員になるだけ近づけるということが必要かなと思っておりますの

でよろしくお願いしたいと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

商工費の中で、９０ページ、それから１１０ページが関連しますので。 

中小企業の助成について、私ずっとお話をしておりまして、今回も町長が今おっしゃら

れたように、中小企業振興条例ができました。この中身については、まだこれから検討す

るということでしたが、ここに予算が載っておりますので、これだけ少ない２件、２００

万円程度、町融資で２４０万円程度と。これ、金融機関を指定しなくてもいいのではない

かと。まして１億円を銀行にお預けになって運用しているわけですが、運転資金、設備資

金含めて、どの銀行から借りても従来の利子補給をしますとやったほうが振興条例に見合

ってくるのではないかというふうに思います。 

そこら辺は町長に何度も聞いておりますが、言いづらいこともあるのでしょうが、やっ

ぱり商店が段々少なくなっていますし、商工会の会員数が１９０余りですよね。少なくと

もその中には農業の方も入っていますし、漁業の方も入っていますし、昔は商工業だけで

２３０ぐらいありました。何とか維持しているのですから、これより商店が減らないよう
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に支援をするべきだというふうに思いますので、町長のお考えをお聞きいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午後 １時４９分 

再開 午後 ２時００分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

休憩前の安田委員の質疑に対する説明を町側に求めます。 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

ご質問の利子補給の拡充ということかなと思いますけれども、小規模事業者振興条例を制

定させていただきましたので、それに基づきまして、総合的な小規模事業者等の振興策を考

えていきたいと思います。 

その中に、当然、先ほどお話のありました空き店舗対策もそうですし、後継者対策もござ

いますし、また、商工業の血液であります融資に対する支援というもの拡充を図っていきた

いかなとも思っておりますが、十分、商工会とも相談しながら、商工会の要望の中にも、利

子補給交付総額の拡充、あるいは対象金融機関の拡大というような要望もございますので、

このことも踏まえて、委員、ご質問の趣旨も踏まえながら、商工会とよく協議して対応して

まいりたいと考えます。 

○菅予算審査特別委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

町長、前向きに答弁してくれたという理解をいたしますが、いつもこれでずるずるずるず

ると引っ張られてきております。伏見町長の時代から、この話は私２５年ずっとやっており

ます。進んだのは、伏見町長が借入高を上げてくれた、これ１回のみでございます。 

今言っているのは、どこの銀行から借りても利子補給を払うのは同じでないですかと。そ

こは企業の努力によって借りてくるわけですから、商工会を通して借入れをすると、暗黙に

商工会を通して金融機関へ持っていけというふうにすれば、同じことなのだろうと。そうす

れば、早く言えば、大樹町の銀行が借りる金利より安いかもしれないわけですよ。高いかも

しれない。だけれども、企業は努力によって安いほうを借りようとするわけですよね。そう

すると、町の負担も減るというふうになるわけですよ。ですから、一定ではなく、そこらへ

んは企業努力による借入れをする金融機関、何か分からないような銀行は駄目で、ちゃんと

指定されているような北海道銀行とか北洋とか商工中金とか、いろいろきちっとした政府機

関の株も入っている銀行もあるわけですから、そういうものも含めて、オープンに振興条例、
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本当に素晴らしいものを作ってくれたなと思って喜んでいます。喜んでいますので、前向き

に検討してくれるというふうに思っておりますから、商工会と十分協議し、こういう意見も

ありますよと。 

町長、やはり大樹の商店なくなったら困りますので、そういう面も含めてお力をいただく

ようお願いをすると言ったら、議長はいつも駄目だと言いますので、検討をしたらまた必ず

聞きますので私、答弁は要りませんから、十分検討して、決算のときにもう一度行きますの

でよろしく、それまでに検討し、協議をしていただくということで、質問をやめます。 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

１３２ページ、教育振興費の中で、スクールバス運行委託事業の予算があります。 

それで、ルールはルールとして多分あるのだろうなと思うのですが、例えばですが、実際

委託された業者が、バス停で児童生徒を乗せる、これは当たり前のルールだと思うのですよ。

でも、この冬場、早くからずっとあの寒い中で待っていたり、夏場、雨降っているのにバス

停で無理やり何だかんだ降ろすっていうのは、実際どうなんだろうと。もちろん児童生徒の

安全というものを考えて、そういうルールが必要だということは私分かるのですが、ちょっ

とあまり現状に沿ったような運行内容ではないのではないかなという気がするのですね。い

ろいろな見解の少ない部分があろうかと思うのですが、そこら辺、今後、何といいますか、

フレキシブルに対応できるようなことができるのかどうか、これをお聞きしたいと思いま

す。 

○菅予算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

スクールバスの乗車の部分については、委員おっしゃるように、基本、自宅の近くの道路

沿いに立ってもらうということで今運行してございます。自宅の敷地に入ると、バスの大型

化というものもありまして、そこで十分なスペースがないということで、道路沿いで待って

いただくということにしております。一部、バス停とか待合所というものもありますけれど

も、全て置ける場所もないというところがございますので、そこは現状を見ながら判断して

いきたいなと思ってございますけれども、児童生徒、また保護者は、バスの乗り降りについ

ては十分注意していただいて乗っていただくということと、あと、バスの停留場については、

状況を見ながら判断していきたいなというふうに思っているところでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 
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恐らくそういうことだろうなと私も想像はしています。でも、５００メートルも自宅から

歩いてバス停で待っているというのは、現状ありますよね。ですから、この時期は、せめて

方向転換できなくても、もう少し道路沿いで乗せるとか可能でないかと私思うのですよ。す

ぐご自宅のところまで行って乗せてあげるとか。それは、できる、できないというのは今後

検討していただきたいのですが、あまり一つのことにこだわっているのは、そういう時代で

ないのではないか。例えば児童生徒数も減っていますよね、いろんなところで。過去にはで

きなかったかもしれませんけれども、今の現状だったらフレキシブルにできるのではないか

なと私は思うのですが、そういうふうに考えませんか、どうですか。それともこだわります

か。 

○菅予算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

スクールバスの乗降車の場所のことについてでございますが、天候等により子ども達に支

障があるということ、そしてまた、利用する子どもの数が減ってきているということで、そ

こあたりを柔軟な対応にできないかということでございます。 

それで、第一はやはり子どもの安全でございまして、バス停がその日の天気だとかによっ

てころころ変わるということが、子どもの降りた後、乗るときの安全に支障になってはなら

ないと思いますので、そういったことをもし検討するとすれば、時間をかけて保護者の意向

であるだとか、あるいはスクールバス全体の運行スケジュール、そういったことも十分に検

討したうえでなければ、早々に個別に天気によって対応しますということにもならないかと

いうふうに思ってございますので、今申し上げましたとおり、まずは子どもの安全第一を考

えながら、保護者、それから業者のほうと検討しながら、そういったことも可能かどうかと

いうのを時間かけて検討してまいりたいと思っているところであります。 

○菅予算審査特別委員長 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

教育長は時間かけてと、もちろんこれは試験的にいろいろやらなければいけないと思いま

すので、その辺、進めていただきたいと思います。現状はいろんな意味で変化していますの

で、それに合った形のもの、ころころ変わるというよりも、どれが一番安全なのかとよくよ

く考えていただきたいと私は思いますので、その辺の検討をよろしくお願いします。 

以上、答弁はいいです。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

ヤングケアラーについてお伺いします。 
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○菅予算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 再開します。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

ヤングケアラーの支援についてちょっとお伺いします。 

家族の介護など、世話をする子ども達のことを言うのですが、学校や友達関係、健康に影

響が懸念されるので、早期発見が必要だというふうに私は感じています。そこで、この対策

について、今までというか、今どのような対策を取っているかお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

ヤングケアラーの部分についてでございます。 

ヤングケアラーについては、今、状況を把握するのが非常に難しいということも考えてお

ります。したがいまして、いかに情報を収集するかという部分については、地域の方々が家

庭の状況を一番知っているのではないかというふうに考えておりまして、去年ですか、行政

区長会議において、ヤングケアラーの部分について、教育長のほうから、何かそういう見聞

きした部分があれば教育委員会に一報いただきたいということで、区長を通して情報収集す

るようにお願いをしたところでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 

区長で止まってしまって、行政区内の皆さんに話が回ればいいのですが、行政区によって

もいろいろあると思うのです。学校、地域の協力がないと、これは防げない。そして、ヤン

グケアラーの孤立ということで、本人も自分がヤングケアラーだと気づいてない子もいるわ

けですよ。そういうことから、今そういう孤立を防ぐために対策として条例を制定している

……。 

○菅予算審査特別委員長 

ちょっとマイクに紙が触って、最後のところをもう一回。 

○西山弘志委員 
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すいません。孤立を防止するため、支援の条例制定など、今されている町が出てきている。

その取組はあるかということをお伺いしたい。 

○菅予算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長兼学校給食センター所長 

条例制定については、ちょっと様々な自治体のほうの条例も確認しながら、情報収集して

いきたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

歳入１２ページの健康増進室、予算では４万円計上されていますが、健康増進室の件につ

いてお伺いします。 

今、コロナ禍、コロナ後と移行していく中で、健康増進室を利用したいという若者の声を

多く聞きます。よく聞くのは、男女ともに利用できるベンチプレスや、安全に使用できるス

ミスマシンなどあったら、もっと利用したいという声はよく聞くのですが、今後、町民の健

康的な暮らしや生活の充実に対する思考の変化は今後続いていき、健康増進室の役割は増え

ていくと思います。利用者と利用料を増やすためにも、機器の更新、入替え等についても検

討していただきたいのですが、その点についてお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

健康増進室の利用につきましては、機器の更新は若干ランニングマシン等々更新を行った

ところでございますが、まだ不足しているという部分もあるかなとは思います。ちょっとほ

かの町から見ても見劣りするかなというふうに思っていますので、充実を図る部分は、今後

検討していきたいなと思います。 

ただ、置けるスペースというのが限られておりますので、そもそものところなのですが、

そろそろ健康増進室を見直す時期が来ているのかなと私も思っておりまして、今ここで、こ

うこう、ああしますとは言えないのですが、抜本的な設置の場所から含めて見直そうと思っ

ているところはございますので、委員言われました機器の充実も含めて、またあるいは土曜

日曜が使える場所にするとか、そういったことを考えていきたいなと思っております。ちょ

っと漠然としていますけれども、問題意識は持っております。 

○菅予算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 
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ぜひ、年間を通して使えるような施設、代替施設でも、これが今後検討されていくという

ことなので、若者の意見としては、そういう場所が必要だということを認識していただいた

と思っていますので、よろしくお願いします。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

教育委員会に、学力向上というか、タブレットの更新が予算に載っておりました小学校、

中学校。それで、タブレットの、今回はその中の利用のほうの契約の更新というふうに説明

いただきました。具体的に、子ども方が各家庭に持っていって、例えば、古い言葉でいう学

習の宿題なんかのそういうふうなことに利用されているための、そういうふうな学習の効率

を図るために持っていって学習効率を図るようなことまで使われているのか、まず一つお聞

きしたいのと。 

それから秋田なんかの例でいきますと、何というか、学習帳みたいのを、少し古いお話に

なるのですが、子ども方が家庭にこんな国語と算数の学習帳を毎日毎日持ってきて、そして

自分のノートにエンドレスで毎日毎日その学習をして、何回も何回もやるのです。そして親

が丸をつけて、そして学校に持っていって、先生が頑張りましたねということで、赤で書い

てもらって、エンドレスでその学年はその学習帳を使うような、そういうふうな低学年は１

学年１０分という、そういうふうなことをしていくような、そういうふうな学習で基礎学力

を高めていっております。非常に有効だなというふうに考えて、１年間見てきたのですが、

そういうふうなことをどのようにお考えでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

タブレットＩＣＴを活用した学力向上ということで、学校の取組をというご質問というふ

うに承らせていただいたところであります。 

まず、タブレットの家庭への持ち帰りでありますが、毎日持ち帰るということはしていな

いようでございます。必要に応じて持ち帰らせる、あるいは学年に応じてそういった対応を

取るということでやっております。その内容としましては、家庭学習でありましたり、タブ

レットの中に学習アプリが入っておりますので、そういったもので家庭の学習に利用する

と。そういった目的で持ち帰ることは必要に応じてやっているということでございます。 

あと、学習ドリルというようなことで、秋田の例を委員に言われてございました。本町で

は、秋田のようなやり方とは多少違うとは思うのですが、学校のほうでタブレットとは別に、

家庭学習の習慣づくりということで、低学年のほうはプリントを持たせて、そのプリントを

毎日やってくる。高学年になりましたら、自分で計画的に学習するということも非常に重要

な学力だと捉えてございますので、家庭で取り組むべき内容を自分で決めて、その計画に基
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づいて家庭学習をしていき、その翌日に担任のほうに提出して、担任のほうで声をかけたり、

赤ペンを入れたりということで、意欲も喚起しながら学力向上に資するように取り組んでい

るというように学校からは聞いているところでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

言葉としては、よく自己学習力とかアクティブラーンニングとかという言葉は、小中学生

にも当てはまるのでないかなと思うのですよね。でも、今こういう言葉を使っていいのかど

うかは分かりませんけれども、公文式のような反復の学習なんかはあまり評価されないこと

もあるかもしれませんけれども、なかなかそういう反復的な学習なんかも非常に有効でない

かなと僕自身は考えておりますので、今、教育長がおっしゃられたように、そういうことな

んかも、よく校長会とか教頭会なんかにも、ぜひ議題として提供していただいて、いろいろ

なお考えあることは従々承知しておりますけれども、そういうことでの学習を高めていく方

法も、ぜひ校長先生や教頭先生なんかともよくご相談いただくことによって、教育研究所の

ご報告の中で、全国の学習の中の頭が出ている教科もあるように見させていただきましたの

で、ぜひ今後もこれから頑張っていただきたいなというふうにして思っておりますので、

知・徳・体という古典的な言葉もありますけれども、ぜひ知の部分もこれから頑張っていた

だきたいなというふうにご期待申し上げております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

質疑はありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

１１０ページ、地場産業振興奨励事業ですね。こちらの内訳につきましては、昨日でした

かお聞かせいただいたのですが、結局１００万円の予算が計上されておりまして、せっかく

ある制度なのに、ちょっとあまり使われていないのかなという感覚があります。 

せっかくの補助金ですので、いろいろ使えるようにしていただきたいなと思うのですが、

お聞きしたところによりますと、例えば大樹町内で新しい商品開発をしようと思ったとき、

全て販売、加工も含めて大樹町でやらないと使えないということをお聞きしたのですが、例

えば、加工については外部委託だったり、お肉とかよく別の加工所でやったりすると思うの

ですが、そういった新しい商品開発はしたとして、他市町村で加工したといったものもやっ

ぱり使えないという理解でよろしいのでしょうか。ちょっと確認させてください。 

○菅予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 



 

－ 52 － 

地場産業振興奨励事業の補助金の関係でございますけれども、この事業を使って何をやる

かというところになってくるかなと思うのですが、まず施設とか設備を整備すると、地場の

ものを使って食品だとか取れたものを使って加工をするとなれば、ご自身のところで加工を

していただくというような形での補助金かなと思っていまして、それをどこかよそのところ

に製品を委託して加工してもらったものを販売だけするとかというような形にはならない

かなというふうに思っていることでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

播間委員。 

○播間章浩委員 

全て自社でやらなくても、まず商品開発して販売したらその事業者の収入になるわけです

ので、そこまで全て大樹でやる必要もないのかなというところは感じるところでありまし

て、そういったところでちょっと使い勝手が悪いのではないかなというところは感じている

のですが、そういったところを柔軟に対応していただきたいと思うのですが、いかがでしょ

うか。 

○菅予算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

やりたいという事業の中身によっての判断かなと思いますので、具体的に計画なりを見さ

せていただいた中で対応していきたいなと考えているところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

予算書にはありません。現実的に、大樹町１００年に向けて、若干お話もされていますが、

令和３年に一般質問で齊藤議員がやっているのですが、１００周年に向けて進捗状況等々は

どうなっているのか。 

酒森町長のときに聞かれているかなと思います。即急に検討をというような文面もありま

した。そこら辺、「発行に対しては年数がかかりますので、十分期間を持って取り組んでい

きたいと考えております」と言っているわけですが、何をどうやってきているのか。 

あと３年しかないのですよ。予算も関わる問題で、時間もかかるものだと思いますので、

町長、１００年ですから、１００年のお祝いというか、町民の暮らし、町並みの問題含めて、

やはり残すべきものは残さなければいけないのだろうと。残さなくてもいいならいいのです

が、どこの町村も出していますよね。そこら辺はどういうふうに今後検討していくのか。予

算の面もいろいろ出てきますから、町長のお考えをお聞きいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 
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○黒 川 町 長 

記念誌のことかと思いますけれども、記念誌につきましては、私も常々気にしておりまし

て、担当のほうにはどうだということは予算協議の中で打ち合わせをしております。その中

で、きちんとしたタイムスケジュールはまだできていませんけれども、一定の業者に相談を

している段階であります。 

その中では、作るのに何年かかるというような部分をいただいておりまして、まだ令和６

年度に予算化しなくてもいいということだったので、今回は予算化しておりません。来年度

になりますか、再来年度になりますか。 

発行も、ほかの町村を見ますと、記念式をやって、その写真も載せた発行をしているとこ

ろもあります。１００年の前に出すものもありますし、記念式を含めて記念式の後に出すと

ころもありますので、その辺は最近のものを見ますと、どうも記念式の部分も載せたものが

多いので、記念式の後かなという協議は内部ではしております。 

１００年に向けての記念式全般に向けて、まずは内部、それから外部の意見もいただきな

がら準備するというのが、令和７年あたりからでいいかなと。令和１０年が１００年ですの

で、１０年に行うためには、６年度で内部協議をし、７年あたりから町民参加で協議をする

というようなスケジュール感を若干持っております。記念誌については、今そういう状況で

あります。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

町長、それはちょっと時間、駄目だ。だって町長もいなくなる、みんな議員もいなくなる、

そこで１００年となるのです、７年にやったら。８年に記念誌やるのかどうするのか、ここ

ら辺を十分。 

立派なうちの職員いるのですから、教育委員会の板谷教育長も「教育委員会には資料がた

くさんあります」と答えているのですよ。ですからここら辺は、昔の議員がよく言っており

ました「役場の職員は大樹のキャリアだ」と言っているわけですから、町長、それを活用し

て、前向きに、７年だ８年だなんて言わないで、何年にやるのだよと。やっぱり１００年は

１００年と決めがあるわけですから、それに向かって邁進してただくよう、いただけるもの

というふうに思っております。 

あんまり町長も元気なさすぎて、やりますよと言わない。前送りにしたいのかなと、何と

なくどうでもいいかなという感じに私は聞こえますので、いや、１００年はやりますと、き

ちんと町史も出しますというご答弁をお願い申し上げます。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

記念誌はやります、やることで進めておりますので。記念誌を発行するときに、私がいる
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いない、議員がいるいないは、それはしようがない話ですので、今時点でやるという意思は

持っておりまして、それを担当課には指示しているところでありますので、その指示の返り

が先ほどの答弁だということですので、決して揺らいでるわけではなくて、時期については

多少のずれはあるかもしれませんが、そういう議論をしているというところで、やるのはも

うやるのだということです。 

１００年に何をやろうかというのも併せて今後の議論かなと、そろそろ本格的な議論に入

っていかなければならないなと思っているところでありますので、決してどうでもいいと思

っていることはありませんので、よろしくお願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

行政区会館の維持管理費についてお伺いします。 

行政区会館については、今後も小破修繕、また中規模な修繕等、老朽化が著しい施設が多

いかなという印象を持っております。併用可能な地区においては、共用や併用を順次進めら

れていると思いますが、そこで、美成地区の行政区会館はＳＯＲＡを利用して町長と語る会

などでも開催されておりますので、やはりＳＯＲＡの活用、利用率を上げるためには、行政

区会館として併用するべきではないでしょうか。その点についてお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

美成地区の町長と語る会につきましては、場所も近いということもありますし、冷暖房も

整っているということで、ＳＯＲＡを使わせていただいて開催をいたしました。 

美成におきましては、元々ＳＯＲＡがないときも航空公園の格納庫がございまして、例え

ば天候の悪いときに何か行事をやるときに、必要があれば使っていいですよというふうにし

ておりまして、使っていただいております。 

ただ、行政区の行事に関しましては、全てＳＯＲＡというわけにはいきませんので、私ど

も構わないのですが、美成行政区は行政区であそこに神社も持っております。馬頭観音もあ

りますので、そういった行事をやるときは会館がいい、あるいは焼肉パーティーをやるなど

というときは会館がいいというところもありますので、どちらでも行政区会館でやりたいと

きは、それはそれで結構ですし、ＳＯＲＡを使いたいときは使っていただくということはや

ぶさかでないというふうな運用を現在しております。完全に統合して、こちらというのは今

のところ考えておりません。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

事項別明細の中でも伺いましたけれども、周辺環境整備業務についてお聞きしました。公

衆トイレの清掃を行っているということでございました。毎週月・木の２回行っているのだ

ということでございます。 

まず伺いたいのは、６か所と伺っていますが、この中に浜大樹港と旭浜港の公衆トイレが

含まれているのかどうか、まずお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

６か所の部分については、浜大樹、旭浜の部分については含まれておりません。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

それではどこに聞いたらいいのか分からないのですが、担当にお答えいただきたいのです

が、浜大樹港、旭浜港に公衆トイレがあると思いますけれども、担当されている方にお伺い

したいと思います。 

議会の広報広聴委員会で、両浜の漁協婦人部と懇談会を行って聞き取りをした際に、浜大

樹港のトイレは作業中の漁業者が実際に利用しているため、漁協婦人部のほうで清掃を行っ

ていると伺いました。旭浜港のトイレにつきましては、高台のほうにあるためか漁業者の利

用はなく、役場のほうで清掃しているようだということで伺っております。両浜の公衆トイ

レは古くて暗く、また使いづらいトイレとなっております。浜大樹では、冬の作業を行う際

には、婦人部の方がお湯を持参して清掃しているということでございますが、担当はどこか

分からないですが、このようなことについての管理をどのように考えておられるのかをお聞

きします。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

浜大樹と旭浜の漁港のトイレの環境についてのご質問かと思います。 

まず、清掃の関係ですね。清掃なのですが、住民課において週２回、月・木と清掃に入っ

てございます。 

ただ、冬の間、開けてはいるのですが、清掃には入れていない状況で、そこで浜大樹の女

性部に定期的に清掃に入っていただいているのですが、お湯とか持参しながら今やってもら

っているというような状況でございます。冬に入らないというのは、使用頻度の関係かなと

思うのですが、どうしても冬になると漁港のほうを利用する方がいなくなるので、その関係

かなというふうに考えてはございます。 

今後につきましては、女性部等ともよく相談しながら、いろいろ検討はしていきたいなと
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思います。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

申し訳ございません。認識しておりませんでした。農林漁業の漁業という面での、漁業者

のための公衆トイレというということで、農林水産課の担当ということで認識をいたしまし

た。 

それで、旭浜港のトイレですが、漁業者の利用はあまりないということで伺っております。

ただ、年間を通して、あそこは漁業者のためのトイレですから、私の質問が的を射ているの

かどうか分かりませんけれども、釣人に利用されているのですよね。もう１年中利用されて

おります。特に夏から冬にかけてはかなり利用されていると思います。汲み取りは年間どの

ぐらい委託しているのか、随時なのか、年間定期的なのか、そこら辺分かればお願いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

汲み取りについては、浜大樹、旭浜と状況を見ながらやるのですが、通常年１回の汲み取

りで済んでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

漁業者のためのトイレですから、一般の方の釣人のためのトイレでないので利用は見てい

ないのかなと思いますけれども、実際には、先ほど申しましたように、旭浜のトイレという

のは釣人のためのトイレとなっているような状況です。それで、私もたまに行くのですが、

秋口なんかは、ここで言っていいのかどうか分からないのですが、便器のところまできてい

るような状態で、年１回では到底無理な状況です。暗いので、汚いのかきれいなんかも分か

らないような状況なのですね。 

担当の方は、清掃については月・木お願いしているということなので、きれいにしている

ということなのでしょうけれども、実際に、年に何回か見に行っていることがあるのでしょ

うか。 

○菅予算審査特別委員長 

 松久農林水産課長。 

○松久農林水産課長兼町営牧場長 

旭浜、浜大樹の両漁港とも、見に行くようにはしてございます。実際、先日浜大樹、旭浜

の女性部との話の詳細は、私のほうにも実は回ってきまして、その後もすぐ見に行ってござ

います。トイレの便器が少し小さいのかなというのは確かに見て思いました。今小さいお子
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さんにとって和式というのはなかなかあれなのでしょうか。やはり洋式のほうがいいのかな

とは思っています。旭浜トイレは、簡易的に洋式のトイレを取り付けてはございますが、今

後そういう洋式になるのかどうなのかも含めまして、ちょっといろいろ工事費の面もありま

すので、その辺りも含めていろいろ検討はしてみたいなというふうには考えております。 

○菅予算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

検討してみたいということで聞きましたので、次の最後の質問がちょっと質問しづらくな

ったのですが、汲み取りの関係ですが、月・木の週２回ですか清掃していると。その中で、

その人達に汲み取りの時期が来ているよということをお知らせいただくような体制にして

いただくことでトイレを清潔に使えるという状況にもつながると思うので、そこら辺まずお

願いしたいと思います。 

それと、今、課長からもありましたけれども、便器が小さいなりのことがありましたけれ

ども、両浜とももう古いのですよね。できれば、町長にお伺いしたいのですが、旭浜につい

ては、たしか毎年あそこで海難慰霊祭があって、その場に町長も行かれると思うのですが、

確か慰霊碑の横にトイレがあると思うので、もし海難慰霊祭に行かれた際、あるいはその他

の何か行かれた際に、ぜひ町長に実際に見ていただいて修繕なり建替えを検討していただき

たいと思いますが、町長の考えをお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

旭浜につきましては、海難慰霊碑のすぐ横にあるというのは承知しております。私も入っ

てみているのですが、ちょっと記憶があんまり定かではないのですが、浜大樹は漁協のすぐ

横にあって、そちらがかなり古いというのは承知しております。一度洋式にしたほうがいい

のではないかということで検討したことがあります。ただ、あそこはコンクリートブロック

でできているトイレでして、大便のほうが和式で、和式のトイレというのは狭いのですね、

結構。洋式を置いて座れるスペースがないなということで、漁協とも相談したのですが、当

時は、漁協は「いいんじゃないの」ということだったものですから、ちょっとそのままにな

っているということがあります。 

洋式をつけるとなれば、壁をずらさなければならないのではないかなと思いますので、ち

ょっとそれも含めてもう一度しっかり、それは私が見た感じだけなので、しっかりと専門家

も入れて考えてみたいかなと思います。建替えとかそういうことはちょっと考えてはおりま

せんけれども。 

私は、大津の漁協に何回か行くことがあって、大津の漁協の前にはしっかりとした水洗便

所があるのですよね。すごくきれいでいいなと思っていまして、そういったこともあって、

少し環境をよくすることも考えたいかなということで、考えたときもあったのですが、ちょ
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っとそこで断念したということもありますので、改めて考えてみたいなと思います。 

ただ、その前に、くみ取の回数とかそういうのは、今の現状でできることですので、先ほ

ど言われました、清掃の際に状況を見て、大分いっぱいになっているよというような報告を

もらって対応するということはすぐできますので、すぐやりたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですね。 

ほかに質疑ありますか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

歳入１２ページの農林管理使用料、町営牧場の使用料についてお伺いします。 

先ほど質疑の際にも、予算数値としても４８％ということでお答えをいただきました。町

としてしっかりと現状と今後について答えを出す時期に来ていると思いますので、町で維持

可能な限界ラインは何％と想定しているのかお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

 松木副町長。 

○松木副町長 

結論から申し上げますと、今現在何％になったらやめる、何％だったらオーケーというこ

とは言えない状況にあります。というのは、ここ二、三年ですが、地域の畜産というのが非

常に逆風下にあります。日本の畜産全体がそうなのですが、生産資材の高騰含め、それから

生乳の生産調整、抑制ですね。今年に入って、生乳の生産の枠というのは緩くなりまして、

また生産者には増産意欲が湧いてきてございます。初妊牛、初めて子を産むような牛が４０

万円を切ったという市場価格が今７０万円前後まで復活してございます。 

こういう状況が、良い波、悪い波を繰り返していくのだと思いますけれども、町営牧場、

昨年が晩成牧場を取りあえず手放して、手放してというか、晩成牧場の直営をやめました。

それから、その前に料金の見直しをいたしました。ただ、町からかなり多くの一般財源を持

ち出しているのは、これは事実でございます。町としていつまでもやっていけるものでも多

分ないと思います。料金を見直した折に、せめて総計費の８０％ぐらいは収入で賄っていき

たいというような議論を町営牧場運営委員会の中でさせていただきたいてございます。 

いずれにしても、今４８％というのは、基本的にはどん底だと思っています。これよりも

悪くなるということは多分ないようにしたいと思いますし、十分な努力もしていきたいと思

いますけれども、具体的に何％になったら牧場運営をやめる、若しくは抜本的に、例えば冬

期舎飼をやめるとか、そういった形のものにつきましては、今現在何とも言えません。そこ

は牧場運営委員会並びに利用者の皆さんと話をして、短期的に決定するものかどうか分かり

ませんけれども、今しばらく時間をかけて地域の畜産支援のあり方、町営牧場の位置づけを

検討してまいりたいと考えてございます。 

○菅予算審査特別委員長 
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休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４９分 

再開 午後 ３時００分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

質疑はありませんか。 

播間委員。 

○播間章浩委員 

総務費に当たると思うのですが、どこの項目に当てはまるかちょっと分からないところで

もありますけれども、Ｗｉ－Ｆｉ環境が非常に悪いのではないかなと感じております。きっ

とこれも継続的な経費がかかっていると思いますので、どのような管理をされているのか、

その辺りを確認させてください。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

庁舎のＷｉ－Ｆｉ環境のことかなと思いまして、それについて説明させていただきます。 

庁舎は令和４年度に改築しまして、今現在Ｗｉ－Ｆｉ環境に関しましては、各ホールにＷ

ｉ－Ｆｉの設備を２から３つけているような形となっております。基本的には３種類ござい

まして、普通のインターネット環境と職員が使っていますＬＧＷＡＮの環境といった部分も

含めて使ってございます。当然、設計する段階には、電波環境も含めて調査して導入してい

ますが、ＬＧＷＡＮに関しては、ある程度接続の不具合があるというのは今時期に関しては

なくなってきておりますが、昨今インターネット環境、特に３階の部分がつながりにくいと

いうのはお聞きしているところでございますので、今後そういった部分でどういう環境であ

るかというのは調査してみたいと考えているところでございます。 

今段階で説明できるのは、以上なことでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

播間委員。 

○播間章浩委員 

役場という場所は、いろいろな方が出入りされると思いますし、今、打合せ等されるとき

もパソコンの持ち込みというのが当たり前になってきているのかなと思います。この３階も

そうですが、１階でもかなりつながりにくく、フリーＷｉ－Ｆｉとうたっているにもかかわ

らず、つながらない状況が多いかなと思いますので、その辺り調査改善のほうをお願いでき

ればと思います。 

以上です。 
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○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

予算全般に関わる問題でございますので、発言をさせていただきます。 

現実的に大樹の情勢、委託料やら、いろいろ使用料やら含めて、一般財源から繰り出す、

基金から繰り出して今状態をつくっているという部分で、今後の見通しといいますか、これ

が続くのかどうか。 

それから、少なくても掃除だとか、いろいろな部分が職員の皆さんのお力をお借りしなが

ら減額ができるような形。町長、あるところで聞けば、雪投げをしたら残業手当を出せとい

うような話を出したというようなお言葉を聞いています。自分の職場なのですよ、ここ。こ

こに課長方やら、主査やら、みんないますが、自分の職場を大事に扱い、大事にお金を使う

というのが職員の皆さんの、僕は形だろうと思うのですよ。早く言えば、８時から仕事だと

言われているのに、１分前に来て、仕事できるのですかというのと同じなのですよ。 

ですから、ここら辺は、町長なのか、副町長なのか、総務課長なのか分かりませんが、皆

さん方の意識が、この町の財政を健全化に持ってく必要性があるのだろうと。これは我々も

同じです。自分方のごみは自分方で処理するような形。我々は掃除機も議会に買っています、

自分方のお金で。ごみぐらいは、職員は役場の中をやっているよね。僕、見た限りは役場は

やっている。出先は誰もやっていない。そうすると、委託料が若干減る。これが町の財政を

よくするきっかけになるのだと思うのですが、ここら辺、職員の皆さん、町長は聞けないの

か、町長が答えるべきなのか、ちょっと分かりませんが、意識改革を、町長、するべきだと

いうふうに思います。 

これ毎年毎年２億円ぐらいずつ、病院もありますし、いろいろなものがあるのですよ。一

般財源から出しているお金が。同僚議員が言った牧場も同じです。こういうものが大きくな

ってくると町の財政は緊迫してくるだろうと僕は思います。ここら辺、町長のお考えを。 

やっぱり少しでも財政が楽になる、基金を崩していって増えてきていないわけですから。

増えたのは、過去、議員も職員の皆さまも１割カットして、基金を積んできたという意識が

あるのだろうと思うのですよ。それを忘れているのではないか。同じことの二の舞になった

ら困るのですから、ここら辺の考え方を町長にお聞きいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

町財政の今後の見通し等々でございます。 

平成１５年から財政緊急事態宣言をしまして、補助金の一律カット、あるいはいろいろあ

った事務事業の見直し、それから職員定数の見直し等々行ってきまして、年間５億円ぐらい

の削減をしてきました。私もその中におりましたので、覚えております。また、職員給与の
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５％カットということも最後には行いまして、何とか乗り越えたというようなことでござい

ます。 

乗り越えたのですが、その後、ではどうなのだというところでは、昨今、交付税が当時は

三位一体改革でどんどん減るということもありまして、これはすごいことになると。今、交

付税３４億円ほど予算を見ていますけれども、当時は３０億円切るのだと、どんどん減って

いくんだと、５％ずつ減っていくというような、シミュレーションやったら、もうやってい

けないという数字になっていたことがございます。そういった時代がまた来ないとも限りま

せん。それは分かりません。常にそういう緊迫感を持っていくべきだろうと思います。 

仮に交付税が３４億円あるからといって、事務事業見直し等々を緩めるわけにはいかない

ということでございます。自分達でできる部分は自分達でやるというのは当たり前でござい

ますので。 

職員の給与カットというのは、職員に負担、私どももカットされたのですが、負担はしま

すけれども、ある意味で少しいい面もあるなと思ったのは、ほかの課が何かやっていても、

私ら関係ないと、自分達はこうだと。向こうが無駄なことをやってたりしていても、無駄な

ものを買ったりしていても、あまり関係ない、それは総務がやればいいみたいなところがあ

りましたけれども、給与カットすることによって、私達の給与をカットして、あんなもの買

っているのかいとか、あんなことやっているのという、もっと見直せばいいのにというよう

な思いは僕もしましたので、そういう面では意識が変わったかなというところはございま

す。 

庁舎で、ちょっとしたことですが、少し自分達でやれることはやりましょうということで、

事務フロアの清掃は、掃除機が買ってありまして毎週自分達でやっております。ごみの回収

も、話が戻りますけれども、資源化の部分もありまして、まず分別の仕方も職員は徹底して

いまして、分別をしたうえで、自分達で集めて出すというようなことを今やっております。

これは庁舎に限らず、本庁舎に限らず、出先機関もぜひやってほしいなと思っております。

そこはちょっと徹底したいと思います。 

財政の面でいきますと、本当に昨今の人件費、あるいは物件費の高騰は顕著でありまして、

物件費は、今年は６,４００万円上がっておりまして、５.９％上昇しております。人件費に

つきましても、当然に３.５％上がっているような状況でありまして、これはもうしばらく

続くものだということでございます。基金を崩しての予算編成というのはずっと続いており

ますけれども、過去には基金なしで予算組めた時期もあったわけですので、本来予算という

のは、単年度の収支が、プライマリーバランスが取れるのが本来でありますので、まだまだ

そこに至っていないということでありますので、それは危機感を持っていきたいと思ってお

ります。 

幸いにして、決算では基金を取り崩すことなく、逆に積めるような状況も出てはいるので

すが、そこはちょっと出たとこ勝負のところがありますので、結果よかったからいいのだと

いうことではなく、常に引き締めていきたいかなと思っております。 
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経費の見直しも、大体４００万円くらいの経費の削減になろうかというところで進めてい

きたいなと思っているところでありまして、そういった経常的な経費の見直し、庁舎も新し

くなったことですから、経費削減できる部分がもっとあるのではないかとか、そういったこ

とは常にやっていきたいなと思っているところであります。 

そんな中で、投資的事業も、これは大変です。やっていかなければならない部分はやって

いかなければならないので、取捨選択をして、優先順位を決めてやっていくということに尽

きるかなと思います。 

人口が減少しているのですよね。これはもう覚悟しなければならないことでありまして、

人口減少していく中で、人口減少を食い止めるための方策、やっておけばよかったのになと

いうところにならないように、やれることはやっていくのだというところもあります。 

ですから、経常経費、いろいろな経費が高騰して苦しい、苦しいけれどもやらなければな

らないことはやっていかないと、もっと苦しくなるというふうに私は思っておりますので、

その辺のバランスを取りながら、皆さんと相談して、進めていきたいと思っております。 

人口減少と、それから経費高騰は、覚悟を持って臨んでいかなきゃならないと思っている

ところでございます。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

町長の意気込みは十分、私の胸に響いております。しかしながら、やはりこれは職員の皆

さんが、今、町長が言ったことを胸にしっかり刻んでいただいて、少しでも町の財政がよく

なるよう努力をお願いして、努力ですよ、強制は致しません、鉛筆１本でも経済していただ

くようお願いを申し上げて、質問を終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

土木費についてと、橋梁の長寿命化事業についてお聞きしたいと思います。１１８ページ

でございます。 

町道維持管理費について、浜大樹・芽武間の維持管理費が含まれているのかどうかをお聞

きいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

ご質問の需用費の中の修繕料において、町道浜大樹線の修繕費が含まれているのかという

質問と思います。 

この修繕の中には、来年度も町道浜大樹線の修繕料を計上してございます。内容としまし
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ては、主に路肩が下がっている部分のアスファルトをオーバーレイと言いまして、アスファ

ルトの厚さをまた増していくというような工事を概ね２５０メートルほどできればなとい

うものを計上してございます。 

○菅予算審査特別委員長 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

分かりました。 

同僚議員が一般質問で聞いていましたが、私も１０年ぐらい前に質問しました。浜大樹・

芽武間は、災害時の退避路に指定されています。これにより道路の凹凸はなるべく少なくし

てほしいものだと思います。同僚議員が自分で走ってみたとおり、そんなにいい道ではあり

ません。大樹町の町道の中では一番悪いのではないかと思っています。ですから、ここのと

ころを自衛隊の補助金か何かを使ってできないものかと考えますがいかがでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長。 

○黒 川 町 長 

防衛局の補助で整備できないかということでございます。 

これに関しましては、私も副町長時代に札幌防衛局に訪問しましてお尋ねしております。

また、その前にも問合せたことがございます。結論から言いますと、札幌防衛局が補助する

には、防衛のために使っている因果関係があるかどうかなのだということなのです。言えば、

自衛隊車両が一定量以上走っているという事実があるかどうかということを言われまして、

私がお尋ねした頃には揚陸演習もない時期でして、それからずっとここ５、６年くらい行わ

れていない状況で、「因果関係が難しいですよね」ということで回答をいただいたといいま

すか、それで終わっているという状況であります。 

今後につきましては、あそこに防衛省が持っている土地がありまして、演習というか、彼

らの第４普通科連帯の訓練では使っているのですね。ただ、山から歩いてくる訓練とか、野

営をする訓練とか、そういうのに使っているのですが、それにはあまり車両が通っていない

というようなこともありまして、やはり一番通るのは揚陸演習ですので、揚陸演習が再開さ

れたときには、交通量もしっかり測って、補助できないかという部分も含めて、またトライ

してみたいかなと思います。 

ただ、それを待っていても、いつまでもらちが明きませんので、地域の状況からいって、

もともと道道清水大樹線というのは国道３３６号線まで来て、下芽武の学校があったのであ

そこまで、集落があって終点になっているのですが、今は集落がほぼなくなったような状況

であります。集落というのは、やっぱり浜大樹です。浜大樹は魚を揚げる市場もあるわけで

すので、浜大樹まで伸ばしていただきたい、道道として伸ばしていただきたいという要請を

しておりまして、これは継続中でありますので、こちらのほうも強力に要請してまいりたい

と考えております。 
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○菅予算審査特別委員長 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

私も道議が後援会長だったものですから、道に頼んで、ここを道道にしてもらえないかと

頼んだのですが、距離が短いというのですね、長さが。それで「ちょっと無理ですね」と言

われたことがあるのですが、それからかなりの年月が経っておりますから、そこのところは、

町長として道道に格上げするように、強く要望してもらいたいと思います。 

私が一般質問をしてから１０年ほど経ちますが、その間にできたのは２００メートルの路

肩の道路だけなのですね。また、１０年ぐらいかかるのかなというふうに私は思っているの

ですが、ここは災害時の道路ですので早々にやってもらえないかということを考えておりま

すが、いかがなものでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

先ほどご説明しました町道浜大樹線の修繕について、およそ２００メートルから２５０メ

ートル程度の修繕費を計上していますというお話が、令和６年度の予算の内容となってござ

います。 

ここ５、６年、大体同規模の補修工事を実施している状況です。また、話が少し遡ります

けれども、平成１０年から１７年にかけましては、多い年では、１キロ２００メートルほど

から８００メートルほどのオーバーレイも実施して、町道浜大樹線の維持に努めているとこ

ろでもあります。 

先日の一般質問でも答弁させていただきましたけれども、今、原課としましては、道道昇

格に向けて要望強化しているような状況です。一般質問等の繰り返しにもなりますけれど

も、令和６年若しくは令和７年に、何とか昇格に向けて要望を強化してまいりたいと思って

いるところであります。 

○菅予算審査特別委員長 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

分かりました。 

それで、次に質問したいのは、橋梁の耐震化について、長寿命化事業について、馬頭観音

様の近く、河口のほうの橋は、震度５から７に耐えられるものなのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

ご質問の橋梁の耐震化についてであります。 

町道の延長内に２橋の橋梁がございます。更生橋と美浜橋です。令和３年度に、我々、長
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寿命化計画策定するうえで現地調査させていただきました。その中での健全性の区分という

のが、この２橋につきましてはそれぞれ１と２ということで、１橋が健全、２のもう１橋の

ほうが予防措置段階ということで、現在、大樹町が橋梁診断の後、補修工事を実施している

３段階の手前のような状況ですので、今後も引き続き、道道昇格の要望もしていくのですが、

定期的に診断を実施して橋梁の安全性に努めてまいりたいと思います。 

ご質問の橋梁の強度が震度５から６で持つのかどうなのかというお話なのですが、こちら

のほうは建物と同じ考えでして、なかなか設計基準の中で震度幾らまで持つのか、持たない

のかというのが、なかなか明記されてございません。一応こちらの２橋の耐震性の設計指針

については、昭和４６年に策定された道路橋の耐震設計指針に基づいて橋の構造を決めてお

ります。なかなか震度で持つ持たないという回答はできないのですが、概ねこの２橋につい

ては、鉄筋コンクリートの橋梁ですので、地震荷重に対する許容応力度としては、５０％割

増している橋梁となってございますので、まずは橋梁の長寿命化の調査を継続することで長

く使っていこうというふうに考えてございます。 

○菅予算審査特別委員長 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

これらの橋が使用できないと、浜大樹の住民が避難所に退避できないことが起こるのです

ね。これらのことを考慮願いたいと思います。 

そして、２５メートルちょっとあるのですね、海面からの高さが。それであれば、橋が落

ちたときには、更生の生活館を使うという感じになると思うのですが、その点はいかがなも

のでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

巨大地震とか津波が発生した場合の避難先の部分でございますが、委員おっしゃるとお

り、更生の施設に関しましては、浸水区域に含まれておりません。ですので、当町も最初、

避難タワーとかの議論をする前に、避難場所の確保ということで、そちらの場所の確保とい

うのも考えました。ただ、距離的にもあるということで、歩いての避難となると冬道とか大

変だろうということで、当町では、浜大樹地区に津波避難タワーを建設しようという考えで

ございます。ですので、避難タワーができた際には、そちらのほうに避難していただいて、

その後、広域の避難施設のほうに行っていただくという部分が考えられるかなと思っていま

すので、今後、避難タワーができた場合は、そういった形になると考えております。 

ただ、今現在、まだ避難タワーができる前の部分に関しまして、今現在は、歴舟のコミュ

ニティセンターが避難場所となっておりますので、その避難がかなわない場合は、委員おっ

しゃるような場所の確保という選定というのも考えられるかなと思っているところでござ

います。 
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以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

避難タワーがいつできるのか、どの場所にできるのかを３か所ぐらい位置的に示してある

のですが、９メートルの高さにあるところですので、１５メートルが来ても、６メートル以

上の高さがあれば持つと思うのですね。 

それと、道路が悪いということは、あそこの道路は盛土なのですね。そして両側が、水が

溜まっているのですね。ですから、道路が揺れると、５とか７の地震が来ると揺れて、壊れ

る可能性があるのですね。そして、逃げようとする人達が、あそこにみんなささると、道路

が割れて、みんなストップするのですね。そういうことがありますので、避難タワーなんか

は、もう早めに造ってもらいたいと思います。 

私達が見てきました別海町ですね。あそこは３メートルぐらいしか来ないというのです

が、それでも６メートルの高さがあるのですね。そういうことを考えて、ある程度の余裕を

持った避難タワーを造ってもらいたいと思いますので、いかがなものでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

避難タワーの建設の部分は、今後、委員の皆さん、また住民の皆さまと協議が進むものと

思っています。今現在想定している部分に関しましては、あの地域では１４メートル程度の

津波が来るということで、委員おっしゃるとおり、あの土地あたりの標高は海抜１０メート

ルぐらいありますので、差し引いた部分で、また予想よりも波が高くなる可能性があります

ので、大体高さ的には１０メートルを超えるぐらいの高さで避難タワーの建設があるものと

今現在は考えているところでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

浜大樹の避難所というか行政区会館があるのですね。あそこに皆さんは津波が来ないと考

えているのです。でも私は、あそこにすごい津波が上がってくると思うのです。何でかとい

うと、あそこは昔、川があったのですね。川があったというか、こういうふうに掘れている

のです。そこのところに、うちらのほうにぶつかった波が全部あそこに向かっていくのです

ね。だから、そういうことがあるので、避難タワーをそっちのほうに造らないでもらいたい。

できたら、うちらのほうに造ってもらいたいという考えがありますので、いかがなものでし

ょう。 

○菅予算審査特別委員長 
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 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

建設場所に関しましては、町のほうで三つほど候補を上げさせていただいております。そ

の中で、委員おっしゃったとおり、行政区会館のほうも町としては考えたのですが、地域の

方からは、そちらの場所はやはりふさわしくないと。今おっしゃった部分の理由があるかと

思いますが、そういった部分で今現在考えているのは、委員お住まいの近くの公営住宅のほ

うの奥に空き地がございますので、そちらのほうで建設はどうかということで、今議論して

いるところでございます。 

以上でございます。 

○菅予算審査特別委員長 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

以上で私の質問は終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了いたします。 

これより討論に入ります。 

初めに、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 ただいま提案されております令和６年度大樹町一般会計予算に反対の討論を行います。 

 総務費、徴税費、賦課徴収費の十勝圏複合事務組合滞納整理機構への支出でございます。

日頃から滞納整理に町職員が力を合わせ取り組んで、高い収納率を上げていることを承知し

ています。 

そこで、私は、住民の問題をよく知っている職員で解決していくことが重要だと考えてお

ります。職員にそれを解決していく力を備えていると私は認識しています。 

 以上の理由から、滞納整理機構に回すことなく、町職員で徴収するべきだと考えて、本予

算案に反対をいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 議案第２５号令和６年度大樹町一般会計予算について、賛成の立場で意見を申し上げま
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す。 

 本予算は、令和６年度から新たにスタートする第６期大樹町総合計画の理念である「人

とひと・人と自然・人と宇宙がつながる誰にでも居場所のあるまち大樹」を実現していく

ため、北海道スペースポート整備事業や公営住宅の建設事業のほか、安心・安全な住民生

活を維持するため、小中学校の空調設備設置、道路・橋梁の整備や住民福祉、産業、経済

の活性化、教育支援に係る予算が計上されております。 

 一方、財政の健全性においては、昨年に引き続き、財政調整基金等からの繰入れを計上

しているものの、国や道の補助事業活用に加え、交付税措置のある地方債の借入れに努め

ており、持続的な財政運営に配慮した姿勢が認められ、十分に評価できるものと考えます。 

 以上のことから、令和６年度大樹町一般会計予算は、住民要望に十分応えられる内容で

あると考え、本予算に賛成いたします。 

○菅予算審査特別委員長 

次に、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２５号令和６年度大樹町一般会計予算についてを起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○菅予算審査特別委員長 

起立９人、起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

お座りください。 

 

   ◎延会の議決 

○菅予算審査特別委員長 

お諮りします。 

委員会運営の都合上、本日は、これで延会とし、明日１３日午前１０時から委員会を再開

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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○菅予算審査特別委員長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本日は、これで延会とし、明日１３日午前１０時から委員会を再開します。 

 

◎延会の宣告 

○菅予算審査特別委員長 

本日は、これにて延会します。 

 

閉会 午後 ３時３６分 
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開議 午前１０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○菅予算審査特別委員長  

 ただいまの出席委員は１１名であります。 

 定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○菅予算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

２番 寺 嶋 誠 一 委員 

３番 辻󠄀 本 正 雄 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 議案第２５号から日程第９ 議案第３２号まで 

○菅予算審査特別委員長 

 これより、日程第２ 議案第２５号令和６年度大樹町一般会計予算についてから、日程第

９ 議案第３２号令和６年度大樹町下水道事業会計予算についてまで、以上８件のうち、令

和６年度大樹町一般会計予算についての審査は昨日終了していますので、これより、日程第

３ 議案第２６号令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算についてか

ら、日程第９ 議案第３２号令和６年度大樹町下水道事業会計まで、以上７件の審査を行い

ます。 

 日程第３ 議案第２６号令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算に

ついての審査に入ります。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算について説明させていただ

きますので、内容につきましては事項別明細書で説明いたしますので、国民健康保険事業特

別会計７ページ、８ページの歳出をお開き願います。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額６６５万５,０００円、前

年度比４３万９,０００円の減となっております。ここでは、電算システムに係る経費など、

事務に要する経費について計上しております。減額の要因は、１８節負担金、補助及び交付
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金で、北海道クラウド運用負担金のガバメントクラウド移行費用の積立金がなくなったた

め、この分が減少しております。 

７ページから１０ページにかけまして、２項徴税費、１目賦課徴税費８２万４,０００円、

前年度比較３２万４,０００円の減。減額の要因は、１０節の需用費、印刷製本費において、

納税通知書に在庫があるため６４万１,０００円の減。また、１８節負担金、補助及び交付

金において、昨年はなかった十勝圏複合事務組合負担金の増額をしたものでございます。 

３項、１目ともに運営協議会費２１万７,０００円、前年度比３万９,０００円の減。減額

の要因は、昨年、保険税改定に向けた運営協議会を１回増やし４回としていましたが、令和

６年度は３回に戻したためでございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費３億４,３９０万円、前年

度比２,６６０万円の減。 

 ２目一般被保険者療養費１００万円、前年度比１２０万円の減。 

 ３目審査支払手数料１３７万７,０００円、前年度比１７万２,０００円の増。減額の要因

は、被保険者の減少で、医療費実績が下がったことが要因でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費４,４２０万円、前年度比６８０万円の減。

減額の要因は、療養諸費と同じく被保険者の減少で、高額の医療費実績が下がったことが要

因です。 

 ２目一般被保険者高額介護合算療養費、前年度同額の５０万円。 

 １１ページから１２ページにかけまして、３項移送費、１目一般被保険者移送費、前年度

同額の５万円。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、前年度同額の４５０万円。 

 ２目審査支払手数料、前年度同額の２,０００円。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費、前年度同額の３６万円。被保険者の葬儀に対して３万円を支

給するもので、１２件分を計上しております。 

 ６項傷病手当諸費は、皆減です。昨年５月までコロナウイルス感染症に感染した被保険者

に対する経済措置がありましたが、コロナが２類から５類に変わったことで、経済措置がな

くなったためで、皆減となってございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分１億

５,３５５万７,０００円、前年度比２,３７５万３,０００円の減。 

 ２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分４,８２３万４,００

０円、前年度比３２１万１,０００円の減。 

 次のページに移りまして、３項、１目ともに介護納付金分１,８８６万９,０００円、前年

度比５万８,０００円の増。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、財政運営費の責任主体である北海道へ納付金を計上し

ております。 

 ５款、１項ともに保健事業費、１目保健衛生普及費７５万円、前年度比１０万円の減。こ
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こでは、高齢者のインフルエンザ予防接種、肺炎球菌感染症予防接種に対する自己負担軽減

の経費に計上しております。 

２項、１目ともに特定健康診査等事業費５９３万２,０００円、前年度比２７万３,０００

円の減。ここでは、被保険者の健康の保健増進のために実施する特定健康診査に要する経費

を計上しております。 

 次のページに移りまして、６款、１項ともに公債費、１目利子、前年同額の１０万円。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金１３２万２,

０００円、前年度比７０万８,０００円の増。 

 ７款諸支出金、２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金７６５万１,０００円。毎年３

月定例議会で増額補正しておりましたが、一定程度の支出が見込めるため、今年度から参加

いたしました。 

 ４款にありました、共同事業拠出金は、皆減です。４月１日から退職者医療制度が廃止に

なったため、皆減となります。 

 次に、歳入を説明いたしますので、３ページ、４ページをお開き願います。 

歳入。 

 １款、１項ともに保険税、１目一般被保険者保険税、本年度予算額１億３,９７７万９,

０００円。 

 ２目退職被保険者保険税、これは皆減です。 

保険税全体では、前年度比１,８１６万６,０００円の減となります。近年、被保険者数が

減少及び被保険者の所得の減少により、前年度予算に比べてより減の計上でしております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国民健康保険災害臨時特例補助金、前年同額の４,

０００円。 

 ２目出産育児一時金補助金、これは皆減です。出産育児一時金補助金は、昨年限りの補助

金だったため、皆減となっております。 

 ３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金４億２,３６６万円、前年度比３,

８９３万４,０００円の減。療養給付費が減額することにより、保険給付費交付金も下がる

ものでございます。 

 ４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、前年同額の１,０００円。 

 ５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金３,９２４万５,０００円、前年度比

１７７万２,０００円の増。４ページ、１節の保険基盤安定繰入金から、６ページ、７節の

産前産後保険料免除制度繰入金まで、保険者が制度として負担するルール分となっておりま

す。３節の未就学児均等割保険料繰入金５７万円は、歳出の国民健康保険事業費納付金の費

用となっております。５節の財政安定化支援事業繰入金は、国民健康保険財政の健全化及び

保険税負担の平準化に資するもので、６節のその他一般会計繰入金は事務費に充てる繰入金

です。 

 ５款繰入金、２項基金繰入金、１目国民健康保険基金繰入金３,７３０万６,０００円、前
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年度比３７万３,０００円の増。国保会計の赤字改善対策として基金から繰り入れるもので

す。 

 ６款、１項ともに繰越金、１目前年度繰越金、前年度同額の１,０００円。 

 ７款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金、前年度同額の１,０００円。 

２目加算金、前年度同額の１,０００円。 

 ２項雑入、１目第三者行為徴収金、前年度同額の１,０００円。 

２目雑入、前年度同額の１,０００円。 

次に、２ページの総括、歳出をお開き願います。 

 １款総務費から７款諸支出金まで、歳出合計、本年度予算額６億４,０００万円、前年度

予算額６億９,５００万円、前年度との比較５,５００万円の減。特定財源内訳は、国道支出

金４億２,３６６万４,０００円、その他特定財源２億１,１５９万円となっております。 

 次に、１ページの歳入ですが、１款保険税から７款諸収入まで、歳入合計、本年度予算額

６億４,０００万円、前年度予算額６億９,５００万円、前年度との比較５,５００万円の減

となるものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより、歳入歳出全般についての質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

子どもの均等割について、６ページなのですが、これは２分の１ということなのですが、

ほかの健康保険、けんぽ組合とか社会保険に比べて、ここのところは、やっぱり子どものた

めにということで全額免除していくというようなことは、今のところ予定はないのですか。 

○菅予算審査特別委員長 

総括で再度お聞きください。 

ほかにありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

細かいところで申し訳ないのですが、国保会計の７ページの一番下に賦課徴税費というの

があります。賦課徴税費という言葉なのですが、一般会計の５５ページには賦課徴収費にな

っているのですが、これはどっちなのでしょうか。私も反対討論する関係があるからあえて

聞くのですが、大事なことなので、知らないべと思われたら困るので、確認しておきます。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

賦課徴税費か徴収費かというところでございますが、考え的には、税の徴収する部分の費
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用としてなりますので、徴税費でも間違いないかと思いますが、来年度に向けて検討したい

と思います。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかにありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

先ほどの件なのですが、子どもの均等割について、国保税のみあるということで、これの

廃止を２分の１に前進したということは私らもよく知っているのですが、その残り分を廃止

してほしいということなのですが、その点についていかがでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

子どもの均等割の廃止についてということなのですが、計算上、そこを廃止すればほかの

所得割、あるいは平等割のほうにその分が乗っかっていくということになろうかと思います

ので、現時点では、これは大樹町だけがということもできないわけではないのですが、今の

ところは道の示している標準のやり方で賦課をしていこうというふうに考えております。 

○菅予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

国保会計の中だけでやるという、そういう考え方していくとそういうことなのですが、こ

こまでいくと、やっぱりこれ、そちらのほうにも国、道ということで、やっぱりぜひ意見を

言っていただきたいということなのですよね。そうしないと、これ解決しないですよね。そ

このところ強く求めます。 

それから、もう一ついいですか。医療費の国民健康保険税が高いということは、これはも

う段々言われてきていますので、中でも保険事業をいろいろ強力に取り組んでいただいて、

かつて急激に保険料が上がったときに南十勝４町村の町村長の皆さんが道に駆けつけたこ

とがあるのですよ、揃ってね。ああいうようなことをこれからも見てくれるのかどうか。一

生懸命やって、医療費少なくして努力しているのに、何もないというのがちょっと私は納得

できないのですが、ないはずないので、それをなくさないようにしてほしいということなの

ですが、いかがですか。 

○菅予算審査特別委員長 
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 水津住民課長。 

○水津住民課長 

医療費が高くなるということで、町が努力した分、道でまとめた保険者努力支援などが戻

ってくるという部分では現在もありますし、今後も続くのかなと思っております。そのほか

特別調整交付金とかもございますので、それは、今のところ続くということで思っておりま

す。 

○菅予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

国保税の一本化ということが出てきているので、そういうところ、不安は出てきていると

いうことは、ないようにやっぱり周知をこれからもしていっていただきたいのですが、いか

がですか。 

○菅予算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒 川 町 長 

医療費を下げる努力というのは各町村やっておりまして、大樹町もその努力については全

道でもいいほうにいるわけでありまして、その努力が報われないような制度になるというの

は、あまりこちらとしても本意ではありませんので、この範囲が今ちょっと小さくなってい

るかと思うのですが、この仕組みがなくならないように要望していきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２６号令和６年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 
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 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第４ 議案第２７号令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算についての審査

を行います。 

事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算について説明させていただきます。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明いたしますので、後期高齢者医療特別会計の５

ページ、６ページをお開き願います。 

 歳出。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額６９万１,０００円、前年

度比４万９,０００円の増。ここでは、事務に要する経費について計上しております。増額

の主な要因は、１１節役務費の郵便料、振込手数料の値上げが原因となってございます。 

 ２項、１目ともに徴収費、前年度同額の９万９,０００円。 

 ２款、１項、１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金１億１,０７０万円、前年度比６

８５万１,０００円の増。ここでは、後期高齢者医療制度の運営主体であります広域連合へ

の納付金を計上しており、６ページ、１８節負担金、補助及び交付金で事務費負担金４１０

万円、保険料負担金として１億６６０万円を見込んでおります。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、前年同額の１１万円。 

 ４款、１項、１目ともに予備費、前年同額の３０万円となっております。 

 次に、歳入を説明いたしますので、３ページ、４ページをお開き願います。 

 歳入。 

 １款、１項、１目ともに後期高齢者医療保険料、本年度予算額７,９８０万円、前年度比

７１０万円の増。ここでは、後期高齢者医療保険制度に加入している方の保険料を計上して

おり、対象人数は１,０８４人を見込んでございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金３,１９８万円、前年度比２０万円

の減。４ページ、事務費分として５１８万円、保険基盤安定繰入金として保険料の軽減分２,

６８０万円を一般会計から繰り入れるものです。 

 ３款、１項、１目ともに繰越金、前年同額の１,０００円。 

 ４款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金、前年同額の１,０００円。 

２目過料、前年同額の１,０００円。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、前年同額の１０万円。 

２目還付加算金、前年同額の１万円。 

 ３項、１目ともに雑入、前年同額の７,０００円を計上しております。 

 次に、総括の歳出をお開き願います。 
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 １款総務費から４款予備まで、支出合計、本年度予算額１億１,１９０万円、前年度予算

額１億５００万円、前年度との比較６９０万円の増。特定財源内訳は、その他特定財源１億

１,１６０万円、一般財源が３０万円となっております。 

 次に、１ページ、歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料から４款諸収入まで、歳入合計、

令和６年度予算額１億１,１９０万円、前年度予算額１億５００万円、前年度との比較６９

０万円の増となってございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

 これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 いつもお話しするのですが、後期高齢者医療制度そのものが、国保から分けてしまった

というところでいろいろな意見をいただいています。今まで取られなかった人が一家のう

ちで取られて別に払わなければならなくなったという意見と、それから、国保の人にした

ら、後期高齢者支援金を何で今度我々が払ってやらなければならないのだと、私が説明し

ても納得できないらしいです。納得していないですよね。なおかつ国保は高いわけですか

ら、そういうことが意見として出てきて、元の国保全体として負担していたほうが、あえ

て後期高齢者広域連合議会なんてわざわざ設けてやる必要があったのかというふうに私

は根本的に思っているのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 後期高齢者の医療を安定的に行うための事業でありますので、私はこのまま進めるのが後

期高齢者の医療の安全・安定の確保につながるものと認識してございます。 

○菅予算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 長期に安定的にというか、これは高値安定でも困るのだよね。そういうことは十分ご承知

だと思って答えていると思うのですが、これね、支援金のことで言ったら、ある大企業のけ

んぽ組合なんかから、我々なかなか払えないよなんていう情報も伝わってきているわけで
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ね、そんなこと言ったら、今度ますます上がっていってしまうという心配をされているので

すよね。そんなことも意見として上げておきます。 

○菅予算審査特別委員長 

 答弁要りますか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ただいま提案されております令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算に反対の討

論を行います。 

この制度は、発足当初から高齢者を区別するということになると批判が多く、かつての老

人保険制度でよかったと考えております。 

よって、予算案に反対をいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

辻󠄀本委員。 

○辻󠄀本正雄委員 

 ただいま議題となっております議案第２７号令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計

予算について、賛成の立場で討論させていただきます。 

 後期高齢者医療制度につきましては、急速に少子高齢化が進む中で、国民の医療費が増加

する状況にあり、特に増え続ける老人医療費を安定的に賄うための医療制度として、高齢者

の皆さんが安心して医療を受けられるよう構築されたものです。 

 北海道では、道内の全市町村が加入している北海道後期高齢者医療広域連合がこの制度の

運営主体を担っており、１６年を経過し、安定した事業運営が行われております。 

 後期高齢者医療特別会計における町の事務としては、保険料の徴収、対象者の加入・脱会

の届出、保険証の引渡しなど、被保険者の身近な窓口業務を遂行しているところです。 

 本会計においては、事業を円滑に進めるための適正な予算編成がされているところであり

ますので、本予算に賛成をいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

次に、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 
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反対討論なしと認めます。 

次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

賛成討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２７号令和６年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算についてを起立に

より採決いたします。 

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○菅予算審査特別委員長 

 起立９人、起立多数であります。お座りください。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第５ 議案第２８号令和６年度大樹町介護保険特別会計予算についての審査を行い

ます。 

 事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 それでは、令和６年度介護保険特別会計予算について説明させていただきます。 

内容につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、介護保険特別会計の７ペー

ジ、８ページ、歳出をお開きください。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度予算額９８８万円、前年比４２８

万円の減。介護保険事業を担当する１名分の人件費及び事務経費を計上してございます。 

 ２項、１目ともに賦課徴収費２５万２,０００円、前年比１１万５,０００円の減。賦課徴

収に係る郵便料などの経費を計上してございます。 

 ９ページ、１０ページをお開きください。 

 ３項介護認定審査会費、１目介護認定審査費、前年同額の１８２万円。 

２目介護認定審査会費４５３万１,０００円、前年比１万円の減。南十勝４町村で共同設

置する介護認定審査会の運営に係る経費を計上してございます。 

 ３目認定調査費２３７万７,０００円、前年比２２万１,０００円の増。認定調査に係る経

費を計上してございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費２億７７７万３,

０００円、前年比１,３０９万７,０００円の減。減額の主な要因は、特定施設入居者生活介

護、いわゆる有料老人ホームの利用者やグループホームの利用者が減っていることによるも
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のです。 

 ２目居宅介護サービス計画費、前年同額の３,３００万円。 

 ３目施設サービス給付費２億９,４９８万１,０００円、前年比９８万１,０００円の増。 

 ４目福祉用具購入費、前年同額の１００万円。 

 ５目住宅改修費、前年同額の３１０万円。 

 １１ページ、１２ページをお開きください。 

６目特定入所者介護サービス費、前年同額の３,２００万円。 

 ７目審査支払手数料、前年同額の５３万円。 

 ２項、１目ともに高額介護サービス費１,２００万円、前年比１００万円の減。 

 ２目高額医療合算介護サービス事業費、前年同額の２５０万円。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援総合事業費、１目介護予防・生活支援

サービス事業費１,３１９万４,０００円、前年比２３２万円の減。 

 ２目一般介護予防事業費７２８万９,０００円、前年比７９万５,０００円の減。ここでは、

委託料として社会福祉協議会に委託している介護予防教室などの経費を計上してございま

す。 

 ２項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業費３,６９５万３,０００円、前年比

７６４万３,０００円の減。ここでは、地域包括支援センター運営事業に係る人件費及び事

務経費、社会福祉協議会に委託しております生活支援体制整備事業の人件費及び活動に要す

る経費などを計上してございます。減額の主な要因は、地域包括支援センター職員１名分の

人件費を重層的支援体制整備事業に対応するため、一般会計で計上したことによるもので

す。 

 １３ページ、１４ページをお開きください。 

 ２目任意事業費４０７万１,０００円、前年比４万２,０００円の減。町が行っている配食

サービス事業や介護タクシー利用助成事業、また社会福祉協議会に委託している介護職員初

任者研修や除雪サービスに要する経費を計上してございます。 

 １５ページ、１６ページをお開きください。 

４款、１項ともに基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金、前年同額の３,０００円。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金、前年同額

の１４万６,０００円。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、３ページ、４ページ、歳入をお開きください。 

 歳入です。 

 １款、１項ともに介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料１億２,６３８万５,０００

円、前年比２３２万６,０００円の増。対象者につきましては１,８９４名で、前年の１,９

１７名から２３名の減となっております。保険料につきましては、階層がこれまでの９段階

から１３段階に分かれ、第１段階から第３段階の保険料が下がり、第１０段階から第１３段

階の保険料が新たに設けられたことにより、トータルで前年比２３２万６,０００円の増と
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なっております。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金９,９８８万６,０００円、前年

比２７１万９,０００円の減。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金４,７１２万６,０００円、前年比２３７万４,０００円

の減。 

 ２目地域支援事業交付金１,２３０万４,０００円、前年比３８９万１,０００円の減。 

 ３目地域支援事業調整交付金１６９万５,０００円、前年比７万７,０００円の増。 

 ４目保険者機能強化推進交付金６０万円、前年比１０万円の減。 

 ５目介護保険保険者努力支援交付金８０万円、前年比１０万円の増。 

 ６目特別調整交付金、前年同額の２万２,０００円。 

 ７目災害臨時特例補助金、前年同額の１万１,０００円。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金９,０８５万１,０００円、前年比１

５４万４,０００円の減。 

 ２項道補助金、１目地域支援事業交付金６６７万９,０００円、前年比１９０万９,０００

円の減。 

 ４款、１項ともに支払基金交付金、１目介護給付費交付金１億５,８４５万８,０００円、

前年比３５４万２,０００円の減。 

 ２目地域支援事業支援交付金５７０万１,０００円、前年比４０万４,０００円の増。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、前年同額の３,０００円。 

５ページ、６ページをお開きください。 

６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１億１,５２６万１,０００円、前年

比１,４８２万３,０００円の減。 

 ７款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、前年同額の１,０００円。 

 ２目第１号被保険者過料、前年同額の１,０００円。 

 ２項雑入、１目第三者納付金、前年同額の１,０００円。 

 ２目返納金、前年同額の１,０００円。 

 ３目雑入１６１万３,０００円、前年比１０万５,０００円の減。 

 ８款、１項、１目ともに繰越金、前年同額の１,０００円。 

 次に、総括をご説明いたしますので、２ページをお開きください。 

 歳出です。 

 １款総務費から５款諸支出金まで、歳出合計、本年度予算額６億６,７４０万円、前年度

予算額６億９,５５０万円、前年比２,８１０万円の減。財源内訳は、国道支出金２億５,９

９７万４,０００円、その他２億８,１０３万５,０００円、一般財源１億２,６３９万１,０

００円でございます。 

 １ページをご覧ください。 

 歳入です。 
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 １款介護保険料から８款繰越金まで、歳入合計、本年度予算額６億６,７４０万円、前年

度予算額６億９,５５０万円、前年比２,８１０万円の減となるものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 

 

○菅予算審査特別委員長  

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩前に説明が終了していますので、これより、歳入歳出全般についての質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 二つほど素朴な疑問が。 

３ページの国庫補助金のところでございます。地域支援事業交付金で、本年度、歳入で

１,２００万円ほど入る予定なのですが、昨年に比べて３８０万円ほど減額の予定になっ

ているのですが、比較的地域事業を一生懸命やっているのではないかなというふうに見て

いるのですが、この減額の理由というのは何でこんな減額になっているのかをまず１点目

お聞きしたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 国庫補助金の地域支援事業交付金の減額の理由ですが、例えば、２ページの歳出の３番の

地域支援事業費というところをご覧いただきたいのですが、ここで前年度予算額に対して

１,０００万円ほど減っております。この調整交付金というのは、特別保険者が努力したり

ということに対して交付されるものではなくて、総額に対しての調整交付金ということにな

りますので、地域支援事業全体の支出額が減ることによって、ここの調整交付金というのも

減るということになっています。ということで減額となっているものでございます。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 あともう一つ、１４ページの委託料の関係のところで、初人者研修に係ることの中で初
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人者研修を毎年、社協事業でおやりになっているのですが、今年は何名予定されているの

か、まずお聞きしたいのと。 

もう一つ、町として初人者研修を毎年毎年おやりになっていて、それぞれ人材確保とい

うような意味合いなんかもあるのですが、そのことが人材確保の面でどのような機能を果

たされ、人材がどのように活用されているというか期待に担っているのか、そこら辺お聞

きしたいと思います。 

今人材不足の部分の活用という面で、なかなか町が思っておいでの部分の活用になって

いないのではないかなというふうなことで心配しているのですが、そこら辺お聞きしたい

と思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 後段の部分は総括でお答えしたいと思います。 

明日見保健福祉課参事。 

○明日見保健福祉課参事 

 令和６年度の初人者研修の予定人数ですが、１３名となっております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

 これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○菅予算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 活用の面でどうでしょうか。福祉の職場とか、そのようなところで活躍いただいているの

でしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

 明日見保健福祉課参事。 

○明日見保健福祉課参事 

養成講習で育成した人材の活用ということですが、なかなか追跡が難しいという面もござ

いまして、把握は不十分であるなと思っています。ですが、あらゆる機会で聞きますと、町

内の民間の事業所にお勤めになった方が、この講習会を利用して資格を取得するということ

に活用されているようです。あとは、家族介護に生かしている方もいらっしゃると聞いてお

ります。 

なかなか人材の活用に結びつけるというのは、私達も課題とは思っておりまして、今年度
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令和６年度については、講習の最終日に、町内の事業所が事業説明を行うということを予定

しております。それで、介護の現場ですとか実態を知っていただくことで、人材を生かす場

につなげていただければいいなという期待を込めて予定をしているところです。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２８号令和６年度大樹町介護保険特別会計予算についてを採決いたしま

す。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第２９号令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についての審

査を行います。 

 事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についてご説明させていただきます。 

 内容につきまして事項別明細書でご説明いたしますので、介護サービス事業特別会計の７

ページ、８ページの歳出をお開きください。 

 歳出です。 

 １款、１項ともに居宅介護サービス事業費、１目通所介護費、本年度予算額７,９５４万

３,０００円、前年度比９５７万円の増です。ここでは、老人デイサービスセンターの管理

運営経費を計上しております。増の主な要因ですが、２節給料４７９万７,０００円の増。

前年度までパートタイムで任用していました介護の会計年度任用職員２名を新年度からフ
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ルタイムで任用することにより、会計年度任用職員の給料を増額するものでございます。こ

れに関連して、３節職員手当、４節共済費においても増額となるものでございます。１１節

役務費９７万円の増。職員ユニホームにつきまして、これまでのリース借上げから洗濯料に

切り替えることにより、１０ページに移りまして、洗濯料として９９万円を見込みまして増

額計上しております。また、１３節使用料及び賃借料におきまして、職員ユニホームリース

料、前年度予算から８０万３,０００円を減額するものでございます。１４節工事請負費５

１７万６,０００円の増。夏場の暑さ対策としてホールにエアコン２基を設置するための予

算を計上するものでございます。１７節備品購入費では、介護用備品として自走式の車椅子、

入浴介助用の車椅子などの購入を予定しております。以上が主なものでございますが、当初

予算比較では総じて増となっているものでございます。 

 次に１１ページ、１２ページ中段から１８ページまで。 

２款、１項ともに介護老人福祉施設事業費、１目介護老人福祉施設費、本年度予算額３億

５,６８５万７,０００円、前年度比１,６８３万円の増です。ここでは、特別養護老人ホー

ムの管理運営経費を計上しております。増額の主な要因ですが、２節給料１,２６８万円の

増。職員給料において３１名分を計上しておりますが、前年度に育児休業取得の職員２名が

おりましたが、新年度中に復帰する予定であること、また前年度までパートタイムで任用し

ていた介護と給食の会計年度任用職員２名を新年度からフルタイムで任用すること、それら

により会計年度任用職員の給料を増額するものでございます。これに関連して、４節共済費

においても増額となるものでございます。１４ページ、４節共済費３２８万６,０００円の

増。職員、再任用職員、会計年度任用職員の４５名分を計上しておりますが、育児休業明け

職員２名分の負担金が増額となるものでございます。１１節役務費３８０万３,０００円の

増。デイサービスセンターと同様、職員ユニホームにつきまして、これまでのリース借上げ

から洗濯料に切り替えること、洗濯料として３６６万１,０００円を見込み、予算を増額計

上し、１４節使用料においては、職員ユニホームリース料、前年度予算３２１万１,０００

円を減額するものでございます。１２節委託料１６９万６,０００円の増。委託料各業務に

おきまして人件費単価の増や物価高の影響により積算単価の上昇によるものでございます。

１６ページ、１４節工事請負費５４６万円の増。夏場の暑さ対策として施設東南側コスモス

通にエアコン２基を設置するための予算を計上するものでございます。以上が主なものでご

ざいますが、当初予算比較では総じて増となっているものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、３ページ、４ページの歳入をお開きください。 

 歳入です。 

 １款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス事業収入、本年度予算額

２,５９１万９,０００円。 

 次に、２目介護老人福祉施設事業収入１億６,１７１万３,０００円。 

 続きまして、２項介護予防・日常生活支援総合事業費収入、１目通所型サービス事業費収

入６１６万４,０００円。 
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 ２款分担金及び負担金、１項負担金、１目居宅介護サービス事業負担金３２８万４,００

０円。 

 ２目介護老人福祉施設事業負担金４,０６６万９,０００円。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１億９,５６２万３,０００円。 

 ４款、１項、１目ともに繰越金１,０００円。 

 ５款諸収入、１項受託事業収入、１目介護サービス事業収入３万５,０００円。 

 次の５ページをお開きください。 

 ２項、１目ともに雑入２９９万２,０００円。 

 次に、２ページの総括の歳出をお開きください。 

 歳出。 

 １款居宅介護サービス事業費と２款介護老人福祉施設事業費、歳出合計、本年度予算額４

億３６４０万円、前年度予算額４億１,０００万円、比較２,６４０万円の増となるものでご

ざいます。財源内訳、特定財源、その他４億３,６３９万９,０００円、一般財源１,０００

円。 

戻りまして、１ページ、歳入をご覧ください。 

 歳入。 

 １款サービス収入から５款諸収入まで、歳入合計、本年度予算額４億３,６４０万円、前

年度予算額４億１,０００万円、比較２,６４０万円の増となるものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○菅予算審査特別委員長 

 説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

１点お伺いいたします。 

１６ページに、１４節工事請負費で冷房設備工事あります。今聞きますと、東側のほう

にエアコン２基の設置でございますが、これで全て特養のエアコン設置というのは終わっ

たのか。令和５年度もあったような気がするのですが、施設全体、事務所とか介護員の部

屋とか全てそれでエアコンの賄いが終わるのかどうか、その１点お聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

牧田所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

ただいま質問のございましたエアコンの関係でございます。 

まず、特別養護老人ホームの関係ですが、既設のエアコン９台設置しております。昨年

度、厨房にエアコンのほうを更新ということで取り替えをしております。そちらを含んだ

台数が９台。内訳ですが、デイルームに３台、こちらデイルーム３台ですが、広いデイル
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ームのほうと病院の連絡通路側に小さいデイルームがございます。広いほうに２台、病院

通路側のほうに１台設置しております。それから感染対策の部屋ということで１台、静養

室、医務室、それから先ほどの厨房、それから浴室の脱衣室、それから会議室にそれぞれ

１台つけておりまして、合計で９台という内訳になっております。 

それから、デイサービスのほうは、今回ホールに２台設置するということですが、ホー

ルに家庭用の１台小さいものがついておりましたので、今回取付けて３台というふうな内

訳になります。 

エアコンの設置についてですが、当初、去年の夏も猛暑だったことから、利用者で体調

を崩す方もいたもので、特に病院通路側、コスモス通というふうに呼んでいる通りなので

すが、そちら側、夕方の西日が強くて、かなり室温が上がるということもありまして、そ

ちらの対策ということで今回２台設置するのと併せて、居室のほうに遮光カーテンを取り

付ける予定で暑さ対策を実施していくというようなことで考えております。 

そのほか、エアコンのほうの今後の設置ですが、取りあえずは今回の設置で施設内のエ

アコンは足りるというふうには考えているのですが、ちょっと状況を見ながらというふな

ことで、場合によっては検討していくというふうなことで考えております。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

 これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 繰入金が増えていますよね。その対策の一つで、収入を増やすというのも一つの方法だな

というふうに思っているのですが、今いろいろ世間的に働き方改革とか、いろいろそういう

ふうなことで難しい面もあるかもしれませんが、一つ思っているのは、デイサービスなんか

の時間の延長なんか、利用者の声を聞いているわけではないのですが、今６時間ぐらいの利

用を３０分とか１時間延長することによって、利用料というか、いただける利用料を増やす

というのも一つの方法かなと思うのですが、スタッフの条件とかいろいろあると思うのです

が、そういうふうな方法によって利用料を増やすなんていうような手法は現実的に取れない

ものかということをお伺いしたいと思います。 

僕も利用料の金額がどれぐらい増えるのかとか、今はそういうふうな勉強を具体的にした

ことはないのですが、退職なさった職員と前にちょっと話をしたら、そういうふうな方法も

ありますよというようなことをお聞きしているのですが、いかがなものでしょうか。 
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○菅予算審査特別委員長 

 牧田所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 ただいま委員のほうから質問のありましたデイサービスのほうの利用時間の延長等のこ

とかと思いますが、今デイサービスのほうは６時間から７時間未満という形で、利用は９時

半から１５時３０分までの利用時間ということで営業しております。 

それを７時間から８時間未満に１時間拡大したとした場合、仮にですが、１日に２０名の

利用として、要介護１の方が１日２０名利用したというふうなことで試算しますと、１か月

で３万２,０００円ほど収入が増えるような計算になります。実際この９時半から１５時半

までの利用時間ですが、大樹町の場合、デイサービスの送迎で遠いところですと、生花まで

の利用者が現状いらっしゃいます。 

職員の勤務時間の関係では、８時半から１７時１５分までの勤務時間ということになって

おりますので、８時半に業務が開始され、すぐに送迎に向かいます。９時半までの１時間で

送迎を終えて利用するということになりますので、それを１時間拡大するとなると、現状の

勤務時間では対応が難しいというところ、交代勤務で対応しなければならないということに

なりますので、先ほどの試算で３万円何がしの部分では、それ以上に人件費が多くかかって

しまうということもあるので、その部分はなかなか地域性としてはなじまないのかなという

ふうなことで考えています。 

そのほか、昨年は加算のほうの取得ということで、例年よりも２７０万円ほど予算を多く

見込みましたけれども、職員のほうが病気で長期離脱したということで実現しておりませ

ん。そちらのほうの加算取得ということで取り組んでいきたいということで、増収につなげ

ていきたいというふうに考えています。 

以上です。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

デイサービス含めて老人ホーム含めて、一生懸命職員の方が勤務されているということ

は、事態を見ておりますから分かるのですが、成り手不足、人員が少ない、募集をしなけれ

ばいけないということを踏まえると、町長ね、もういよいよ外国人を入れるというか、研修

制度特待なのかどうか、こういうものを検討するべきだというふうに思うのですが、やって

いる町村もあるのかなと思いますので、そこら辺のお考えはどうなのかお聞きをしたいと思

います。 

○菅予算審査特別委員長 

黒川町長。 

○黒川町長 
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人材、引き受けていただける方がなかなかいないということは、昨今大変でありまして、

成り手不足のために、閉鎖を余儀なくされている施設もある。今日も道新にそういった関係

の施設が出ておりましたので、人ごとではないなと思っているところであります。 

どちらかといいますと法人が、経営が立ちいかなくなって、もうやめたいというところが

多いようでして、なくするわけにいかないので、町営に切り替えるというようなことだった

かと思います。 

うちは最初から町営ですので、その辺の補填はできる限りのことはするのですが、それ以

上に成り手不足、今回人件費が上がっているのも、こちらの都合で、パートで短い時間で来

ていただくような形態でずっとやってきたのですが、それではやってくれる方がもういなく

なってきているということで、待遇改善の部分も含めて、今回人件費が増嵩しているという

部分もございます。 

外国人につきましては、民間はもう既に導入していますけれども、公共でも導入する向き

のところが近くでもありそうなので、そちらのほうの情報も収集しながら、私どものほうで

も活用できるかどうかというようなことも検討していきたいと思っております。 

○菅予算審査特別委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

町長は検討したいというようなお考えだろうというふうに思いますが、時間がかかるので

すよね。実習生を入れるにしても、研修生を入れるにしても、ゆっくり考えている時間は少

ない。来るまでに半年なり、下手すると１年もかかるのかもしれない。こういうものを鑑み

ると、即急に調査をするべきと僕は思いますので、再度そこら辺、ほかの町村でなくて、う

ちの町村はやっぱり特老唯一、広尾は建替えで減床、減らしますよね。これも人がいないか

らこういう状態が起きてきているのだろうと思います。 

町民の皆さんは、「大樹はいいですよね」と言うのは、町と民間二つあるという部分があ

るので、これは、町は特になくすわけにいきません。老人はどんどん増えてきますので、即

急に検討をしていただきたいというふうに思いますので、町長、もう一回考え。ほかを考え

るのではなく、もううちはうちの独自の施策を考えていくべきというふうに私は思いますの

で、もう一回お願いいたします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長 

○黒 川 町 長 

言われるように、頼んですぐ来るというものではないというのも、言われるとおりだと思

いますので、早急に、まずはどういったルートがあって、どうすれば来ていただけるのかと

いうことが、全く今は白紙状態ですので、その辺から早急に取りかかりたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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       （なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２９号令和６年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についてを採決

いたします。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３１分 

再開 午前１１時３３分 

 

○菅予算審査特別委員長 

 再開いたします。 

 日程第７ 議案第３０号令和６年度大樹町水道事業会計予算についての審査に入ります。 

 事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 議案第３０号令和６年度大樹町水道事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 内容につきましては、事項別明細書により説明いたします。 

特別会計水道事業歳入歳出予算事項別明細書の３ページ、４ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出、支出の部です。 

 １款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、本年度予算額１億９９６万２,

０００円、前年度対比６４６万８,０００円の減。減の主な要因は、委託料の上水道施設電

気計装設備保守点検業務において更新工事の終了に伴い保守対象設備の精査による減と、修

繕費の水道施設監視制御装置の皆減による減少となっております。 
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 ５ページ、６ページをお開きください。 

２目配水及び給水費、予算額１,６４５万５,０００円、２１１万７,０００円の減。減の

主な要因は、委託料の配水管及び給水管漏水調査業務において、隔年で実施している市街地

の漏水調査の皆減による減少となっております。 

 ５ページから８ページにかけまして、３目総係費、予算額４,４７１万２,０００円、５７

４万７,０００円の増。増の主な要因は、委託料において、坂下水源系施設の計画的な更新

又は布設替えの検討を目的とした水道事業基本計画策定業務の皆増と、来年度５月から実施

予定の水道料金コンビニ収納に係る手数料の増となっております。なお、職員数の増減はご

ざいません。 

９ページ、１０ページをお開きください。 

４目減価償却費、予算額２億８,５６８万８,０００円、１１８万６,０００円の減。 

 続いて、５目資産減耗費、予算額７４５万３,０００円、４,４７８万円の減。減の主な要

因は、住吉浄水場の設備更新等に伴う除却費の減少によるものでございます。 

 ２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費、予算額１,０４３万１,０００円、２

５６万９,０００円の減。 

 続いて、２目消費税費、予算額１,１７０万円、８５０万円の増。後ほど説明いたします

資本的支出建設改良費の工事請負費減に伴う仮払消費税の減少による増となっております。 

 ３目雑支出、予算額１０万円、増減はございません。 

 ３項、１目ともに予備費、予算額２０万円、同じく増減はございません。 

 次に、１ページ、２ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の収入の部です。 

 １款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、本年度予算額として２億８,０２８万

７,０００円、前年度対比１５３万５,０００円の増。 

 続いて、２目手数料、予算額５１万７,０００円、６万円の減。 

 ３目負担金、予算額１,５４９万２,０００円、２５万６,０００円の増。 

 ４目その他営業収益、予算額２万円、増減はございません。 

 ページ同じく、２項営業外収益、１目受取利息及び配当金、予算額１万円、増減はござい

ません。 

 続いて、２目一般会計補助金、予算額８,０９９万８,０００円、９２５万７,０００円の

減。 

 続いて、３目長期前受金戻入、予算額９,６４６万２,０００円、６２０万９,０００円の

減。当年度の減価償却費に係る補助金、補償金、それらの負担金を長期前受金戻入と収益し

ているものです。 

 ４目雑収益、予算額１,０００円、増減はございません。 

 損益勘定留保資金１,２９１万４,０００円。 

 続いて、１３ページ、１４ページをお開きください。 
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 資本的収入及び支出の支出の部です。 

 １３ページから１６ページにかけまして、１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資

産取得費、本年度予算額として２,４８７万８,０００円、前年度対比７,１４７万５,０００

円の減。減額の主な要因は、工事請負費において、双葉・松山町の公営住宅の建替えに伴う

寿町団地配水管布設工事と住吉浄水場のＬＥＤ改修工事を計上しておりますが、住吉及び坂

下浄水場の設備更新の皆減により減少となっております。なお、職員の増減はございません。

布設工事費につきましては、議案の最後に位置図を添付しております。後ほどお目通しをお

願いいたします。 

 １５ページ、１６ページをお開きください。 

２目消火栓整備費、予算額４４８万８,０００円、６１万６,０００円の増。耐用年数を迎

えます道道幸徳大樹線沿いの消火栓２基の移設更新工事を計上してございます。 

 ２項、１目ともに配水管等補償工事費、予算額１億９,０６４万１,０００円、４６２万円

の減。減の主な要因は、帯広広尾自動車道延伸に関連します道道幸徳大樹停車場線改良舗装

工事に伴う送配水管移設工事を継続計上しておりますが、令和５年に実施しました麻友３丁

目線改良舗装工事に伴う配水管の移設工事の皆減により減少となっております。議案最後に

位置図を添付してございます。後ほどお目通しをお願いいたします。 

 ３項、１目ともに量水器整備事業費、予算額７６０万９,０００円、２,９３３万１,００

０円の減。計量法にて８年満期を向かえる１６７基のメーター更新工事を計上してございま

す。減の主な要因は、その更新台数の減少によるものです。 

 ４項、１目ともに企業債償還費、予算額９,９９８万３,０００円、１１０万７,０００円

の減。 

 続いて、１１ページ、１２ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の収入の部です。 

 １款資本的収入、１項、１目ともに工事補償金、本年度予算額として１億１,０００万円、

前年度対比３８０万円の減。先ほどご説明いたしました道道幸徳大樹停車場線改良舗装工事

に伴う送配水工事について、北海道からの工事補償金を計上しております。 

 ２項、１目ともに工事負担金、予算額４４８万８,０００円、６１万６,０００円の増。先

ほど消火栓整備費にてご説明しました老朽消火栓更新工事について一般会計の負担金を計

上してございます。 

 ３項、１目ともに繰入金、予算額４,５６９万１,０００円、３８０万９,０００円の増。 

 損益勘定留保資金１億６,７４２万円。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

内容の説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

（なしの声あり） 
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○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 たしか、今回の予算にも、今後、取水施設のことの計画があるというふうな予算があるか

と思いますが、前に議員協議会で、坂下の取水池は、今後について非常に老朽化があるのと、

あと広域水道団でしたか、札内川でしたか、そっちのほうからの取水と両方検討されている

という話があったのですが、その方向で今検討されているというのは聞いていますので、た

だ、どういうふうになっていくのかなということを分かる範囲でお願いしたいなと思ってい

ます。よろしくお願いします。 

○菅予算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

まず、来年度の予算につきましては、総係費のほうで、水道事業基本計画策定費のほうを

計上させていただいております。ページ数が８ページになります。この計画策定の業務にお

きまして、今年度、北海道で実施されております、坂下系の機能診断及び保全計画の成果品

が、今年度末には我々の手元に届くこととなっております。 

その成果を踏まえて、基本計画策定業務の中におきまして、更新した場合、どれくらいに

費用がかかるのか、どの部分の更新が必要なのかという検討をまず一つさせていただくとい

うのと、それと並行しまして、中部の企業団のほうから、もし受水した場合の費用の算定を

比較したいなと思っております。ただ、中部の企業団からの受水につきましては、我々の意

思だけでなく相手がいることですから、また、その相手とも協議しながらにはなるのですが、

何とか来年度、それらの比較検討をしていきたいというふうに考えています。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

水道会計、いつものように一般会計から予算を計上しております。前の町長のときには、

水道料金を値上げするという公約をしているはずでございます。ところが、コロナの要件に

よって一時止まりました。今回も何か月分免除するというような形になってきていますが、

見直しについてどういう検討をされてきたのか。 

値上げをするという、前の町長ですから酒森町長、今は黒川町長ですから、考え方も若干

変わるのか、どうなのか。我々が説明を受けたのは、やっぱり値上げをせざるを得ないとい

う話をして値上げするということを言っておりましたが、立ち切れになっておりまして、黒
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川町長はどういうお考えなのかお聞かせください。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長 

○黒川町長 

水道料金の見直しにつきましては、令和２年度あたりに内部的で協議をしておりまして、

数千万円足りないということで、それを補うためにどうしようかというような議論をしてき

たところなのですが、急遽コロナ等々もありまして、また、営農用水をどうするかというよ

うな議論もしていたのですが、急激に農業情勢の環境が変わってきたということでちょっと

見合わせているという状況であります。 

今後につきましては、そのベースがありますので、そのベースを基にまた詳細な検討、そ

れから社会情勢も見ながら、営農用水と一般家庭の在り方等々も鑑みながら考えていかなけ

ればならないかなと思っているところであります。いつどうするというのは今申し上げられ

ませんが、常にそういった検討はしていく必要があろうかなと思っているところでございま

す。 

○菅予算審査特別委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

検討を常々やっていくよということでございます。 

現実的には、やはりこれは企業会計ですから、本当は収支決算というのは自前ができるこ

とが健全経営ということだと思います。なくてはならない水道ですから、いろいろな面で経

費もかかる部分が出てくるというふうには思いますが、やはり営農用水から始まって、この

水道会計に変わってきているということも理解しておりますが、やはり健全経営できるよ

う、今世界の状況も混沌としておりますし、今、牛の価格等々含めて、いろいろな問題が発

生しているということもありますので、その時期が近いうちに来るのだろうというふうに思

いますが、町長は常々検討しながら進めたいということですから、十分アンテナを張りなが

ら、大樹の町民が困る部分もありますので、十分留意しながら、やはり健全経営になってい

くよう努力をお願いしておきますので、町長、もう一回そこら辺を含めて。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長 

○黒 川 町 長 

言われるとおりだと思っております。まずは、安定供給ということが一番大事でありまし

て、安定供給するための、先ほども質問の中で答弁もありましたけれども、坂下の浄水場の

機能をどうするかというのは、大体そろそろ結論が令和６年度あたりで出そうですので、そ

れに対してどういう費用がかかってくるのかと、あるいは老朽管の更新も決して進んでいる

ところではありません。聞きますと、十数％というところでありまして、その心配もありま

すので、そういったことの見通しも考えながら、料金の在り方、皆さんにどう負担していた
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だくかというようなことを考えていきたいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３０号令和６年度大樹町水道事業会計予算についてを採決いたします。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

休憩します。 

 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００分 

 

○菅予算審査特別委員長  

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第８ 議案第３１号令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についての

審査を行います。 

 事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

 議案第３１号令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算につきまして、事項別明

細書でご説明させていただきますので、３ページ、４ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の支出の部。 

 １款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費で、本年度予算額７億５,９０７万円、前

年度と比較しまして２,７７７万円の減。次ページの終段にかけての給与費ですが、主な減
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少要因は、一般職給与職員が、本年度は医師１名減の７６名としていること。また、市町村

職員退職手当組合負担金の減が主な要因となっております。 

５ページ、６ページをお開き願います。 

 ２目材料費で１億３,９３４万円、２６１万円の増。主な要因としましては、薬品費にお

きまして、直近３か年の実績により、注射用薬品費は減額しているものの、診療材料費と患

者給食材料費におきまして、直近での購入単価増を勘案しまして１０％増を見込んだため、

総じて増額となるものでございます。 

 ７ページ、８ページをお開きください。 

 ３目経費で１億２,７３０万円、２６３万円の増。主な増減の要因は、ページ中ほどの光

熱水費、電気料では、昨年４月の大幅な基本料金の改定を受けまして約７割増としていた前

年度予算を直近の執行実績により減額しております。ページ下段の賃借料では、寝具等賃借

料とタクシー借上料におきまして、燃料費の高騰などにより利用料が改定されたこと、また、

その他の部分では、派遣看護師の住宅確保に必要な経費を計上したことにより増額となって

下ります。９ページ、１０ページをお開きください。委託料では、燃料費の高騰や労務単価

の改定により増額となる業務があるほか、医療機器の保守点検では、新規取得機器の当初１

年間の無料点検や複数年に一度行うスポット点検としている機器があるため、減額となって

おります。 

 ４目減価償却費で５,９９５万円、８８９万円の減。主な要因は、器械備品減価償却費に

おきまして、平成３０年度導入の電子カルテシステム、臨床検査システム、財務会計システ

ムなどの償却完了によりまして減額となるものです。 

 １１ページ、１２ページをお開きください。 

 ５目資産減耗費で２万円、増減はありません。 

 ６目研究研修費で２７７万円、１万円の減。 

 ２項医業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費で３０万円、１５万円の増。 

 ２目患者外給食材料費で１００万円、増減はありません。 

 ３目雑損失で１２１万円、９万円の増。 

 ４目消費税で１８７万円、１０万円の減。 

 ３項、１目ともに予備費で２０万円、増減はありません。 

 １ページ、２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入の部。 

 １款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益で３億５６０万円、２４０万円の減。１

日平均入院患者数は前年度と同じ４５人で計画しておりますが、１人１日当たりの診療単価

をこれまでの収益実績と新型コロナウイルス感染症に関わる診療報酬上の各種加算が減額

又は皆減していることにより、総じて若干の減少見込みとなるものです。 

 ２目外来収益で２億５,３１０万円、５１０万円の減。１日平均外来患者数は前年度と同

じ１２５人で計画しておりますが、１人１日当たりの診療単価を入院収益と同じ理由により
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まして減少見込みとするものでございます。 

 ３目その他医業収益で３,４５０万円、増減はありません。 

 ２項医業外収益、１目受取利息配当金で６万１,０００円、２万円の減です。 

 ２目他会計負担金で２０万円、１５万円の増。 

 ３目他会計補助金で４億３,５００万円、１,５００万円の減。主な要因としましては、医

師１名の減が減額の最たる要因となっております。 

 ４目患者外給食収益で４４万円、１６万円の減。 

 ５目長期前受金戻入で６,２２８万円、８９０万円の減。主な要因は、電子カルテシステ

ムの償却終了による減となっております。 

 ６目その他医業外収益で１８４万９,０００円、１４万円の増。 

 １５ページ、１６ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の支出の部。 

 １款資本的支出、１項建設改良費、１目有形固定資産購入費で、本年度予算額１,５７６

万円、前年度と比較しまして８６９万円の減。医療機器４点の更新購入経費です。まず１点

目ですが、生化学自動分析装置は臨床検査室で設置の機器で、血液や尿などの検体により糖

やコレステロール、たんぱく、酵素などの一般的な生化学項目の測定を行うほか、免疫血清

や腫瘍マーカー、凝固検査の一部など、幅広い分野の測定を行う臨床検査室にはなくてはな

らない機器となっております。２点目も臨床検査室設置の機器で、解析付心電計です。心電

図を測定記録し、その波形から読み取れる異状を記録する装置となっております。３点目も

臨床検査室設置の機器で薬用保冷庫です。これは故障に伴いまして１基更新するものです。

４点目は膀胱用超音波画像診断装置の更新です。入院患者や泌尿器科の専門外来の開設時に

おきまして必須となる機器でありまして、膀胱内の尿量を測定する機器となっております。 

 ２項企業債償還金、１目企業債元金償還金で３,３５６万円、６２２万円の減。減の要因

は、平成３０年度導入の電子カルテ・臨床検査・財務会計システム等の償還終了によるもの

となっております。 

 ３項、１目ともに貸付金で１３５万円、増減はありません。 

 １３ページ、１４ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の収入の部。 

 １款資本的収入、１項、１目ともに一般会計負担金で３,９３９万５,０００円、９７６万

円の減。 

 ２項国庫支出金、１目国庫補助金で２７５万円、１１０万円の減。 

 ３項道支出金、１目道補助金で１３７万５,０００円、５５万円の減。 

 ４項、１目ともに企業債で５８０万円、３５０万円の減。 

 損益勘定留保資金で１３５万円、増減はございません。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 
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説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

６ページの宿日直手当１,８８４万１,０００円についてお伺いします。 

医師何名で対応されるのか、お伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

下山事務長。 

○下山町立病院事務長 

６ページの宿日直手当の部分ですが、ここに計上してございます内容は、常勤医師４名が

一般外来診療のある平日の夜に宿直する者又は外部から来る医師との引継ぎの時間を担当

する部分の宿日直手当の分と、あとは看護師、介護師が夜間休日に宿直する分が含まれてお

ります。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

 これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

医師が１名減ったということで、今後どのように取り組むのか。この現状でいくのか、ま

た応募して体制を立て直すのかお聞きします。 

○菅予算審査特別委員長 

 黒川町長 

○黒 川 町 長 

現在、常勤医師４名ということで、もともと４名だったところでございます。１名臨時的

に増えたというところがありまして、それはイレギュラーな姿でして、４名が通常の姿であ

ります。ですので、４名で運用していきたいと考えております。 

○菅予算審査特別委員長 

よろしいですか。 

ほかに質疑はありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

宿日直に関してお聞きします。 
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町民が夜間診療を受ける、また、土日の救急診療などを受ける際、宿日直の担当医師が不

在で対応できないということはない体制を取られているのかお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

下山事務長。 

○下山町立病院事務長 

救急に対応した宿日職直の体制でございます。 

当院、大樹町として救急告示病院ということで告示を受けておりまして、病棟５０床のう

ち５床を救急に対応した病床ということで確保しております。その分、当然に交付税のほう

もいただいておりまして、医師の体制としましては、常勤医師４人が主に平日の夜担当する

部分と、あと、町内の医院の先生も平日担当していただいております。基本的に、ゴールデ

ンウィークと年末年始と週休日土日・祝日につきましては、外部の先生に来ていただいて３

６５日２４時間、医者がいる体制を取っております。 

○菅予算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

３６５日２４時間、しっかりとした体制を取られているということで安心しましたが、宿

日直の引き継ぎの際、医師が不在なことがないようお願いしたいと思います。 

お医者さんがいないと、紹介状をつくることができず、患者の症状によっては帯広の病院

に早期に受診に行かなければならない可能性も出てくると思いますので、先ほど答弁された

ように、しっかりとした体制、宿日直体制を進めていただきたいと思いますので、再度、病

院事務長にお伺いします。 

○菅予算審査特別委員長 

下山事務長。 

○下山町立病院事務長 

医師の宿日直体制につきましては、先ほど説明のとおり３６５日２４時間ということなの

ですが、一部付け加えさせていただきますと、病院の敷地のすぐそばにいる常勤のお医者さ

んは宅直が可能となっておりまして、自宅にいながらオンコールですぐ駆けつけるという体

制をとってございます。 

今話のあった、いない体制の中で紹介状とかの対応は取られていないというケースがあっ

たという話だと思うのですが、そのようなことがないように、外部から来ている医師もそう

ですし、うちの医師につきましても、情報共有しまして徹底したいと思います。 

○菅予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

今の医師の分で分かったのですが、例えば医師だけでは緊急の患者に、対応ばかりではな

くて、例えばレントゲンとかＣＴの先生ですとか、そのほか薬剤師だとかスタッフ、医師だ
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け１人で診れるわけではないのですが、そのほかのスタッフというか、職員の対応について

お伺いしたいと思います。例えば、機械が動かせないから対応できませんよとか、そういう

ことなんかはないと思うのですが、対応はどのようになっているのでしょうか。 

○菅予算審査特別委員長 

下山事務長。 

○下山町立病院事務長 

通常の診療外の医師以外のコミュニカルスタッフの対応の関係ですが、まずは、レントゲ

ンの関係と臨床検査室の関係は基本的には常駐はしておりません。宿直担当している医師の

ほうから指示があれば、電話をかけて来てもらうという体制を基本的には取っているのです

が、例えば今の放射線室２人、臨床検査室２の体制で３６５日２４時間を縛ることは難しく

て、そこまでには至らないときがあり、検査とかできないこともあるかと思います。 

薬剤のほうは、基本的には常駐はしておりません。処方できるのは医師しかおりませんの

で、医師の処方により看護師が主立ったものは病棟のほうに準備しているのですが、特殊な

薬剤になる場合は薬局のほうの１階まで取りにいって、分からない場合は、電話で薬剤師の

ほうに電話をして、どこにあるよ、これを出してというのを確認しながら出すようにしてお

ります。 

○菅予算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

資格的には、例えば、実際にできるかどうか分からないのですが、お医者さんは、例えば

ＣＴを動かすようなこととかレントゲンの機械を動かすことは、医療法上は今言ったような

ことは可能なのですか。 

○菅予算審査特別委員長 

下山事務長。 

○下山町立病院事務長 

医師がレントゲン装置、ＣＴ装置ですとかを動かす関係なのですが、可能でございます。

やっぱり専門スタッフがいる機器ですので専門的なものになっているのですが、小児科にお

きましては、簡単なマニュアルを作っておいて、ＣＴとかをドクターが直接操作して撮る場

合もございます。先生方、みんながみんなではないのですが、できる方はそういった対応を

医師個人がしているケースもあります。 

○菅予算審査特別委員長 

 ほかにありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 
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 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３１号令和６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についてを採

決いたします。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおりに決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第３２号令和６年度大樹町下水道事業会計予算についての審査を行いま

す。 

 事項別明細書に従い、内容の説明を求めます。 

 奥建設水道課長兼下水終末処理場長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 それでは、議案第３２号令和６年度大樹町下水道事業会計予算についてご説明申し上げま

す。 

 内容につきましては、事項別明細書により説明いたします。５ページ、６ページをお開き

ください。 

 収益的収入及び支出の支出の部です。 

 １款下水道事業費用、１項営業費用、１目管渠管理費、本年度予算額６９６万円、前年度

対比６２万７,０００円の減。汚水管の清掃業務としまして、主に平成１９年度から２２年

度にかけて施行された約３,４００メートルの汚水管の清掃業務と、定量的に発生します汚

水桝マンホールの修繕費を計上しております。 

 ５ページから８ページにかけまして、２目処理場管理費、予算額６,６８０万２,０００円、

１,０１０万８,０００円の減です。主な減の要因は、修繕費において、令和５年度に実施し

ました汚泥搬送ポンプ、また非常用発電機に関する修繕の皆減によるものです。 

 ７ページ、８ページをお開きください。 

３目個別排水管理費、予算額２,６００万４,０００円、３１９万１,０００円の増。個別

排水処理施設、いわゆる浄化槽の管理個数の増に伴い、管理委託料及び検査手数料の増とな

っております。 

 ７ページから１０ページにかけて、４目総係費、予算額２,７０３万３,０００円、３７７

万６,０００円の増。主な増の要因は、委託費において下水道台帳管理業務の増と中長期的
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な経営方針となる下水道経営戦略改定の業務委託の皆増によるものとなっております。な

お、職員の増減はございません。 

 続きまして、９ページ、１０ページをお開きください。 

 ９ページから１２ページにかけて、５目普及推進費、予算額１７４万６,０００円、２万

１,０００円の減。 

次に、１１ページ、１２ページをお開きください。 

 ６目減価償却費、予算額１億６,９２８万６,０００円、１８３万円の増。 

 次に、７目資産減耗費、予算額１,６８３万円、４６０万３,０００円の増。 

 続いて、２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費、予算額９１３万７,０００

円、２１３万４,０００円の減。 

 続いて、２目雑支出、予算額１５万円、増減はございません。 

 ３項、１目ともに予備費１０万円、こちらも同じく増減はございません。 

 続いて、１ページ、２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入の部です。 

 １款下水道事業収益、１項営業収益、１目使用料、本年度予算額７,１９８万５,０００円、

前年度対比７７万４,０００円の増。 

 ２目手数料、予算額３万５,０００円、増減はございません。 

 ３目雨水処理費負担金、予算額８１８万６,０００円、４０万５,０００円の減。 

 ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金、予算額１,０００円、増減はございません。 

 ２目一般会計補助金、予算額１億７,５７９万円、９３７万円の減。 

続きまして、３目消費税還付金、予算額５４０万円、８０万円の増。 

 ３ページ、４ページをお開きください。 

４目長期前受金戻入、予算額８,０８３万７,０００円、３２１万３,０００円の増。 

 ５目雑収益、予算額１,０００円、増減はございません。 

 １５ページ、１６ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の支出の部です。 

 １款資本的支出、１項建設改良費、１５ページから１８ページにかけまして、１目公共下

水道建設費、本年度予算額６,９７８万６,０００円、前年度対比３,３１０万２,０００円の

増。主な増の要因は、委託料において、南町、鏡町の下水道未普及地区解消のための調査設

計業務の皆増と、工事請負費において、ストックマネジメント計画に基づく終末処分場の電

気設備の更新及びＬＥＤ改修の継続により増となっております。 

 １７ページ、１８ページをお開きください。 

 ２目個別排水処理施設建設費、予算額３,２１９万円、１４２万８,０００円の増。個別排

水処理施設１０基分の実施設計委託料と工事請負費を計上しております。 

 ２項、１目ともに企業債償還費、予算額８,６２７万６,０００円、６９４万円の減。 

 次に、１３ページ、１４ページをお開きください。 
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 資本的収入及び支出の収入の部です。 

 １款資本的収入、１項、１目ともに企業債、本年度予算額３,１４０万円、前年度対比１,

４００万円の増。 

 ２項、１目ともに繰入金、予算額３２５万６,０００円、２８万６,０００円の増。 

 ３項、１目ともに受益者負担金、予算額１６２万円、９４万５,０００円の減。 

 ４項、１目ともに受益者分担金、予算額１７１万円、６３万円の増。 

 ５項、１目ともに国庫補助金、予算額２,６８０万円、１,５９０万円の増。 

 損益勘定留保資金１億２,３４６万６,０００円。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○菅予算審査特別委員長 

説明が終わりましたので、これより歳入歳出全般についての質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。  

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般についての質疑を終了いたします。 

 これより、総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３２号令和６年度大樹町下水道事業会計予算についてを採決いたしま

す。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託された８件の議案審査は、全て終了いたしました。 

 お諮りします。 
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 本委員会に付託された８件の議案の審査報告書は、正副委員長に一任願いたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○菅予算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、審査報告書は正副委員長に一任いただくことに決しました。 

 

   ◎閉会の宣告 

○菅予算審査特別委員長 

これで、本日の日程は全て終了したので、会議を閉じます。 

よって、大樹町予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 

閉会 午後 １時３１分 


